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平成３１年裾野市議会３月定例会 

 予算決算委員会 厚生文教分科会（予算審査） 

 平成３１年３月８日（金）、１１日（月）、１２日（火） 

 

３月 ８日（金）教育部   鈴木図書館  ・・・・・・  ３ 

生涯学習課  ・・・・・・ ２０ 

教育総務課  ・・・・・・ ４２ 

学校給食センター ・・・・ ６０ 

 

 

３月１１日（月）教育部   学校教育課  ・・・・・・ ７１ 

健康福祉部 健康推進課  ・・・・・・ ９７ 

介護保険課  ・・・・・・１１４ 

                国保年金課  ・・・・・・１２５ 

 

 

３月１２日（火）健康福祉部 保育課     ・・・・・１４０ 

                子育て支援課  ・・・・・１５７ 

                社会福祉課   ・・・・・１６９ 

                障がい福祉課  ・・・・・１８７ 

 

 

自由討議  ・・・・・・・・・・・・・１９３ 
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裾野市議会予算決算委員会 厚生文教分科会 平成31年３月８日（金） 

 

                       ９時00分 開会 

 

〇委員長（杉山茂規） ただいまから本日の会議を開きます。 

  本日の日程はお手元に配布のとおりであります。 

  これより予算決算委員会に付託され、厚生文教分科会に割り振られました

第１号議案 平成31年度裾野市一般会計予算のうちの関係部分、第２号議案 

平成31年度裾野市国民健康保険特別会計予算、第３号議案 平成31年度裾野

市後期高齢者医療事業特別会計予算、第４号議案 平成31年度裾野市介護保

険特別会計予算の審査を行います。 

  審査の方法は、各課単位で行い、それぞれ当局の説明を求めてから、質疑

に入りたいと思います。質疑の後意見を伺います。これにご異議ありません

か。 

            （「異議なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） ご異議ありませんので、そのようにいたします。 

  ここで、各委員に申し上げます。質疑は一問一答方式で、要点を明確に簡

潔な質疑をお願いいたします。意見につきましても、要点を明確に簡潔にお

願いいたします。 

  次に、分科会外委員の発言の許否についてお諮りいたします。質疑、意見

について、分科会外委員からの発言の申し出があった場合には、委員長がそ

の発言の許否を定めたいと思います。これにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） ご異議ありませんので、そのようにいたします。 

  なお、分科会外委員の発言は、本委員の発言終了後といたします。また、

発言の際には録音の関係上、必ずマイクをご使用願います。 

  暫時休憩いたします。 

                       ９時01分 休憩 

 

                       ９時02分 再開 
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教育部 

教育長、教育部長 

鈴木図書館 

〇委員長（杉山茂規） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 説明があったかもしれませんけれども、確認という意味

でお願いいたします。東西公民館の夜間管理委託ですけれども、昨年より３

万ほど上がっているということで、これは実績ベースということでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 こちらにつきましては、シルバーの委託のほうですけれども、

賃金等の見直しもありまして、シルバーからの見積もり等で委託料が上がっ

ているという状況になっております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 同じくなのですけれども、東西公民館の受け付け管理委

託というところも同じでしょうか。実績ベースでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 こちらも夜間委託と同様に、賃金等の見直しによる上昇とい

う形になっております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） とりあえず以上で。済みません。 

〇委員長（杉山茂規） ほかにはありますでしょうか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） お願いします。182ページ、ファーストブック事業と、あ

とセカンドブック事業とありますけれども、この辺のちょっと説明をお願い

します。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 ファーストブック事業ですけれども、こちらにつきましては

生後６カ月の子どもさんにこちらのほうからお葉書でご連絡を差し上げて、

絵本を２冊プレゼントするという形の事業となっております。それと、セカ

ンドブックですけれども、こちらにつきましては県費補助で平成29年度から

10月ですか、こちらのほうから実施しております。こちらは、２歳児に対し

て絵本のほうを５冊用意いたしまして、こちらのほうからお好きなものを１

冊選んでいただき、プレゼントをするという事業になっておりまして、就学

時まで切れ目ないような形でということで取り組んでいる事業になります。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 
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〇委員（勝又 豊） もう一つ、親子読書推進子育て支援事業とありますけれ

ども、その内容をちょっとお願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       ９時42分 休憩 

 

                       ９時43分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 親子読書推進子育て支援事業ですけれども、月３回、親子ふ

れあいデーという形で図書館の２階の展示室を自由な形で、子どもさん連れ

の方に使っていただく。あるいは、昨年から取り組んできましたナイトライ

ブラリーとか夜のお話会とか、こういうような形で子育て支援の部分と読書、

こちらを推進するような形で事業のほうを実施しております。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 今の２点というのは、子育て世代を対象とした内容かな

と思うのですけれども、その辺の支援する市としての意図というか、こうい

う狙いかあるというか、そういったところはあるでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 図書館自体も子育て支援の中で直接かかわっているというと

ころではないと思うのですけれども、居場所づくりとか、そういう形でバッ

クアップしていくというような、そういうことを目指している部分もありま

す。あとは、基本的には子どもから読書に親しむというところの大切さもあ

るものですから、そちらの推進も兼ねて事業のほうを取り組んでいるところ

でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 図書の購入に対しての181ページ、購入図書電算化対応委

託とありますけれども、これはどういった内容なのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 こちらは、購入した図書にマークといって、図書館システム

の中で取り組むマーク代、こちらの部分と、あとは図書館のバーコード、装

備品という形、この２つの形のものの委託費となっております。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） そうすると、今回購入する購入費900万円、この購入する

本に対して使われるという考えでよろしいでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 １点は、900万円の新規購入の部分に対しての装備とマーク代
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ということになっています。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） そうすると、今までの貯蔵している本ということは、も

う全てそのような対応になっているという考えでよろしいでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 そのとおりでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 毎年本は購入されていくかと思うのですけれども、貯蔵

される本というのはだんだん増えていって、保管というか、その辺はどうし

ているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 除籍という形で基準のほうを設けているのですけれども、あ

る程度古くなった本とか、そういうものに関しては職員の中で判断して、除

籍という形で廃棄の部分もあります。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 廃棄ということは、お金をかけて処分してもらうという

ようなことで、ほかの小学校とか中学校に差し上げたりとか、市民の方に差

し上げたりとか、そういうことはしていないのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 費用のほうはかかっておりません、除籍に関して、廃棄に関

しては。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       ９時48分 休憩 

 

                       ９時48分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  鈴木図書館副参事。 

〇鈴木図書館副参事 今のところ除籍をしている資料が、内容的に10年前のと

か15年前とか古いものになっているので、学校等への利用は特にしていませ

ん。古紙として処分をしております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 176ページ、公民館管理費の講座の講師料121万2,000円で

すか、これは何講座で、トータルで何回の講師料になるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 通年講座としては14講座、あとは特別講座として４講座、こ
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ちらに対する講師料という形になっております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） その講座を受講する際の受講料60万円がその他の財源の

中に入っていますということですけれども、この60万円の受講料の内訳は、

先ほどの講座、これは新年度ですけれども、の中で、今までの経過からする

と、特定の講座に非常に人気があるというようなことはあるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 ここ何年かは、講座自体が余り変わっていないという部分も

あるのですけれども、通年講座の部分に関しましては定員に対してほぼ70％

か80％の募集がありまして、受講はあるよという形です。あと、リピート率

としては高い講座もあるということで確認しております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ４講座が特別講座、通年でないというものを今度設定す

るということですけれども、４つの講座の内容というのはどういうようなも

のをされる予定ですか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       ９時51分 休憩 

 

                       ９時52分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 昨年度から取り組みました裾野市の歴史探訪講座、あとは夏

休みの子ども科学遊び講座、あとは子どもたち夏休みの将棋教室、こんなよ

うな形で単発での講座を今現段階では予定しております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 31年度は今のような特別講座ですけれども、それは毎年

そのときに合わせたようなものを特別にやられているということですか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 対象を子どもに絞った部分では、夏休みの科学遊び講座等は

毎年同様な時期で実施しております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 別なところに行きます。181ページの図書館管理費の関係

ですけれども、文化センターは指定管理で行っている中に、要するに今ある

図書室の部分も、鈴木図書館からは離して今やっているのですけれども、そ

この図書室の蔵書と鈴木図書館との関連をちょっとお話し願えますか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 
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〇鈴木図書館長 文化センターの蔵書に関しましては、今までもそうだったの

ですが、選書自体は本館のほうで全部実施しております。文化センターでリ

クエスト等があった場合にも、それは本館のほうに連絡していただいて、そ

の中で選書も含めて対応しているという状況になっております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 181ページの一番上段に賃金がありまして、先ほどの説明

の中で３人のうち２人は富岡支所、須山支所の図書室の臨時さんということ

ですけれども、それぞれの支所の図書は、やっぱり鈴木図書館との入れかえ

のようなものがあるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 定期的に入れかえのほうは実施しております。週に１度の勤

務ですけれども、要望等あればそれに対応するような形で図書の入れかえは

行っております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） それぞれの室の図書室の利用状況というのはいかがなの

でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 29年度ですけれども…… 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       ９時55分 休憩 

 

                       ９時55分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 まず、須山のコミセンのほうですけれども、年間で29年実績

では約600冊ぐらい、貸し出し人数は260人ぐらいです。富岡のほうですけれ

ども、こちらは300冊、対象は150人ぐらいの貸し出し冊数となっております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 182ページに図書購入費900万円がありますけれども、こ

の900万円の内容について少しご説明ください。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 図書購入ですけれども、まずこの31年度が900万ですけれど

も、それを分野別に予算を振り分けます。一般書、児童書、ほかの分野とい

う形で、あと文化センターの部分も含めてです。あと、リクエストに対応す

るためにそこの部分も含めて予算割をします。これに対して、各分野で担当

がいますので、毎週新刊の案内が来ますので、こちらから選書して購入して



8 

 

いくという形で対応しております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 分野別の担当者がいらっしゃるということで、そこで図

書を選定するのですけれども、それに対して別に知識のある人がアドバイス

するような、そういうようなのはあるのでしょうか。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       ９時57分 休憩 

 

                       ９時58分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 ２カ月に１遍ぐらいのペースですけれども、各担当と館長、

これによる選書会議を開催いたしまして、本の購入の方針等をその都度決め

ているというところもあります。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 図書館事業費の中にふじのくに地域少子化突破戦略応援

事業というのが入っている。歳出で69万2,000円が組まれているということで

すけれども、その財源として県のほうから34万6,000円が入ると、２分の１が

入るのかなと思いますけれども、この事業の内容はどんなことなのでしょう

か。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       ９時59分 休憩 

 

                       ９時59分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 29年度からの事業になるのですけれども、基本的には子育て

支援ということですけれども、図書館としては子育てライブラリーというこ

とで、本を核として子育てをする取り組みということで、１つはセカンドブ

ック事業がこれに当たります。あとは、子育ての関連ブックトレードという

ことで、絵本の交換とか、このときにあわせて子育て講座ということで、講

師のほうを招いて実際子育てをしているお母さんたちの悩み等々も聞きつ

つ、本の読み聞かせをやったりとか、そういうストレス解消ではないですけ

れども、そういう場所を提供していると。あとは、昼間図書館に来られない

方、いわゆるお父さんなんかもそうだと思うのですけれども、そういう方に

ぜひ図書館のほうを利用していただきたいということでナイトライブラリー
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とか夜のお話会、こんな事業を実施しているところでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 内容を聞くと非常にいいなと思いますけれども、これは

いわゆる親御さんにはどんな形で周知されているのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 セカンドブック事業につきましては、対象者にダイレクトメ

ールという形でお知らせする。あとは、ほかの事業につきましては、ほかの

事業と同じように広報、あとはホームページ等々を利用してお知らせのほう

をしているということです。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょう。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 同じく182ページの18節のところの図書購入費に関して

です。 

  先ほどの質疑の中で２カ月に１回ペースの選書をされるというお話を伺い

ましたが、そうしますとこの900万円の購入費用は、１年間を通して段階を経

て執行していくといいますか、費用を使っていくというようなことの進め方

ですか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 そのとおりでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 30年度の当初予算の中では、特に小学生の読書に力を

入れたい旨のお話しがありまして、たしか50万円ほど増額をされたというお

話を伺ったのですけれども、今回減額をされておりますが、その辺の取り組

みは何か変化があるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 事業自体は継続して実施していくという形になっておりま

す。今年度予算、そこの部分で学級文庫パックという事業を始めたのですけ

れども、それに対しての図書の購入はある程度そろえて購入したというとこ

ろです。あとは、財政との話の中で購入費は31年は900万という形になってお

ります。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 今の件はわかりました。 

  180ページです。１節の報酬のところなのですけれども、30年度と比べます

と半分ぐらいの減額になっているということなので、会議の開催が４回から

２回に減る予定であるということの捉え方でよろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 
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〇鈴木図書館長 そのとおりでございます。本年度は読書活動の推進計画策定

年度になりまして、その分委員の方に集まっていただいて協議したというこ

とで、本年度は４回分、来年度は２回ということになっております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） そうしますと、31年度予定をされている会議において

のテーマ、特にはテーマなんかは今のところ特に決まってはいないのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 31年度の事業計画についてとか、あとは当然利用者とか貸し

出し冊数、そのような状況を踏まえて、今後どういうような形で図書館の運

営のほうを進めていったらいいかとか、そういう部分での協議のほうをいた

だいたり、意見のほうをいただいたりということで、特別なテーマはあると

いう部分ではないのですけれども。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 次です。181ページの需用費の中の一般消耗品費に入る

と思うのですけれども、雑誌の購入もここからというお話で、31年度として

雑誌スポンサー制度の取り組みをどのように考えていらっしゃいますか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 雑誌スポンサー制度につきましては、現在４社５誌、これで

ご協力のほうをいただいているところでございます。引き続きご協力いただ

けるような形で、こちらのほうも進めていきたいと考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） その効果が大きく効果が出るような形に対しての取り

組みというのは何か、31年度考えていることはありますか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時06分 休憩 

 

                       10時07分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 現在ご協力いただいている各社には、引き続きご協力のほう

をお願いするというところと、また新しく協力いただける方、こちらについ

てのちょっとアプローチというか、そういうのを続けていきたいなと思って

おります。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） では、よろしくお願いいたします。 

  あと、済みません。176ページです。19節の負補交の中の先ほどもご説明い
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ただいたのですけれども、県公連ですか、公民館連絡会が開催したというこ

とで、新しく県内の市、町、生涯学習連絡会負担金というのが入っています

けれども、これ今まであったものとやることはほとんど変わらないというこ

とですか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 こちらにつきましては、もう少し今までよりもコンパクトで

はないですけれども、各市、町の担当者レベルでの現状の課題とか、どんな

活動をしているのかというのを協議していこうというものであります。まだ

細かいどういう形で進めていくかというのは、現在のところ決まっていない

状況です。ただ、うちとしては公民館なのですけれども、最近では生涯学習

という形で公民館の担当課自体が各市、町によっていろいろ変わっているも

のですから、それによってまた事業も違ったりするものですから、そういう

ところで少し広くそういう部分を協議していくというか、お互いに実施して

いるところを勉強していくという意味合いも含めてやっていこうではないか

という部分で聞いております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） そうしますと、県内の各市、町のいろんな情報交換な

り、同じ課題に向かっての意見交換なりということが主流ということでよろ

しいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 現在のところ、そういうような方向で進めていくということ

であります。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 182ページになると思います。伺います。 

  子育て支援ということで、図書館でも随分力を入れていろいろなイベント

や子育てライブラリーということでされているということなのですが、昨年

伺ったときにほかの課との連携は特に検討はしていないということでした

が、31年度に向けて、これだけいろいろなことをして、ＰＲなんかもしてい

く必要があると思うのですが、他課との連携ということは考えられましたで

しょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時10分 休憩 

 

                       10時10分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 
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  鈴木図書館副参事。 

〇鈴木図書館副参事 子育てに関する事業の中で、全部ではないのですが、セ

カンドブックについてはできるだけ２歳になる早い段階から周知をしたいと

いうことで、健康推進課の１歳６カ月等の健康診査のときに事業のＰＲをし

てもらうようにチラシの配布をお願いしているということで、少し取り組み

始めています。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） セカンドブックについては取り組みを初めていらっ

しゃるということで、ほかの事業、子育て講座なんかも、それから絵本を交

換する、そういう事業についても積極的に取り組みをしていただけるとあり

がたいと思うのですけれども、その辺はどうでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館副参事。 

〇鈴木図書館副参事 子育て講座については、生涯学習課のほうに所属してい

る講師の派遣を依頼したり、あとはＮＰＯのメープルさん等に参加を呼びか

ける等の、そういうお願いをしたりということはしております。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） やはり子育ての全課を通していろいろＰＲをしてい

くとか、連携をしていくということは、これからますます必要になってくる

と思いますので、その辺はぜひ積極的に取り組みをお願いしたいと思います。 

  176ページで伺います。８節報償費のところだと思うのですが、昨年の段階

で公民館の利用が大幅に減少しているというお話がありました。その中で31

年度に向けて講座などの取り組みがされていくと思うのですけれども、利用

は30年度上がりましたでしょうか。 

            （「決算」の声あり） 

〇副委員長（岩井良枝） ごめんなさい。31年度の取り組みの中で、利用を拡

大させていくという取り組みについては、何か考えていらっしゃいますか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 まず、定期講座を見直しが必要かなという部分が１点ありま

す。 

  それと、ちょっと今やり始めたのですけれども、サークル等で活動してい

る方、そのサークルの紹介なんかもやっていこうかなということで考えてお

ります。できるだけ多くの方が公民館を使っていただくような形をとってい

きたいなと思っております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 委員の質疑を終わります。 
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  次に、分科会外委員の質疑をお受けいたします。 

  佐野委員。 

〇分科会外委員（佐野利安） 181ページ、委託料です。エレベーター保守点検

委託106万7,000円ですか、これは入札で行うのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 随契での契約となります。 

〇委員長（杉山茂規） 佐野委員。 

〇分科会外委員（佐野利安） これ間違っていたらあれなのですが、随契はた

しか50万以下ではないかなと思うのですけれども、いかがでしょう。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時15分 休憩 

 

                       10時16分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

〇分科会外委員（佐野利安） 取り消します。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） 図書館でいろんな事業をしていただいて、皆さ

んが行きやすいような環境になっているかなというふうに思っています。来

年の開館時間についてなのですが、現在は木、金だけ夜７時までやっていた

だいています。来年度、どういった開館時間を考えていらっしゃいますか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 基本的な部分は、今のところ変更する予定のほうはないので

すけれども、昨年、今年もそうなのですけれども、夏休み等、夜間延長の時

間をもっと増やしたり、月曜の特別開館等を実施してきたところでございま

す。また、31年度につきましても、そういう形での実施、対応のほうは考え

ているところではございます。 

〇委員長（杉山茂規） 賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） ぜひお願いします。 

  そして、文化センターのほうの図書室なのですが、これは指定管理に出す

ときに文化センター自体の指定管理とあわせて、図書室のほうは時間の延長

ができるというようなお話がありましたが、現在は今の図書本館と同じ開館

時間だと思うのですが、31年度は特にそちらの文化センターのほうの図書室

の開館時間についてはどのようにされていくのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 指定管理になって、今まで夜間の延長はなかったのですけれ
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ども、木、金が本館と同様に延長という形で対応をすることができておりま

す。新しく時間の変更という部分につきましては、現段階では考えてはいな

いということです。 

            （「ちょっとだけ休憩してください」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時18分 休憩 

 

                       10時18分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  ほかはいかがでしょうか。 

  増田委員。 

〇分科会外委員（増田祐二） 済みません。お願いします。教育長、教育部長

の総括の説明の中で、ＩＣＴに関する話が幾つか出ておりますが、図書館と

して31年度予算の中でＩＣＴに対しての取り組み、ハード面かソフト面か、

どちらでもいいのですけれども、予定があるかどうか、教えてください。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時19分 休憩 

 

                       10時19分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  教育部長。 

〇教育部長 図書館においては、具体的なＩＣＴに関して、ハードの部分で新

たに何か設備を増やすとかという考えは、今のところ予定はございません。

ただ、よく情報発信力について、まだまだ工夫が足りないよということは言

われています。今図書館のホームページですとか市のホームページを通して、

いろんな事業等を展開していますけれども、今若い方々、お母さん方という

とＳＮＳですか、そういう部分での情報入手が多いものですから、図書館と

してもそういう分野で情報発信ができたらいいなということで、そういう部

分を今検討を始めているところでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 増田委員。 

〇分科会外委員（増田祐二） ぜひそのようにお願いしまして、ＩＣＴに関し

て子どもたちの教育に入ってくる部分が多くなってくると思いますので、そ

れに対して図書館だけということではないのですけれども、教育に関すると

ころ全体で取り組むような形で対応していただければと思いますので、よろ

しくお願いします。 

  終わります。 
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〇委員長（杉山茂規） 二ノ宮委員。 

〇分科会外委員（二ノ宮善明） 済みません。聞き漏らしていたら申しわけあ

りません。182ページの視聴覚ライブラリー費のところでございます。63万

2,000円の２事業がありますが、33万2,000円の図書館映画会等開催事業の回

数はどのくらいを予定しておりますか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 読書週間等にあわせて、５回か６回を予定しております。 

〇委員長（杉山茂規） 二ノ宮委員。 

〇分科会外委員（二ノ宮善明） そして、180ページの最下段です。非常勤職員

の報酬のところ、先ほど三富委員からのご質問もございましたが、7万2,000

円に２回になるというところで、図書館協議会委員さんはこの報酬の対象が

６名で、あとの４名に学校の先生が入っているというのは変わらないですか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 変更はありません。 

〇委員長（杉山茂規） 二ノ宮委員。 

〇分科会外委員（二ノ宮善明） そうしますと、図書館協議会の会合というの

はいつ行われるのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 年度当初５月、あとは２月ぐらいにもう一回という形で予定

しています。 

〇委員長（杉山茂規） 二ノ宮委員。 

〇分科会外委員（二ノ宮善明） 済みません。私の聞き方が悪かったです。日

中なさるとか、土、日ですとか、そういうようなことを聞きたいと思います。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 平日昼間の開催を予定しています。 

〇委員長（杉山茂規） 二ノ宮委員。 

〇分科会外委員（二ノ宮善明） 済みません。そうすると、４名の学校の先生

方は参加できるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 行事等の予定を見ながら開催日を決めていくということで、

出席のほうはいただいているということです。 

〇委員長（杉山茂規） 二ノ宮委員。 

〇分科会外委員（二ノ宮善明） そうしますと、普通旅費がありますが、協議

会委員さんが研修に行ったりとかというようなときに、学校の先生も行くと

いうようなことがあるのはここを使います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 
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                       10時23分 休憩 

 

                       10時23分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 済みません。図書館協議会の委員としての出張のほうはあり

ません。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇分科会外委員（土屋主久） 二、三お伺いさせていただきます。 

  図書の購入費が75万5,000円減って、900万ということなのですけれども、

図書館を利用する方はすごくハイレベルというか、何と言っていいかわから

ないのですけれども、結構頻繁に利用する方と、あと全然利用しない方のは

っきり二分されると思うのです。やっぱり利用する方にとっては、蔵書とい

うのはすごく魅力的なものがあって、図書館側からするとかなえてあげたい

というのはすごくあると思うのです。そういう中でちょっと１点お聞きした

いのが、多分やっていると思うのですけれども、他市との連携というか、お

互いに持っている蔵書のやりとり、そんな形のものは実施しているかどうか、

お伺いしたいのですけれども。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 相互貸借という制度がありまして、本館でない場合、県内の

市、町でどちらの館が保管していれば、そちらからの借りもできるという形

での対応はしているところでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇分科会外委員（土屋主久） その辺は、利用者の皆さんにＰＲというか、そ

ういうのは行き届いていますでしょうか。利用されない皆さんに対してもで

す。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時25分 休憩 

 

                       10時25分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 図書館のホームページのほうには、相互貸借制度のほうの掲

載はしております。あとは、窓口、図書館内でのそういうポスターですとか、

そういう形でのご案内のほうはしているということです。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 
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〇分科会外委員（土屋主久） 先ほど購入する本の決め方についてはよく理解

させていただきました。その上で、多分購入するものは大きく分けて本と音

楽のＣＤと、あと映像、ＤＶＤになるのかなと思うのですけれども、その辺

の利用者が減っているところ、増えているとかとか、その辺はわかりますで

しょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時26分 休憩 

 

                       10時27分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

〇分科会外委員（土屋主久） 今のは取り消します。次の質問をさせてくださ

い。 

  先ほど須山と富岡の貸し出し冊数と、あと利用者というのがあったのです

けれども、利用者の年代層はつかんでいないですね。例えば須山の場合、小

学生が利用しているのか、青年なのかとか、その辺をちょっとわかったら教

えてもらいたいのですけれども。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 各学校でお迎えなんかの待ち時間で利用するという部分で

は、お子さんが一番多いかなと。あとは、地区の高齢者の方なんかが借りら

れるというところですけれども、やはり子どもの割合が多いという形になり

ます。 

〇委員長（杉山茂規） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 済みません。さっき図書館の開館時間の話があ

りましたけれども、この時期中学生、高校生の利用は状況はどうなのでしょ

うか。勉強に来るとかいうのは。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時28分 休憩 

 

                       10時29分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 受験シーズンですから、ここ年が明けてからやっぱり利用率

はかなりあると。あとは、夏休みなんかの稼働率は本当に多いというところ

であります。 

〇委員長（杉山茂規） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） スペース的には需要を満たしているのですか。
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それとも、使えなくて困るような状況になっているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 学習閲覧室に加えて、あと一般の開架席とか、２階にもある

閲覧室等も使えるという形になっていますので、そちらのほうも使っていた

だきながら対応しているということで。 

〇委員長（杉山茂規） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 時間に関してもうちょっと開いてほしいみたい

な要求は出ていない、要請は出ていないですか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 現在も実施しているのですけれども、延長開館につきまして

は夜の７時まで、ただしその後も使いたいという学生に対しては、３階の公

民館の会議室のほうを開放いたしまして、夜８時半まで使っていただくとい

うことを実施しております。 

〇委員長（杉山茂規） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 利用状況はどうですか、それで。ちょっと面倒

くさいですね、学生にしてみれば。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時30分 休憩 

 

                       10時31分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 ７時以降、３階を使われる学生さんというのは、ニーズ的に

はそんなに多くはないということです。 

〇委員長（杉山茂規） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） そうすると、スペースを31年度に増やしていく

必要は今のところない、充足しているというふうに捉えているのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 鈴木図書館長。 

〇鈴木図書館長 今のところはそういうふうな形で考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 以上で分科会外委員の質疑を終わります。 

  以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 
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〇委員長（杉山茂規） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

  以上で鈴木図書館の質疑を終わります。 

休憩いたします。 

                       10時31分 休憩 

 

                       10時39分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 
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生涯学習課 

〇委員長（杉山茂規） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） ちょっと場所があれなのですけれども、キャンプ場が廃

止されるということで、建物の解体ということが今年度なされるということ

ですけれども、その後の土地に関してどうされるかということをちょっとお

聞きしたいのですけれども。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 土地に関しましては、須山振興会のほうとの契約が平成31年

度末で終了となります。土地につきましては、須山振興会のほうに返還とい

う形になります。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 市としてそれをまた有効活用していこうという考えはな

いでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 市としましてはございません。休憩よろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時01分 休憩 

 

                       11時02分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 文化センターのトイレ洋式化工事ということで行われる

のですけれども、その間の運用の影響等、その辺はどうでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 その間は休館という形になります。指定管理者のほうでもそ

こは調整しております。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 期間はいつからいつというのはもう決まっているでしょ

うか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 ちょっと休憩をお願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時03分 休憩 
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                       11時03分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 11月中旬から２月までを予定しております。 

  休憩でよろしいでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時03分 休憩 

 

                       11時04分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 訂正をさせていただいていいですか。先ほど、済みません、

全館休館と言いましたが、訂正させてください。大ホールと多目的ホール、

それぞれの工事期間で休館いたします。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） まず、キャンプ場の関係ですけれども、年度既に併用し

ているのですけれども、解体工事ですけれども、解体工事をして返却するに

は、どういう状態で土地を返すということなのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 契約上は、更地で返すことになっております。休憩を。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時05分 休憩 

 

                       11時06分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 面積も面積なものですから、単なる更地だけにした場合

に、あの地形的に傾斜地のところですから、今までキャンプ場等使っていな

い隣接の低いほうに土砂が流れる危険性もありますから、その辺は配慮して

工事をしてください。 

  174ページ、青少年教育事業ですけれども、この中に子ども会の補助金110

万円ありますけれども、対象は単位子ども会は何団体なのでしょうか。ある

いは、もしわかれば全体で子どもの数が何人かというようなこと。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 
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〇生涯学習課長 恐れ入ります。今数字は持ち合わせておりません。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時07分 休憩 

 

                       11時07分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 平成30年度の実績でいいますと、単位子ども会２件出してお

ります。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時07分 休憩 

 

                       11時10分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 数は私どものほうは控えております。ただ、今日は済みませ

ん。持ち合わせておりません。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 子ども会の組織化がだんだん今弱体化していて、会に入

っていない子どもも多くなっているということですけれども、状況はどんな

ように捉えていますか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 済みません。休憩でよろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時10分 休憩 

 

                       11時11分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 子ども会の組織率が低くなっているというところは、私ども

も承知しております。そこを今のところ我々が予算をつぎ込んでいる事業と

しましては、この補助金というところなのですけれども、ちょっと長くなっ

てしまいそうです。ちょっと１回休憩。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時12分 休憩 
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                       11時12分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 組織率は低くなっております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 同じところの非常勤職員の報酬、青少年教育問題協議会

の委員さんへの報酬ということですけれども、この協議会の中ではこの事業

の捉え方、要するにどういうような市は活動事業をしていくべきだというよ

うな、何かこう委員さんから出ていないのでしょうか。委員さんというか、

委員会から。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 こちら今年、平成30年度、１回今開き終わっているのですけ

れども、こちら裾野市に誇りを持てる子どもたちを育てていこうというふう

なテーマで話をしてもらっております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） この教育事業費という事業ですけれども、この予算の中

身を見ると、基本的に市が補助金出していることで、市そのものはどういう

ような事業を行って、どういう事業効果を得ようかというところがちょっと

不明に見えるのです。ですから、これはこの辺でいいのですけれども、もっ

と違う事業内容にしてほしいと思います。 

  次に行きます。175ページですけれども、婦人会の関係があります。ちょっ

と休憩。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時14分 休憩 

 

                       11時14分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 婦人会の補助金100万円ありますけれども、市の各種事業

にかなりの部分で参画、応援をされているのですけれども、今の婦人会の数

が少なくなっている、あるいは高齢化ということで、これから先のことが非

常に心配をされていますけれども、市そのものは今の状況をどういうふうに

お考えなのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 ちょっと休憩を。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 
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                       11時15分 休憩 

 

                       11時15分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 補助金以外にも私ども婦人会さんのほうと連携しまして、常

にサポートしながら事業を進めていっていただけるような形をとっていきた

いと思っています。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 177ページの文化財保護費の委託料で２万円、須山浅間神

社の境内管理清掃委託というのが２万円ありますけれども、これは委託は内

容として何回、あるいはどこに委託をするのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 休憩よろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時16分 休憩 

 

                       11時16分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 年間一括で委託しておりますので、回数までは恐れ入ります、

把握しておりません。委託先は浅間神社になります。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） その浅間神社なのですけれども、世界遺産の構成資産に

なることによって、非常に見えられる人が多くなって、トイレの使用で水道

料がすごくて、その水道料を何とか補助してくれないかということがあるの

ですけれども、いかがでしょうか。補助金を補助できないでしょうかという

だけですから、できないならできないで。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 こちらの委託料には、そこの部分は想定しておりません。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 委託内容や清掃のことはわかっていますから、水道の補

助金は予算に入っていないのはわかっていますから、その補助金が予算化で

きないのでしょうかということですから、できませんならできませんとはっ

きり言ってください。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 
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                       11時18分 休憩 

 

                       11時18分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 所管が産業振興課の部分になるかと思いますので、そちらの

ほうにも打診をさせていただければと思います。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） よろしくお願いします。183ページ、社会体育振興費の中

のちょっと簡単なところから確認させてください。 

  30年度県外、小さいお金ですけれども、3,000円という旅費を見積もってい

たと思うのですが、これが廃止になったというのは、何か出張的な内容が変

わったということでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時19分 休憩 

 

                       11時19分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 こちら東海４県のスポーツ推進研究大会、これが今年度は県

外で行われましたが、31年度につきましては県内で行われることによります。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） わかりました。 

  では、次のページで19節の負担金、補助金及び交付金のところで、昨年で

す。単年で割りますけれども、東日本の軟式野球大会の補助金があったと。

今年度はないということでしたけれども、それは昨年度だけの大会ですか、

これ。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 こちらは、今年度は静岡県でこちらの大会が開かれたことに

よりまして補助金のほうを支出しました。来年度は、こちらの大会が裾野市

内で開かれることがないものですから、予定していないというところでござ

います。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） これはどういう持ち回り。持ち回りの大会ですね。どう

いう。暫時休憩お願いします。 
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〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時20分 休憩 

 

                       11時21分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 持ち回りの大会ではございません。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 誘致という大会ということで、ほかいろんな大会がある

と思いますけれども、これから誘致するというような計画はございますか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 県の野球協会さんが誘致されてきたものでございますので、

市として誘致というところの考えは現在のところございません。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時22分 休憩 

 

                       11時22分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 市の協会と、恐らく県とあると思うのですけれども、そ

の連携というのは協力なりとりながらというので、計画というのは進める予

定ありますか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 市として今のところは想定しておりません。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） わかりました。 

  では、済みません。その次、185ページの体育施設管理費の中の13節委託料

でございます。スポーツ施設の指定管理委託でございますが、8,602万円と。

昨年と比べると上がっているかと思いますけれども、その理由は何でしょう

か。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 主に増税となった場合の消費税分を見込んでおります。 

            （「消費税」の声あり） 

〇生涯学習課長 消費税分の増税分が多いです。 
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〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） ここで聞けばいいのか、ちょっとわからないのですけれ

ども、陸上競技場とかの今３種を持っているという話の中で、恐らく２年先

ですか、更新時期というか、点検があるかと思うのです。その辺のところ、

そろそろ何か実施計画が、何か計画というものが必要になってくるかなと思

っているのですけれども、31年度の予算というのはこのところで組まれてい

るのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時24分 休憩 

 

                       11時24分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 その件につきましては、今現在内部で調整中でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 予算は組まれていない。この当初予算には組まれていな

いということですね。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 組まれておりません。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） もう一つ、微量ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬処理

委託というところは、これは新しく委託業務になっていますけれども、これ

どのような内容でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 こちらは、平成27年、28年の体育館リニューアルの際に出て

きたものでございます。休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時25分 休憩 

 

                       11時26分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 平成27年、28年の体育館リニューアル時に出てきたものを処

理するものでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） わかりました。 
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〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 184ページの19節負補交の中のスポーツ選手大会出場奨

励金のことなのですけれども、これ30年度当初予算と同じなのですが、31年

度、この額を増やすというようなご検討はされたでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 しておりません。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 30年度、大変中学生の方たちが全国大会に行かれてと

いうようなこともありましたので、お聞きしたのですけれども、そういった

対応は十分であるというお考えですか、この70万円の予算で。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 30年度につきましては、何とか予算内でおさまりそうだとい

うところでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） では、暫時休憩してください。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時28分 休憩 

 

                       11時28分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） この辺もやはり中学生の方たちが部活なり頑張ってい

るという状況を踏まえて、今後に検討をお願いしたいと思います。 

  173ページのほうでちょっと確認ですけれども、30年度当初予算に８節報償

費があったのですけれども、これたしか社会教育施設運営委員会委員の報償

費、こちらはどこに含まれたのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 社会教育施設運営委員につきましては、生涯学習センターが

指定管理に移管したことによりまして、社会教育施設運営委員会で担当して

いる施設というのが富士山資料館のみになりました。なので、ここの委員会

は廃止させていただいて、社会教育委員会でそこの部分も一緒にごらんいた

だく形になりました。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 今の件はわかりました。 

  その同じ173ページの12節の役務費の通信運搬費、これ30年度当初では通信
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運搬費は入っていなかったというふうに記憶しているのですけれども、31年

度はどういう内容ですか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 ちょっと休憩。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時30分 休憩 

 

                       11時31分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 こちら、同目で取りまとめさせていただいたことによって、

こちらに計上されております。昨年度につきましては、生涯学習センター費

のほうに含まれておりました電話料になります。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 今の件はわかりました。 

  174ページの14節賃借料のところで、吹奏楽フェスティバル用のバストラッ

ク借り上げということなのですけれども、31年度予定されている開催地はど

ちらになるのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 裾野市民文化センターを予定しております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） こちらも30年度当初予算になかったのですけれども、

吹奏楽フェスティバルは毎年行われているものではなかったでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 30年度は文化センター費のほうについておりました。こちら

は、青少年教育事業費のほうにつけかえたものでございます。 

  それから、毎年度行うかという部分につきましては、ライオンズさんから

30年度から引き継がせていただきまして、今年度から裾野市のほうの主催で。

ごめんなさい。ライオンズさんと共催で開催しているものでございます。 

            （「暫時休憩してください」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時32分 休憩 

 

                       11時32分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  三富委員。 
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〇委員（三富美代子） １点確認なのですけれども、次の175ページ、こちらの

委託料の中の幼児をもつ母親学級の託児委託、こちらの30年度は報償費で、

その前、29年度の当初はやはり同じ委託だったのですけれども、この年度ご

とに計上する節が違うということに対してはいかがなのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 毎年変更になっていて、大変申しわけございません。29年度

から30年度に報償金に移った経緯につきましては、ちょっと休憩させてくだ

さい。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時33分 休憩 

 

                       11時34分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 今回委託料のほうに持ってくるのは託児の部分のみでござい

ます。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） では、確認いたしますと、報償費の部分はこの上の174

ページの８節報償費の中のこの金額に含まれているということでよろしいで

すか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 おっしゃるとおりでございます。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） ８ページ、市民水泳振興事業負担金の12万円、これはチ

ケットの残りということなのですけれども、先ほどプールのほうが使用でき

ない状態ということで、このチケットを払い戻すような形で市民にアピール

するのか、その辺ちょっとお聞きしたいのですけれども。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 １回休憩していただけますか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時36分 休憩 

 

                       11時37分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  勝又委員。 
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〇委員（勝又 豊） 先ほどの質疑は取り消します。 

  175ページの婦人会活動運営事業補助金と、その上に婦人会補助金と２つあ

りますけれども、この辺の違いというか、これは婦人会には絡まない内容な

のでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 これ両方とも婦人会さんのほうに支出するものでございま

す。違いがわからないですね。だから、ちょっと休憩をよろしいでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時38分 休憩 

 

                       11時40分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 下段から参ります。婦人活動推進事業補助金につきましては、

婦人会さんの活動のうち奉仕活動、それから研修活動、地域活動のような地

域に資するような活動の部分を切り分けた部分でございます。それ以外の婦

人会さんの事業に対する部分が婦人会補助金100万円という形で切り分けで

ございます。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 174ページのわんぱく遊び塾補助金、これのちょっと説明

をお願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時41分 休憩 

 

                       11時42分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 わんぱく遊び塾につきましては、年間何度か子どもたちを集

めまして、キャンプや、それからハイキング等の事業を実施しているもので

ございます。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） これは、対象は１事業というようなことですか。幾つか

あるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 対象は１事業でございます。 
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〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） そこに参加する年齢というのはわかるでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 小学生を対象にしております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 184ページの社会体育関係ですけれども、一番下段に市町

対抗駅伝の交付金160万円ありますけれども、昨年は裾野市のチームは８位に

入って、市民の気持ちがかなり活躍に感激したというか、これは昨年と同様

の額ですか、交付金の額は。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 同額でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 増額しようという考え方はなかったですか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 ございません。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時43分 休憩 

 

                       11時44分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） オリンピックに対しては、産業部で市の中は、庁舎の中

でやっているのは、それは承知しているのですけれども、いわゆるスポーツ

の祭典というオリンピックは昭和39年以来ですか、来て、市内をサイクリン

グコースになる話で、裾野市としては体育関係を所管しているところとして

何かそういう機運の醸成を市民の機運醸成につながるような体育行事、ある

いは補助だとか、そういうものというのは今回の予算の中に入っているので

しょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 私どものこの予算の中では入っておりません。休憩してよろ

しいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時45分 休憩 

 

                       11時45分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 
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  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） それは冒頭言いましたように、産業部でやっているのは

承知しています。組織化もしているのですけれども、それで体育を所管して

いる部署としてそれでいいのですかと。この中に何かそういうものが入って

いないというのは、むしろオリンピックの自転車のレースとはまた別のもの

盛り上げるような、何か企画をすべきではないですかと、そういうことです。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 庁内全体として進めるべきと私どもは考えておりますので、

オリンピックに関しましてはオリンピックの部分の予算で持ったほうがわか

りやすいかなとは思っております。私どものほうで何もしないというわけで

はございません。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 185ページ、15です。工事請負費のところで各体育施

設維持補修工事というのがあるのですが、前年度は具体的な工事内容という

のがもう出ていたのですけれども、この560万円についてはどこをというのは

まだ全然ないということでよろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 昨年度につきましては、運動公園陸上競技場のトイレ改修と

いうふうな大きな項目がついておりました。平成31年度につきましては、こ

ちらがございませんので、全体として各体育施設の維持補修工事というふう

な形でとらせていただいております。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 175ページ、委託料のところで、婦人学級を開催して

いくというようなお話があったのですが、これ新規だと思うのですけれども、

内容についてちょっと聞かせてください。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 こちらは、女性の地位や知識の向上をテーマに、年間何回か

講演会を開きたいなというふうなものでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 対象についてはどのように考えていらっしゃいます

か。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 こちら広く市民の皆様に対して受講生を募りたいというふう

に考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 
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〇副委員長（岩井良枝） 地位向上とかいろいろおっしゃっていましたけれど

も、講演をやって、それを醸成させるという意図を持った講演会ということ

ですか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 おっしゃるとおりでございます。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） では、１点だけ。交代してもらっていいですか。 

〇副委員長（岩井良枝） 交代します。 

  杉山委員。 

〇委員長（杉山茂規） 家庭教育学級補助金、175ページ、負補交ですけれども、

こちらは次年度、本年度よりも減額ということであろうかと思います。市の

大きな流れの中で、生まれたときから結婚するときまでの一貫した子育て支

援ということで、幼児保育とか幼児期も含めてやっているのですが、今回こ

の次年度でその補助金が終わるというふうな話を伺っておりますが、母親の

ネットワークづくりというものを今後どのように考えているのかというとこ

ろをお聞かせください。 

〇副委員長（岩井良枝） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 こちらは、事業見直しのメニューに入っているものでござい

ます。 

  私どもとしましては、家庭教育学級をもうやめてくださいという話ではも

ちろんないです。もちろん続けてもらいたいです。ただ、補助金の支出とし

ましては、今年度見直しをかけさせていただくものでございます。それで、

私どものほうとしては、県費の補助が出ます家庭教育支援員という制度がご

ざいます。こちらをぜひ使っていただきたいなというふうに思っております。 

〇副委員長（岩井良枝） 杉山委員。 

〇委員長（杉山茂規） 家庭教育支援員ということで、その制度の普及という

か、ＰＲ的なところというのは、現行やっている家庭教育学級のところには

しっかりと届くような形で考えているのでしょうか。 

〇副委員長（岩井良枝） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 年度の終わりのときと、それから年度の初めのときに、現の

委員さんと、それから新の委員さんたちに対して毎年説明会を開催しており

ます。そこの席で家庭教育支援員の方に来ていただきまして、デモという形

で１回講演会をやってもらいます。こんな形でできますよというふうなもの

をやりまして、ぜひ使ってくださいというふうな活動はさせていただいてお

ります。 
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〇副委員長（岩井良枝） 杉山委員。 

〇委員長（杉山茂規） 県の制度メニューということで活用するということは

わかりました。市として、生涯学習課として、そういったものに対してアプ

ローチをしていくということのお考えはいかがでしょうか。 

〇副委員長（岩井良枝） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 家庭教育支援員さんにつきましては、県のほうの補助がつき

ますが、市のほうももちろん市の持ち出しももちろんございます。金額の面

だけではなくて、家庭教育支援員さんたちを使っていきたいというふうなと

ころは市のほうももちろんすごくたくさんよく思っているところでございま

す。ちょっとそういう答えではないですね、きっと。では、暫時休憩を。 

〇副委員長（岩井良枝） 暫時休憩で。 

                       11時51分 休憩 

 

                       11時54分 再開 

〇副委員長（岩井良枝） 再開します。 

〇生涯学習課長 母親の皆様の悩みの解消、あるいは子育てをどうしていこう

かというものを共有してほしい場をつくりたいというふうに考えておりま

す。 

〇副委員長（岩井良枝） 交代します。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 済みません。先ほどの婦人学級委託なのですが、こ

ちらはどこに委託をされますか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 委託先についてはこれからでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） どのような団体になるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 １つの団体として婦人団体さんを想定はしております。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 市内のということですか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 １つの団体としてはそうでございます。おっしゃるとおり、

市内の団体を想定しております。 

〇委員長（杉山茂規） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑をお受けいたします。 

  中村委員。 
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〇分科会外委員（中村純也） 行財政構造改革の中で、吹奏楽フェスティバル

が計画変更となっているのですが、先ほどこれからも継続していきますとい

うような発言もありましたけれども、何が変更になったのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時56分 休憩 

 

                       11時56分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 変更となりましたのは、予算の市のほうの持ち出しの部分が、

こちらご寄附いただいた部分を充当することになりましたので、そこの部分

が変更となっております。 

〇委員長（杉山茂規） 中村委員。 

〇分科会外委員（中村純也） 歳入が変更になったというだけの話ですか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 財源という意味で、おっしゃるとおりでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 中村委員。 

〇分科会外委員（中村純也） 了解しました。もう一点だけ。ごめんなさい。 

  決算のときに、婦人会さんの負担軽減の依頼があって調整をしている最中

ですというような発言があったのですけれども、各部署に対して依頼をした

結果、31年度はどういうふうになっているのでしょうか。負担軽減につなが

っていますか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 今現在婦人会さんがお受けになっていらっしゃる委員のうち

何件かは削減される予定でおります。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  小田委員。 

〇分科会外委員（小田圭介） 先ほどの杉山委員長の家庭教育学級の話とか、

冒頭の土屋秀明委員の子ども会の話とか通ずるのですけれども、裾野市の社

会教育行政をビジョンを持って主導していく担当部署はどこなのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 生涯学習課になります。 

〇委員長（杉山茂規） 小田委員。 

〇分科会外委員（小田圭介） その生涯学習課に社会教育法のもと、法定で置

かなければいけないとされている専門的教育職員、社会教育主事が置かれて

いると思いますけれども、間違いないですか。 
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〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 置いております。 

〇委員長（杉山茂規） 小田委員。 

〇分科会外委員（小田圭介） その社会教育主事の役割というのは何なのでし

ょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時58分 休憩 

 

                       12時00分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 日々の業務の中、社会教育主事でもって勉強してきた内容は

生かしてはおります。ただ、業務として社会教育主事はこれをやるというと

ころは定めておりません。 

〇委員長（杉山茂規） 小田委員。 

〇分科会外委員（小田圭介） それでは、社会教育委員の役割は何でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 ちょっと休憩をお願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       12時01分 休憩 

 

                       12時01分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 こちらは、裾野市社会教育委員条例において、社会教育法第

15条第１項の規定により置くことになっておりますので、そういった役割で

ございます。 

            （「今答えになっています」の声あり） 

〇生涯学習課長 社会教育法の中身につきましては、今現在持ち合わせており

ませんが、そこに社会教育委員の役割が記されております。 

〇委員長（杉山茂規） 小田委員。 

〇分科会外委員（小田圭介） 十分です。その社会教育委員会を組織されてい

て、当然ここも社会教育行政を指導していく立場にある。この組織から社会

教育主事、専門的教育職員との連携の必要性について意見が上がってきてい

ると思うのですが、これについて把握をされていますか。暫時休憩をお願い

します。 
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〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       12時02分 休憩 

 

                       12時03分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 詳細な報告は受けてはおりません。 

〇委員長（杉山茂規） 小田委員。 

〇分科会外委員（小田圭介） では、社会教育主事は社会教育委員会と連携が

とれていますか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 社会教育委員さんたちとの連携ということでございますね。

それにつきましては、課としての業務の中での連携はとっているつもりでご

ざいます。 

〇委員長（杉山茂規） 小田委員。 

〇分科会外委員（小田圭介） ようやく31年度の話なのですけれども、社会教

育委員会より社会教育主事さん、専門的教育職員さんに、要は社会教育委員

会の会議に事務的な立場ではなく、社会教育行政を指導していく立場として

参画をしてもらいたいという意見があるのですが、これについて31年度から

取り組んでいくお考えはありますか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 検討させてください。 

〇委員長（杉山茂規） 残り時間少ないもので、１人１個だけでお願いします。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 184ページの社会体育振興費に係るかと思うので

すが、子どもたちがいろんなスポーツをやっている。学校の部活とは別にク

ラブチームがありますね。そういうところには市としての支援はここから出

ているのですか。どういうふうになっているのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 スポーツ協会の補助金が中段に403万円というところがござ

います。スポーツ協会加盟の少年団体につきましては、ここからお金が流れ

ております。 

〇委員長（杉山茂規） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 例えば中学生なんか、この競技をやりたいけれ

ども、自分の区の中学校にはないようなことがありますね。そういうときに

クラブチームというのは力を発揮するのだけれども、そういうものは教育委
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員会だと社会教育課、そういうものに対する支援をしていこうと思ったら、

誰が考える。さっきの話みたいになるけれども。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 スポーツ協会さんのほうに加盟しているそれぞれの団体さん

のほうでそこの面倒を見てくださっている部分はあるかと思うのですけれど

も、そういったところでスポーツ協会さんを通じて私どものほう、支援させ

ていただいているつもりでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） その意識が、生涯学習課が強く持っていてくれ

ているのでしょうね。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 持っております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかの方。 

  岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） 生涯学習センターの委託費が出ていますけれど

も、31年度に向かっての予算編成の運営で、社会教育の充実という部分で指

定管理者とのハードとかソフトの面においての課題みたいなものというのは

あったのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 ちょっと休憩よろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       12時07分 休憩 

 

                       12時07分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 特別新たな課題が出てきているというところはございませ

ん。協議はしております。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） 生涯学習課と指定管理者との協議というのは、

どのような形で行われるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 システムといたしましては、月例報告、それから四半期報告、

年次報告とございます。あとは、同じ建物の中にあるものですから、何かあ

るごとに常に連携はとっております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかは。 
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  内藤委員。 

〇分科会外委員（内藤法子） お願いします。先ほど市民文化センターの洋式

化の工事が１月にかかるとかいう説明があったのですけれども、１月は成人

式とか大きな行事がありますけれども、その行事とのかかわりはどのように

考えていらっしゃるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       12時08分 休憩 

 

                       12時08分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  生涯学習課係長。 

〇生涯学習課係長 原則ホールの利用は貸し出ししないことになっています

が、利用の内容によってトイレの利用を伴わないようなことであれば、セン

ター管理者と協議の上、貸し出しすることは可能です。１つ、成人式につき

ましては、どうしても大ホールでの開催になりますが、多目的ホールのトイ

レを案内するようなことで考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 内藤委員。 

〇分科会外委員（内藤法子） では、成人式のときの多目的ホールは、もう洋

式化も終わっているということですか。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課係長。 

〇生涯学習課係長 多目的ホールは、先ほど申しましたように、２月からトイ

レ工事に入りますので、まだ工事は完成していません。 

〇委員長（杉山茂規） 内藤委員。 

〇分科会外委員（内藤法子） 成人式は振り袖を着るので、本当は早くしてほ

しかったのですけれども、これで終わります。 

  １つだけちょっと確認したいのですけれども…… 

〇委員長（杉山茂規） １人１個ということでお願いしておりますので。 

〇分科会外委員（内藤法子） 予算書のちょっと確認だけいいですか。暫時休

憩…… 

〇委員長（杉山茂規） 個別に聞くのはまずいですか。 

〇分科会外委員（内藤法子） 184ページに市民水泳振興事業負担金というのが

同じ項目が２つあるのです。これ表記間違っていないかだけちょっと。184ペ

ージ。 

〇委員長（杉山茂規） 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 債務負担行為のところで申し上げた12万円の部分を切り分け

てございます。 
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〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の質疑を終わります。 

  以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見伺います。賛否に関す

る意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

  以上で生涯学習課の質疑を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

                       12時10分 休憩 

 

                       13時15分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 
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教育総務課 

〇委員長（杉山茂規） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） よろしくお願いします。歳出から行きます。152ページで、

30年度当初予算と違うところから確認させてください。 

  152ページの２目の９節旅費です。普通旅費、県外の旅費というのが見直し

て、ほとんどの課が下がっているのですけれども、前年度当初予算から比べ

ると上がっているのが確認できたのですが、何か理由はございますか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       13時32分 休憩 

 

                       13時32分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 関東甲信越静の教育委員の大会が平成30年度は静岡県内で行

われました。来年度は県外で行われるため、県外旅費が増えております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 次、153ページの12節の役務費の手数料が新たに発生して

いるかと思うのですけれども、何の手数料でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       13時33分 休憩 

 

                       13時34分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 公用車の車検代になります。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 公用車の車検代ですか。27節の自動車重量税というのも

新たに、これも車検ではないですか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 こちら２年に１回の車検時に払う重量税でございます。車検

も２年に１度になりますので、平成30年度には予算は計上しておりません。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 154ページの13節委託料でございます。小中学校の教職員

の専任アドバイザー委託…… 
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〇教育総務課長 済みません。こちら教育総務課の所管ではございません。学

校教育課の予算のほうになります。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 済みません。パソコンのリースというので今回予算をと

っているかと思うのですけれども、29年度の実績といいますか、会計の中で、

今年度リースが終わっているというのがセンターサーバーであるとか、学校

間のネットワークの管理用の機器で、センターサーバーと、あと今おっしゃ

られた教職員のパソコン、あと図書館のシステム関係、あと向田小のパソコ

ン室等のリースの完了時期が31年度に終わるという状況なのですけれども、

その辺の予算というのは、先ほど言われた中に入っているのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 この予算の中に含まれております。基本的に長期継続契約に

なっておりますので、一つ一つの契約についてはちょっとここには載ってき

ませんが。 

            （「ばらばらという……」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 挙手の上、お願いします。 

            （「暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       13時37分 休憩 

 

                       13時39分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 賃借料でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 済みません。ちょっとページを戻って、157ページの13節

委託料で、31年度の予算の中で校舎ガラスと便器清掃委託があったのが、31

年度は入っていないのですけれども、これはなくなった理由といいますか、

変わる、事業として、どういうふうに変えたのか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 小学校の校舎…… 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       13時40分 休憩 

 

                       13時40分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 
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  教育総務課長。 

〇教育総務課長 校舎の屋上の清掃、ガラスの清掃、そしてトイレの清掃を隔

年で平成30年度より実施を始めましたので、今年度トイレの清掃を実施いた

しますので、平成31年度は…… 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       13時40分 休憩 

 

                       13時41分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 校舎のガラス、便器の清掃と屋上の清掃業務、これらにつき

ましては隔年で実施をまいりますので、平成31年度は屋上の清掃ということ

になってございます。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） ガラス清掃で隔年で、どういう規模の清掃だったのです

か。 

  委員長、暫時休憩でお願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       13時41分 休憩 

 

                       13時42分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 清掃の委託の規模というのが隔年に変わったというとこ

ろが、どういう理由で隔年にしたのか、毎年から隔年にしたのかというのを

教えてください。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       13時42分 休憩 

 

                       13時42分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 事業の見直しにより、この業務を隔年で実施することとなり

ました。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 業務の見直しでというお話なのですけれども、現状維持
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できれいに、いわゆる清潔的なこと、維持ができるという判断なのでしょう

か。 

            （「暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       13時43分 休憩 

 

                       13時45分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 日常の子どもたちの清掃である程度の衛生は保てていると考

えております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） この件で、恐らく先生方とか、やっぱりそういう子ども

らが清掃するに当たっての管理というか、確認等であったのですけれども、

先生方も承認といいますか、了解されていることでなくしてあるのでしょう

か。承認をしていただいているかどうかでいいです。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 各学校には事前にお話をしてあります。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 165ページですけれども、昨年のには特殊建築法検査170

万というのがあったのですが、ことしなくなっているのですけれども、これ

は。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 ２年に１度の実施が求められている事業でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 校舎等維持補修工事設計監理委託が昨年はあったのです

けれども、それがなくなっているのは。どんな事業ですか。 

〇委員長（杉山茂規） 去年の話。 

  暫時休憩いたします。 

                       13時47分 休憩 

 

                       13時48分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 先ほどの質疑は取り消します。 
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  170ページ、聞き漏らしていたら済みません。教育振興費の20節の扶助費で

す。就学援助費と就学奨励費、２つ分かれているのですけれども、その辺の

違いを。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 就学援助費というのは、準要保護の家庭の児童に対する助成

になります。就学奨励費、こちらは特別支援学級へ通級している児童への助

成、扶助費でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       13時49分 休憩 

 

                       13時49分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  ほかはいかがでしょうか。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 耐震補強の関係でお伺いをしますけれども、まず８ペー

ジに債務負担行為で深良と富岡第一の各小学校の耐震補強大規模改造の32年

度の限度額が載っていますけれども、この内容を深良、富岡それぞれに中が

工事費が幾らなのか、あるいは設計監理が幾らなのかという、中身をちょっ

と教えてください。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       13時50分 休憩 

 

                       13時52分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 工事管理委託料及び工事費を見込んだ額でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 休憩で結構ですから、各小学校の31年度の予算の同様の

区分けの数字を教えてください。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       13時53分 休憩 

 

                       13時54分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 明細につきましては回答を控えたいと思います。よろしくお



47 

 

願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 158ページにパソコンをタブレットで使用できるものに変

えるというリース料が入っていますけれども、台数は何台になるのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 各学校35台、計70台を予定しております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 同じページに汚水処理施設の負担金、千福が丘小学校が

ありますけれども、千福が丘小学校だけの負担金というのはどういう理由で

したか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       13時55分 休憩 

 

                       13時55分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 千福が丘区の管理組合で集中浄化槽の使用についての負担金

になっております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 165ページです。中学校の学校管理費の委託料の一番最後

に校舎と体育館の屋上清掃委託はありますけれども、これは具体的にどうい

うことなのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       13時56分 休憩 

 

                       13時57分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 平成31年度は校舎と体育館の屋上の清掃を実施する予定でご

ざいます。 

  暫時休憩願います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       13時57分 休憩 

 

                       13時57分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 
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  教育総務課長。 

〇教育総務課長 校舎や体育館の屋上の清掃でございまして、雨どい等の清掃、

それにたまった集積物等を回収していただく作業でございます。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 事業の見直しで廃止ということで載っている、教育総

務課では西中学校普通教室不足解消事業というのが載っております。30年度、

これに向けての調査委託費がありまして、調査はされたというふうに認識し

ておりますけれども、これはそのまま廃止になってしまうのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       13時58分 休憩 

 

                       13時59分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 事業自体を中止したものではございません。今後の児童生徒

数の推移を見きわめて対応してまいりたいと考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 今の件ですけれども、そもそも33年度には不足をする

ということが予想されての調査だったと思うのですけれども、それを見きわ

める期間をとって、実際に33年度、不足が起きたときに間に合うのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 間に合うように対応はしたいと考えております。 

  暫時休憩願います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時00分 休憩 

 

                       14時03分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 86ページの放課後児童室の対策事業費の関係です。 

  31年度から子育て支援課から事務移管されるのですけれども、事務量が増

えるということで、職員の対応は大丈夫なのですか。事務量はどのくらい増

えるというふうに。今の人数で事務量の対応はできるかどうかということで。 
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〇委員長（杉山茂規） 教育部長。 

〇教育部長 新年度から放課後児童室の事務がこちらに来ますので、相当量の

事務量があるという形で認識しておりまして、その辺につきましては人事ヒ

アリングの際に要望のほうはしております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 今の件はわかりました。 

  あと、別です。昨年もそうでしたけれども、台風の被害、また落雷の被害

等で施設が修繕が必要になるということが発生しておりますけれども、この

平成31年度の予算の中でそういった自然災害に対しての修繕を行う費用はど

ちらのほうに計上されておりますでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 基本的には、11節の修繕料、15節の工事請負費の中で対応し

ていきたいと考えています。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 修繕費のこの中は、通常の予定されているものがある

ということで計上されているのではないですか。 

            （「暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時05分 休憩 

 

                       14時06分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 基本的には、当初予算の修繕費、工事請負費の中で対応して

まいりたいと考えております。それでも不足の場合は、財政課と協議して予

備費等の充当を考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 先ほどの小学校のほうでも出たのですけれども、中学

校費の中でパソコンのリース代の関係ですけれども、タブレット型にかえて

いくという話で、これはどこの中学校をまずこの平成31年度、かえられる予

定ですか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 西中学校と富岡中学校を予定しております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 台数はどのくらいお考えですか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 
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                       14時07分 休憩 

 

                       14時07分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 約70台を予定しております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 済みません。87ページの放課後児童対策事業費の15節の

工事請負費で児童室のエアコン設置等の工事とあるのですけれども、これエ

アコンというのは何台分を工事やる予定でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 今予定しているのは３つの教室でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 場所というのは、どの場所になる、対象になるのでしょ

うか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 学校は、東小、南小、富岡第一小学校を予定しております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 富岡第二小学校の体育館新築工事をここで聞いてもよろ

しいでしょうか。今回富岡第二小学校体育館を新築するということで、新た

に土地を取得して、そこに建てるということで、今扱っている体育館は取り

壊すと聞いているのですけれども、その取り壊した跡地、利用というのはこ

れから考えていくかと思うのですけれども、何か構想とかありますでしょう

か。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 既存の体育館を取り壊した後は、駐車場として整備をして、

学校の教員、そして幼稚園の先生方に利用を考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 今の放課後児童室の関係ですけれども、新年度から教育

部局にということで、その際に幼稚園も含めて、教育部局にというような、

そんな検討はされなかったのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育部長。 

〇教育部長 そういう検討はなかったです。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 
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〇委員（土屋秀明） 小学校、中学の一貫教育の中で、小学校へ入る前の幼稚

園から含めて一貫教育というのが全国で結構行われているところがあるので

すけれども、そういうようなことも含めて検討もされなかったということで

よろしいでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育部長。 

〇教育部長 はい。まず、今回は放課後児童室、高学年を対象にやる関係があ

ったものですから、そちらの場所の確保ということで、それを優先にやって

いきたいということで、そういう趣旨のもとに教育総務課のほうに事務が移

管されてくるという話を聞いております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 放課後児童室のことで伺います。 

  小学校６年生までの受け入れをということでお話はされましたけれども、

全ての放課後児童室で６年生までの受け入れが可能な準備ができたというこ

とでよろしいのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 そのとおりでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 済みません。教育振興費のところで、就学援助費の

時期、支払いの時期のところで、毎年これ出てきていると思うのですが、検

討をされていると思うのですけれども、31年のところでは特に変更するとい

うことはなしで来ているということでよろしいでしょうか。支払時期ですね、

事前にという。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時12分 休憩 

 

                       14時12分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 中学校の新入学学用品費につきましては、平成30年度に前倒

しで支給を実施しました。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 小学校のほうの検討というのは難しそうなお話をし

ていたのですけれども、その辺についてはどうなのでしょう。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 小学校への新入学学用品費の前倒しにつきまして、平成31年
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度に実施ができるように今検討をしております。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時13分 休憩 

 

                       14時13分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 次年度に実施に向けて検討してまいります。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑をお受けいたします。 

  勝又利裕委員。 

〇分科会外委員（勝又利裕） １点お願いします。 

  富岡第一小学校と深良小学校の耐震工事に入るのですけれども、それぞれ

仮設の教室を必要とするところは富岡第一小学校だけでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 深良小学校についても仮設の教室を計画しております。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇分科会外委員（勝又利裕） この仮設の教室、今の段階の予定でいいのです

けれども、設置完了予定はいつごろを予定していますでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時14分 休憩 

 

                       14時14分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 富岡第一小学校につきましては、秋のころというところで予

定をしております。深良小学校につきましては夏過ぎということで計画をし

ております。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇分科会外委員（勝又利裕） その仮設の教室を建築する場所ですけれども、

グラウンド、今現在使っているグラウンド内になるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時15分 休憩 
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                       14時15分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 富岡第一小学校につきましては、グラウンドに設置を予定し

ております。深良小学校につきましては、駐車場部分に建設を予定しており

ます。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇分科会外委員（勝又利裕） 富小のグラウンドなんか、結構行事で使うこと

があるのですけれども、その辺の周知は関係者にはされているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 これから実施をしてまいります。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇分科会外委員（勝又利裕） よろしくお願いします。 

〇委員長（杉山茂規） ほかは。 

  内藤委員。 

〇分科会外委員（内藤法子） お願いします。157ページの委託料の害虫駆除委

託なのですが、これは小学校９校全部で10万円ということですね。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時16分 休憩 

 

                       14時16分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 これは、害虫が発生した場合に対応する委託費でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 内藤委員。 

〇分科会外委員（内藤法子） そうすると、小学校で害虫が発生したら使うと

いうことで、９校を対象にしているということですね。どのような害虫駆除

の費目になっているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 シロアリ等の駆除を予定しております。 

〇委員長（杉山茂規） 内藤議員。 

〇分科会外委員（内藤法子） 例えば西小学校でシロアリは２回発生している

のですけれども、この10万円で足りる、できるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時17分 休憩 
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                       14時17分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 この予算の範囲内で専門業者等に対応をお願いするわけです

けれども、不足の場合等、職員が直接駆除をする場合もございます。 

〇委員長（杉山茂規） 内藤委員。 

〇分科会外委員（内藤法子） それは、例えば給食棟も含む校舎というふうに

理解していいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 実際には、給食棟も校舎の一部でございますので、その辺は

給食のほうの予算と照らし合わせた中で対応は考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 内藤委員。 

〇分科会外委員（内藤法子） この害虫駆除委託が小学校が９校で、165ページ、

中学校が５校で同じ10万円なのです。なので、もう少しあらかじめ校舎の数

も考えて、余分にとっておかなければならないというお考えはなかったでし

ょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 その辺ちょっと検討しておりません。来年度に向けてまた検

討してまいりたいと思います。 

〇委員長（杉山茂規） 内藤委員。 

〇委員外議員（内藤法子） ぜひ老朽化して、いろんな害虫が出ると思うので、

検討してください。 

  それでは、もう一点だけ。159ページで、学校の修繕費の件でお伺いします。

先ほど修繕費に関しては要望を配分して決めるということをおっしゃってい

ました。これは、要望というのがどんな形で出るのでしょうか。例えば駆除

要望みたいに１年に１回とか、どんな形で出ているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 予算要求の際に、各学校より修繕要望、工事要望、そして備

品や消耗品の要望等、書類で提出をいただいております。それに伴って予算

は計上してございます。 

〇委員長（杉山茂規） 内藤委員。 

〇分科会外委員（内藤法子） 配分して決めるということでしたけれども、例

えば駆除要望みたいにＡ、Ｂ、Ｃとか、要望はあったけれども、これはしな

いとかいう回答とかいうのはやっているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 年度当初に予定としまして各学校ごとに通知を出しておりま
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す。 

〇委員長（杉山茂規） 内藤委員。 

〇分科会外委員（内藤法子） そうすると、全部の数からやれないというか、

採用できないもの。では、一問一答。要望は何件ぐらい上がってきているの

でしょうか、全部で。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 学校によりますので、各学校が幾つということではございま

せん。 

〇委員長（杉山茂規） 内藤委員。 

〇分科会外委員（内藤法子） おおむねその中の何割ぐらいが対応ができてい

るのでしょうか、この予算で。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 その修繕やその内容によって金額も変わってまいりますの

で、一概に何件ということは答えられません。 

〇委員長（杉山茂規） 内藤委員。 

〇分科会外委員（内藤法子） 先ほど要望で工事ができないのは回答している

ということでしたが、どのような回答の仕方ですか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 回答はしているのは、あくまでも小学校管理費として教育総

務課が予算を執行する部分の項目になります。各学校で規模、生徒数、クラ

ス数も違ってまいりますので、その辺を踏まえた上でバランスよく、なるべ

く公平に予算の執行ができるように考えております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかいかがでしょうか。 

  二ノ宮委員。 

〇分科会外委員（二ノ宮善明） お願いします。先ほど土屋委員のほうからも

出ました千福が丘小の汚水処理のところでございます。 

  コミプラに接続をしておりまして、国からの10年概成が出て、裾野市とし

ては千福が丘のコミプラに対する補助とか、そういうものはしないような方

針なのですが、壊れた場合、千福が丘小の汚水処理はどのようにするかとい

うのは考えておりますか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時22分 休憩 

 

                       14時22分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 
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〇教育総務課長 考えておりません。 

〇委員長（杉山茂規） 二ノ宮委員。 

〇分科会外委員（二ノ宮善明） 築40年ぐらいたつのかな。考えておかないと

大変なことになるかと思いますので、お願いいたします。 

  もう一点。済みません。教職員の多忙化の軽減というようなのは、これど

こか載っていましたでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時23分 休憩 

 

                       14時23分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 学校共同事務の事業に対して、消耗品費を計上しております。 

  以上です。暫時休憩願います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時24分 休憩 

 

                       14時24分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  二ノ宮委員。 

〇分科会外委員（二ノ宮善明） そうすると、部活の外部人材の活用とかとい

うのはここではなかった。 

            （「学校教育課に」の声あり） 

〇委員外議員（二ノ宮善明） では、そちらでします。 

〇委員長（杉山茂規） 中村委員。 

〇分科会外委員（中村純也） 12月議会で補正がありましたエアコン設置、普

通教室へのエアコン設置の計画というのは、何か詳細出ますでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時25分 休憩 

 

                       14時27分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

〇分科会外委員（中村純也） 先ほどの質疑は取り消します。 

  １点別で、学校規模適正化については、31年度何か動くことがありますか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 ２月に行われました総合教育会議の中で、今後専門機関を設



57 

 

置して検討していくこととなっております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかは。 

  岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） 教育振興費の中の就学援助費についてお尋ねし

ます。 

  31年度で補助対象になったり、増額になったものとか、そういう内容の変

化というのは31年度の部分ではありますか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時28分 休憩 

 

                       14時28分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 変化はないというふうに考えております。変化はないと承知

しております。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） 国の制度のほうで、要保護に対して卒業アルバ

ム代とか補助対象になるとか、あと修学旅行費の増額とか、そういうのがあ

るのではないかと思うのですけれども、そのようなことに対する対応みたい

な、検討みたいな部分はされているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時29分 休憩 

 

                       14時30分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育部長。 

〇教育部長 情報ありがとうございます。ちょっとうちのほうで今岡本議員の

ほうからご指摘いただいた情報をまだしっかり把握しておりませんので、そ

の辺もちょっとあわせて確認をしてみます。必要とあらば、対応策のほうを

考えていきます。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） お願いします。 

  もう一点、それぞれ小学校、中学校に管理費が毎年予算立てされますけれ

ども、それが毎年減額の状態が、ほぼ減額の状態が続いているのですけれど

も、これも市長の言うところの歳出削減の対象にしているという結果なので

しょうか。 
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〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 そういうことになります。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） 86ページなのですけれども、放課後児童運営委

託の件ですが、暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時31分 休憩 

 

                       14時31分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

〇分科会外委員（井出 悟） 31年度から事業者の提案に従って、新たに取り

組むこととか、改善されることとかにはどのようなことがありますか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時31分 休憩 

 

                       14時32分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 取り組む何かイベント的なことで変わるということは特に

ないというふうに考えております。ただ、職員の危機管理マニュアルですと

か衛生管理、それから職員研修なんかについては、今年よりも整った形で運

営ができるというふうに考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） イベントということではなくて、運営の内容だ

とか、そういう部分での事業者提案を反映した取り組みというのはあるので

すか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 休憩をお願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時33分 休憩 

 

                       14時33分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 
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  子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 基本的には、その運営の方法について今年度と来年度と大

きく変えるということはないと思います。ただ、30年度につきましては、あ

くまでも切りかえで引き継ぎとかで混乱があるような場合もあるので、そこ

はいきなりころっということではなくて、指導員の研修なんかも兼ねて、少

しずつ改善していこうという、そういうことだったというふうに承知してお

ります。 

〇委員長（杉山茂規） 井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） ということですので、事業者への公募期間は３

年間だったので、２年目の年に事業者からの積極的な提案をどんどん生かし

ていくべきだと思うのですけれども、そのような部分の議論はされていない

ということでよろしかったですか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 議論というか、業者のほうの担当者とは常に連絡を取り合

いながら、課題等があればその都度指示とか、相談を受けながらという形で

進めております。ここの２月に利用者に対するアンケートをとっております。

これをもとにまた来年度改善できるところがあれば、そういった形の取り組

みもしていきたいというふうには考えていたところでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 以上で分科会外委員の質疑を終わります。 

  以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見伺います。賛否に関す

る意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

  以上で教育総務課の質疑を終わります。 

  休憩いたします。 

                       14時35分 休憩 

 

                       14時43分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 
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学校給食センター 

〇委員長（杉山茂規） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） きょう配付を受けましたもの、給食員の欠員の状況につ

いて、これについて説明を願います。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 きょう皆様に配付しました給食員の欠員の状況ということで

説明をさせていただきます。 

  まず、給食員の定数でございますが、学校給食センターで19名、30年度は

正規職員を１名含んでおります。自校式の７つの小学校で教職委員が26名と

いうことになっております。各学校の定数につきましては、記載のとおりで

ございます。本日３月８日現在の欠員の状況は、センターの給食員が５名欠、

千福が丘小学校の給食員が１名欠員、計６名となっております。現在派遣職

員３名を配置して、対応しておるところです。今後平成30年度末の退職者が

正規職員が１名、センターの臨時職員が２名予定しておりますので、計３名

が欠員が増えてしまうということで、給食員の欠員は合計９名ということに

なります。 

  そして、現在の対応状況ですけれども、新規の給食員の申し込みが今５名

おります。２名は面接済みでございます。３名は今後面接をする予定でござ

います。なお、まだ不足している部分につきましては、派遣職員の配置、そ

して午前中のみの勤務ということで、パート職員の募集についても今後検討

をしていくこととしております。 

  以上でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 今度は予算のほうに入りまして、今の欠員状況の中で、

この予算に計上されているのはどこまでのものが計上されているのでしょう

か。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 教育総務課のこの予算上にのっているのは、あくまでも臨時

職員の賃金でございまして、派遣職員につきましては人事課のほうで今検討

していただいているところでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） そうすると、年度当初からの給食事業に支障はないとい

うふうに考えられるのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 
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〇教育総務課長 全くないというふうには考えておりません。 

  暫時休憩願います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時50分 休憩 

 

                       14時51分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 中身はいろんな複雑なことも大変なこともあるのでしょ

うけれども、基本的には当初予算のこの計上額で４月から給食業務というの

はセンターも自校式のところも通常どおりに行えるという、そういう考え方

でよろしいのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 この予算の中でやってまいります。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 給食に関して、食材とかそういったものは、こういった

予算には入らないということで。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時51分 休憩 

 

                       14時51分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 11節需用費の中に賄い材料費というものがございます。こち

らが給食の材料費でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 食べ残しをなくしていこうというような、そういうよう

な取り組みとか、そういうところはしていますでしょうか。 

            （「暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時52分 休憩 

 

                       14時52分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  学校給食センター課長代理。 
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〇学校給食センター課長代理 学校で児童生徒の委員会活動の中で残食を減ら

す取り組みを行っております。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 献立、メニューとかは専門の人がするかと思うのですけ

れども、例えばご当地メニューとか、いろんな広島だとか、いろんなところ

のメニューを出すとか、そういうふうな趣向を変えるような、そんな働き方

とか、生徒が楽しんで食べられるような、そんな取り組みなんかはどうでし

ょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校給食センター課長代理。 

〇学校給食センター課長代理 給食の中でふるさと給食週間とか、ふるさと給

食の日というのを毎月設けておりまして、地元の食材を使ったり、地域性の

ある献立を提供したりしています。また、学校給食週間で各地の給食なども

取り入れております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 済みません。先ほどの土屋委員に関連するところですけ

れども、給食員の定数というところ、給食センターの賃金、附属説明資料の

56ページのところで、給食費の運営費の賃金の臨時職員は30名なのです。そ

の右斜め下というところの賃金の臨時職員で19名と、給食センター側です。

19名というのと、きょう配られました給食員の定数、職員１人という、その

数字的のものがどうもちょっと一致しないというような気がするけれども、

その辺ご説明いただけますか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時55分 休憩 

 

                       15時01分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 31年度予算のベースでいくと、今の欠員よりさらに人を

増やすことが可能かと思いますが、いかがでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 あくまでも予算上の人数でありまして、採用できるかどうか

は人事課と協議が必要と考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） そうすると、31年度の予算の人数、今９人で３人ほど予

算的にはとれるので、その方向でとっていくという認識でよろしいですか。
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採用していくのですか、考えとして。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 不足分については採用していきたいと考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 非常に困っている状況で、予算的に人事がオーケーとい

う状況なものですから、できるだけ人を、当然相手のいる話なので、難しい

場面もあるかもしれませんけれども、増やしていただければなと思います。 

  あと、30年度末の退職、正職員の方が１名退職されるというお話で、先日

の総合計画でしたか、の中で１名職員でいなくなると、この方が栄養士です。 

            （「給食員です」の声あり） 

〇委員（浅田基行） ただの給食員ですか。となると、またこれが５名が４名

になっているという意味合いでよろしいでしょうか、31年度は。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時03分 休憩 

 

                       15時03分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 正規職員分としては、課長代理を含む栄養士４人分でござい

ます。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 総合計画の中で職員が減ると非常に困るというようなお

話を聞いたような気がするのですけれども、その辺の対応といいますか、と

いう部分ではいかがなものでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時04分 休憩 

 

                       15時05分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 給食センターの調理業務にはかなり影響が出ております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） その対策、対応というのはどのようにお考えでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 今年度につきましては、年度途中から派遣職員を配置してお

ります。 



64 

 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 人材派遣ですね。 

            （「人材派遣です。済みません」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） では、答弁の訂正をお願いします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 人材派遣会社からの派遣をお願いしております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） わかりました。 

  では、済みません。最初に歳入のところで37ページ、雑入で給食費……ち

ょっと待ってください。済みません。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時06分 休憩 

 

                       15時07分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 雑入で１億1,340万7,000円という雑入、これ納付金とい

う形だと思うのですけれども、29年度の雑入を確認いたしますと、１億1,310

万7,000、約30万円ほど増えている。増えた理由というのは、要は人数の差な

のか、滞納が減って改善されたというところ、増えた理由というのがわかれ

ば教えてください。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 29年度までは、各学校ごと、各学年の生徒数、児童数に1.01

を掛けて、対象の生徒数児童数を算出しておりました。30年度からは、各学

校の全体の児童生徒数に1.01を掛けてこの喫食数を出しておりますので、そ

ういったところで人数を減らしているという状況がございます。ですから、

29年度までは少し多目に喫食数を見込んだような計算式で算出をされたとい

うことでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時08分 休憩 

 

                       15時10分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 取り消します。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 
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  岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 163ページ、機械器具費のところで伺います。 

  昨年のときに伺ったときに、もう大型のもの、冷蔵庫とか保冷庫とか、そ

れが使えなくなってしまって、そして購入をしますというお話で、昨年３つ

の学校が対象になったのですけれども、来年以降も機械を入れかえていくと

いうお話でしたが、具体的に来年度の予算のところでどことどこを買いかえ

るのかとかというのは決まっていますでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 決まっております。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） お伺いしていいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 平成31年度に更新をする機器につきまして、東小学校の消毒

保管庫、西小学校の牛乳保冷庫、深良小学校、冷蔵庫、富岡第一小学校、冷

蔵庫、向田小学校、牛乳保冷庫、そのほかに配膳台、これらを更新する予定

でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 予算のほうが、今年度というか、来年度減っている

のですけれども、今のものでこの予算で購入ができるということでよろしい

のですか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 そのとおりでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 今牛乳保管庫とかというお話も出てきました。そう

しますと、同じぐらいの時期に買っているのではないかと思うのですが、そ

の次の年とか、来年度中とか、壊れたらまた購入しなければいけないという

状況はかなり切迫しているというものというのはあるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時12分 休憩 

 

                       15時12分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 壊れているものは今ございません。あくまでも古いものから
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順に更新をしていくということでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 163ページの15節工事請負費、これ維持補修工事は何カ

所になりますか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 大きい工事といいますか、100万円を超える工事を１カ所予定

しております。そのほか残った部分につきましては、臨時的に故障が発生し

た場合の対応として計上しております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 今の件はわかりました。全体的なことになるのですけ

れども、裾野市として今後の給食のあり方、特に給食センターの今後につい

て協議を持っていくような、そういうための予算というのはこの31年度は入

っているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 そういった予算は含まれておりません。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 経費としてその予算立てはないということですが、今

後そういった市として給食センターの今後の方向性を考える必要性はどのよ

うにお考えでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 総合教育会議、２月に開催された会議の中でも、給食業務に

ついて今後の計画ということで、それにつきまして新たな組織、別の機関を

つくって、その中で検討していくということと、あとは給食について民間委

託の方向でも検討意向ということで、市長を初め教育委員、情報の共有をし

たということでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 大事な課題であると思いますので、今後しっかりとし

た協議、検討をよろしくお願いいたします。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑をお受けいたします。 

  岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） 栄養士さんの配置の状況を給食センター、各校

ごと、正規、臨時別に教えていただけますか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 
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〇教育総務課長 各学校に配置している３名の栄養士は臨時職員でございま

す。現在給食センターにいる栄養士は正規の職員でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） その臨時の３名の方はどのような形で配置をさ

れているのでしょうか。 

            （「暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時15分 休憩 

 

                       15時16分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 市の臨時の栄養士さんは各学校に配置されておりまして、配

置されている学校は須山小、向田小、千福が丘小の３校でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 

〇委員外議員（岡本和枝） それら以外の小学校に対しての栄養士さんの仕事

というか、それはどのようになっているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 そのほかの学校につきましては、県費の栄養士さんが配置さ

れております。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） では、東、西、富一、深良、富二、南小、それ

ぞれ県費の栄養士さんが配置をされているということでいいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 富二と南小は給食室がございませんので、栄養士自体がおり

ません。そのほかの４校については県費の栄養士が配置されているというこ

とでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） それでは、富二と南小に対しての栄養士さんか

らの仕事というか、それはどのように保障されているのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 富二小、南小につきましては給食センターで調理をしており

ますので、給食センターに栄養士がおります。また、県費の栄養教諭もおり

ますので、そういった方が指導に当たっております。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） 栄養教諭の方はそれぞれ富二、南小にいらっし
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ゃるということですか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 富二、南小には栄養士は配置はしておりません。給食センタ

ーにいる栄養士が対応しているということでございます。 

〇委員長（杉山茂規） ほかは。 

  増田委員。 

〇分科会外委員（増田祐二） 給食の内容について、先ほど課長代理と委員の

間で質疑があったと思いますが、その件に関して伺いたく思います。 

  済みません。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時18分 休憩 

 

                       15時19分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  増田委員。 

〇分科会外委員（増田祐二） 給食の内容に関して、学校給食センター以外の

他の課との連携等々はどのように考えて31年度は対応されますでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時19分 休憩 

 

                       15時20分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  教育総務課長。 

〇教育総務課長 他課との連携につきましては、特別に今考えておりません。 

〇委員長（杉山茂規） 二ノ宮委員。 

〇分科会外委員（二ノ宮善明） １点だけです。 

  学校給食法ですと、設置者の負担と保護者負担というのが分かれています。

裾野市の場合は材料だけで光熱水費が入っていないです。ですけれども、こ

の７校のところで見ると800万から850万が毎年かかっている。その辺のとこ

ろは、ずっと光熱水費は保護者負担を強いないという、そういう方向でこれ

からもずっと行くということでよろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 そのように考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 二ノ宮委員。 
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〇分科会外委員（二ノ宮善明） 先ほど外部委託というような話が出ましたけ

れども、その辺のところになっても、そういう方向性でよろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 そのように考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 内藤委員。 

〇分科会外委員（内藤法子） お願いします。先ほどの不足分を派遣職員で配

置するということでしたけれども、臨時さんと派遣職員では、派遣職員は手

数料があるから金額は割高になると思うのです。それを踏まえて31年度の予

算づけに反映しているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 派遣職員分の手数料につきましては、この予算に反映されて

おりません。 

〇委員長（杉山茂規） 内藤委員。 

〇分科会外委員（内藤法子） それは人事持ちということですか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 そういうことになります。 

〇委員長（杉山茂規） 内藤委員。 

〇分科会外委員（内藤法子） 方向としては、やはり臨時職員を増やす、派遣

職員で対応していこうという方向ですか、それとも臨時職員を何とか補充し

ようとお考えですか。 

〇委員長（杉山茂規） 教育総務課長。 

〇教育総務課長 基本的には臨時職員で採用していきたいと考えております。

派遣職員は、あくまでも緊急的なものということで考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終

わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

  以上で給食センターの質疑を終わります。 

  暫時休憩します。 

                       15時23分 休憩 
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                       15時25分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  これをもって散会とします。 

 

                       15時25分 散会 
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裾野市議会予算決算委員会 厚生文教分科会 平成31年３月１１日（木） 

 

                       ９時00分 開会 

 

〇委員長（杉山茂規） ただいまから本日の会議を開きます。 

  本日の日程はお手元に配布のとおりであります。 

  審査の方法は、先日と同様に当局の説明を求めてから質疑に入ります。発

言の際には録音の関係上必ずマイクをご使用願います。先日に引き続き教育

部関係の審査を行います。 

 

教育部 

学校教育課 

〇委員長（杉山茂規） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 済みません。教育指導費、賃金60人分の金額1,261万3,000

円、この金額なのですけれども、30…… 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員、１億。 

〇委員（勝又 豊） 済みません。この金額、30年度の予算概要説明書の金額

で、非常勤講師が金額が大分変わっているのですけれども、これ賃金の人数

というのは変わらないのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 これは賃金なのですけれども、毎年不用額が発生しておりま

して、予算化した中で不用額として戻している、戻入しているものですから、

来年度の予算に関しましては最低賃金に当たるもの、最低必要額を出して、

それを積算して試算しました。それによって、もしこの額で足りない場合に

つきましては、補正をかけるというふうに考えております。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 済みません。そうすると、非常勤の人数的には変わらな

いという。この表どおりで変わらない、59人が60人ということで。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 資料にありますように多少の人数の増減と、それから幼児の

言葉の教室が教育総務課から学校教育課のほうに移管してきましたので、そ

れによって１名増員という形になっております。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 今年度から教諭職員ストレスチェック委託というのが始
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まったという認識でよろしいでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 実は、30年度もストレスチェックは別の会計で予算の中で行

いまして、今年度行いました。来年度はそれを予算化して、項目立てをして

行うというふうな形で実施を考えております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはございませんでしょうか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 済みません。よろしくお願いします。職員の人数といい

ますか、確認なのですけれども、30年度、昨年の決算のときの人数でいきま

すと、講師、小学校の支援員と学びの森までの人数というのが72人という決

算で確認したのですけれども、それがかなり減っているというように感じた

のですが、その辺というのはどうなのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 29年度から比較するとそのようになっております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） その29年度からですか。 

  暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       ９時21分 休憩 

 

                       ９時22分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） そういった中で、教師もいろいろ多忙化という形でなっ

ているかと思うのですけれども、その辺で、減らしたという経緯もある中で、

解消するための新たな、今年度で言うと具体的な取り組みってありますか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 多忙化解消に対する取り組みにつきましては、全県、あるい

は国の働き方改革も受けまして、さまざまな研修やモデル地区等のところも

あったりするのですけれども、市で取り組んでいるものとしては、他市に先

駆けて学校共同事務室の今年度モデル化というか、モデル試行で先行実施を

しておりまして、それによって学校の事務職員が担任等の支援ができるよう

な、あるいは学校運営に対する支援ができるようなことを取り組んできてお

ります。また、部活動ガイドラインを定めて、部活動の正常運営に関する適

正化というか、負担減になるような運営化の見直しもいたしました。また、

常々業務の見直し等を図って、学校の教職員のほうの負担の軽減については
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努めてその方向に向かうようなことをしております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 今済みません。そういった中での部活動の支援というと

ころで、156ページの４行目、５行目、部活動等の推進というところ、この辺

が外部コーチの予算という形で説明ありましたけれども、この辺って昨年と

予算的には変わっていないという形なのですが、この交付金というのはどう

いう内訳というのですか、どういう形の予算の組み方なのでしょうか。外部

コーチですよね。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 この部活動の外部指導者に当たるわけなのですけれども、各

学校の部活動運営に関して顧問の負担軽減につながるように、主に技術指導

をしていただいたりとか、必ずしも教職員はその担当した部活動の専門性が

高いわけではありませんので、そういう技術の分を補ってもらうような地域

人材を充てまして、その方に外部指導者として部活動の指導の補助をしてい

ただくというようなものでございまして、各学校から希望としてこの方をと

いうふうな形で推薦してきた方について補助をして、その方に関して謝礼に

もなかなかならないのですけれども、単価時間当たり800円掛ける４時間に対

して、あと年間27週分の補助を出して、外部指導者としてお任せしておりま

す。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 済みません。各学校の満足といいますか、しっかりした

その辺の手当はできているのでしょうか、この予算。要するに変わっていな

い予算の中で。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 この方々の多くは、ボランティアの精神で、例えば子どもが

その部活にいたりとか、あるいはかつてその部活動に子どもが在籍していた

りなんていうこともあって、地域の方がある意味ボランティア的な形で支え

てくださっている、それに対する謝礼というふうなことなので、仕事のよう

な形ではちょっと、きちんとした手当という形にはなりませんけれども、そ

ういう気持ちに対してお応えするものの謝礼としてお支払いしていますの

で、中にはお金は要りませんという形でボランティアとしてやってくださっ

ている方もいますので、そういう多くの方々の支援を受けて部活動は成り立

っております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 満足度かどうかという視点では、特に苦情といいますか、

もうちょっとこれだけほしいとかいう、課題みたいなものはないということ
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でよろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 そのような声は聞いたことはありません。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 済みません。ちょっとまた人の話に戻ります。正規とい

う意味では学校の先生って正規は県の職員という形で発注されていると思っ

ていますけれども、県の職員の増配置みたいな要望というのは行っているの

でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 教職員の配置につきましては、教職員定数が決められており

まして、その定数に基づいて配置がされておりまして、さらにその教職員定

数に対して加配という形で学校に応じて生徒指導加配であるとか、指導法工

夫改善加配であるとか、また小規模校等に対しては非常勤講師の加配等がつ

いたりしております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） そういう意味では要望はしているのですか。要望という

のは県に対してという意味では。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 学校の実情に応じまして、こういう加配をつけてほしいとい

うふうな要望はしております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 要望して、何か結果みたいなものというのはあるのです

か。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 来年度につきましても、加配に当たる方々がさまざまついて

はおります。 

〇委員（浅田基行） 方々。 

〇学校教育課長 複数加配がついております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 具体的な人数というのは見えるのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 教職員定数以外のものと関しましては、例えば通級指導教室

の教員も加配教員になりますので、小学校で通級指導教員３人、それから指

導法工夫改善の加配教員としましては、小学校のほうで４人、中学校のほう

で５人、それからそのほか夢実現加配であるとか、生徒指導加配等につきま

して、中学校のほうで生徒指導加配が１人、夢実現加配等が３人、また小学
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校のほうで英語の専科という形で２人、それからあと初任研、新採の初任研

を指導する教員として３人、小学校のほうで加配がついております。あとそ

れ以外にも非常勤がさまざまありますが。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 済みません。ちょっと絡んでとなってしまうかもしれま

せんけれども、154ページの委託のところで小中学校外国語教職員専任アドバ

イザーの委託というところで、新しく委託となっております。来年度の、今

おっしゃられた県の職員の話も含めて、小学校、中学校で年度があれですけ

れども、2020年度から教育の、中学校は21年度から教育の仕組みですか、教

育が変わるという、その辺も絡んでの今年度の取り組みなのでしょうか。違

ったら違ったでまたちょっとその辺のご説明を。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       ９時31分 休憩 

 

                       ９時31分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  学校教育課長。 

〇学校教育課長 この小中学校外国語教職員専任アドバイザー委託と言います

のは、実は今年度も行ってはいるのですけれども、今年度こういうふうな形

で予算化できなかったのですが、来年度は予算化させてもらっているのです

けれども、ＡＬＴが放課後等に、特に主に小学校なのですが、外国語活動に

少しでも教職員が指導ができるようにということで、ＡＬＴと一緒に話をし

ようとか、あるいは外国語活動のいろんなクラスルームイングリッシュの例

を紹介したりとか、そういうふうな形で、あるいは教師のほうが外国語活動

をやっている中での悩みを相談したりとか、そういうふうな機会を設けてＡ

ＬＴとともに話をしたり、相談をしたりというのを年間９回ぐらいだったか

な、行っております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） それは、ほか市、町といいますか、いいことやっている

なと思ったのですけれども、何かきっかけといいますか、あったのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 きっかけというわけではないのですが、非常に指導力のある

ＡＬＴがおりまして、せっかくの機会なので、小学校の先生たちなかなか外

国語活動といってももともと免許があるわけではありませんので、少しでも

なれてもらおうというふうな、そういう機会を創出するためにこのような場



76 

 

を設けました。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） その前に一答一問になっていないところあったので、済

みません。改めて、2020年度小学生で、2021年度が中学校の教育の変わると

思うのですけれども、それに向けての今年度はこういう取り組みをしますと

いうことありますか。今年度といいますか、31年度です。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 もうさまざまな取り組みが行われておりまして、実際に。学

習指導要領が改訂に伴って、2020年度完全実施ではあるのですが、もう既に

先行で実施していくものもありまして、総合的な学習の時間であるとか、あ

るいは道徳であるとか、もう既に実施されているものもあります。そういう

ものの研修であるとか、これは学びの森等の活用をして、そういう研修をど

んどん進めていたりとか、あるいはこれに向けてまだ当市のほうでちょっと

十分進んでいないプログラミング学習も来年度は力を入れて取り組んでいき

たいなというふうに考えておりますし、もちろん外国語活動についてももう

既にその一環として取り組んでおります。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 先ほど学びの森というところでも取り組んでいるという

お話ありましたけれども、学びの森というところで地域との連携というのは

新たな取り組みってお考えありますか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 本年度はキャリア教育への協力ということで、地元企業のキ

ヤノンさんであるとか、矢崎総業さんの出前授業に事前の打ち合わせから学

びの森の職員に入っていただきまして、その企業の持っているノウハウを少

しでも授業に生かせるようにするにはどうしたらいいかというふうな視点で

そこにかかわってもらっております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） では、ちょっと別で、交通事故及び問題行動というとこ

ろの中で不登校であるとかいじめに対しての、これも済みません。昨年の決

算というところで見させていただいたのですけれども、件数として増えてい

る傾向が数字としてあったのですけれども、31年度はその辺のところで何か

取り組むというところがあればご説明をお願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 いじめに関しましては、件数にしては非常に多い認知件数に

なってはいるのですけれども、それについては非常に細かいことまで子ども

の声に耳を傾けて対応しているというふうに捉えております。ただ、その中
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でやはりそれに苦しんでいる子どもがいることは事実なわけですので、例え

ばどの学校でも実施しているいじめアンケートの中に今学校楽しいですかと

か、あるいはそういうふうな実態が浮かび上がるような項目を中に入れて、

よりその子どもの声に耳を傾けられるような仕組みを取り入れたりとか、あ

といじめ等によって重大なものにならないようにということで、学校体制で

取り組むように、今年度つくりました市のいじめ防止基本方針に基づいて学

校のほうの基本方針についても常に見直しを図るようにまた促しておりま

す。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） その辺の促すといいますか、今年度はあったいじめのい

ろいろな件数のその内容に対して、31年度の学校、環境的な改善みたいなこ

とは取り組みみたいなのはありますか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 いじめに対しては、特に組織的に取り組むというのが基本に

しておりますので、特に大きな環境改善というものについては取り立ててそ

ういうふうなものはないのですけれども、とにかく学級担任がまずその子ど

ものそういうふうな声を捉えたりとか、あるいは学級担任だけに限らず、養

護教諭であるとか、さまざまな先生がそういうふうな声を耳にしたりするわ

けなのですが、それをそのままにしないで、とにかくその声をその場だけの

対応に終わらせないで、深刻なものにならないようにそれを組織対応すると

いうふうなことに関しては徹底するようにしております。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 先ほどの教職員ストレスチェック委託で３万円というこ

となのですけれども、教職員の人数というのはかなり人数はあるかと思うの

ですけれども、その中で３万円でどのようなことをしますか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 これストレスチェックを委託する形になるのですが、検査用

の用紙がありまして、それを分析してもらってそれを還元していくというふ

うな、その委託費用を３万円という形で試算しております。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） このストレスチェックで高ストレスだという評価が出た

場合にどのような、その後の対応どのようにされるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 ちょっと暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       ９時29分 休憩 
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                       ９時29分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  学校教育課長。 

〇学校教育課長 この結果につきましては、各学校長、それから本人のほうに

還元されていくわけなのですけれども、その中で相談が必要な場合につきま

しては、市のほうの産業医のほうの紹介をして、そちらのほうの面談受診等

につなげていくというふうな考えでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 学びの森というのがありますけれども、その辺との関連

というのは、その後の対応ということはあるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 学びの森につきましては、主に研修のほうの対応なものです

から、心のそういうストレスのほう、健康安全面に関しましては、保健面と

いうか、保健衛生のほうになってきますので、そちらのほうとの関連は特に

ないというふうに考えています。 

            （「ちょっと暫時休憩」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       ９時40分 休憩 

 

                       ９時42分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 附属説明書57ページに学力向上ボランティア事業とある

のですけれども、これは予算書のほうでちょっと項目を探したのですけれど

も、見当たらないのですけれども、どこにあったのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 予算書155ページの10款１項３目の８節、報償費の中に含まれ

ております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 予算書154ページの委託の中のＡＬＴ外国語指導補助講

師に関してですけれども、30年度たしか４人のＡＬＴの方々だと思いますけ

れども、31年度も同じ人数でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 同じく４人でございます。 
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〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） そうしますと、先ほどのご説明ではプロポーザル方式

でという、よりよい人材をというようなお話がございまして、そういったこ

とで予算が増額になっていると思いますけれども、市としてこの外国語の補

助講師どういった、特に31年度こういった人材が欲しいという、そういう内

容が教えていただければと思いますけれども。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 プロポーザルのときに、こういうふうな基準でＡＬＴを決め

ていきたいというふうな基準になっているものとしましては、まず会社の基

本方針や経営理念がしっかりしていること、それから配置予定のＡＬＴの資

質、能力が高いこと、日常会話程度の日本語の能力があることも含めてです

が、それからＡＬＴの研修システムがしっかりしていること、それから教材

やレッスンプランが整っていること、新学習指導要領に向けた小学校教員向

けの研修サポートができること、毎年夏に行っているイングリッシュキャン

プの企画内容が充実していること、それからそのＡＬＴへの支援体制がしっ

かりしていること、あるいは委託方法が明確で学校にとって負担が少ないこ

と等を基準にして委託業者を決めました。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） ご説明ありがとうございます。プロポーザル方式で人

材を確保していくという、そういう31年度、どのようなスケジュールで取り

組まれますか。いつごろプロポーザルにかけるとかというそういうスケジュ

ール的な。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 31年度のプロポーザルについてはもう既に終えて、委託業者

も決めました。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 今の件わかりました。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 済みません。先ほど少し出ました学力向上ボランティ

ア事業の関係ですけれども、こちら30年度と比べますと、かなり予算を減額

をされておりますが、対象となるボランティアの方々の人数が減少するとい

う見込みなのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 人数そのものは変えずに、各校３人をお願いする予定であり

ます。 
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〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） そうしますと、この予算立ては今までの実績からとい

うことの認識でよろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 この学力向上ボランティア事業に関しましては、かつて全国

学力・学習状況調査の小学生の国語Ａが全国のワーストになってしまったと

きに、これは大変だということで始まった事業ではあるのですけれども、こ

れ県のほうもそれを受けまして、学び方支援の非常勤講師であるとか、学び

方支援サポーターというものを配置して行ってきたのですけれども、その後

一定の効果があったということもあって、今現在はその県のほうの非常勤講

師も縮小化されております。市としても昨年度学力向上支援員という形の市

の講師を削減してしまったところもあるのですけれども、この学力向上ボラ

ンティアさんにつきましては、地域の方のご好意もあって成り立っているも

のもあり、また子どもたちの学習習慣の定着や塾に行っていない子どもたち

への支援ということもありますので、交通費程度の謝礼ではあるのですけれ

ども、継続していきたいなというふうに考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） そうしますと、ボランティアの方々の人数は同等の人

数ですけれども、謝礼的なものは少なくしていくということの捉え方でよろ

しいのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 そのように考えているので、年度初めにその点についてはも

し継続して行ってもらう方については、昨年度こういうふうな形で半額とい

うか、半減してしまうのですけれどもということをお断りした上でお願いす

る、あるいは新規の方についてもその辺のことについては説明をした上でお

願いするというふうに考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       ９時49分 休憩 

 

                       ９時51分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  ほかは。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 156ページに、上段のほうですけれども、授業改善あるい
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は充実助成の交付金、小中学校に85万円ほどが計上されていますけれども、

これは各小中学校の合計なのでしょうか、それとも特定の学校のことを指し

ているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 これは、各小中学校の合計の金額です。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 具体な取り組みとしてはどういうことを考えているので

しょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 例えば教員が研修会に行ったりすると、そこで資料等を購入

してくださいなんてふうなことがよくあります。例えば資料2,000円であると

か、そういうふうなものを教職員が自分のお金で出して買うということもで

きるのですが、学校に還元するということもありますので、そういうときの

補助としてその部分をこのお金から出させてもらうとか、あるいはいろんな

さまざまなケースがあるのですが、修学旅行や社会科見学に行ったときに入

館料がかかったりとか、入場料がかかったりするものがあったりするのです

が、子どものほうは学年費等から出せるのですが、その引率教員の分につい

てはやはりこういうふうなところ費用から出させていただいていると、そん

なようなものでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 同じ項目の中ほどに部活動の推進事業の交付金あります。

外部人材をということで説明ありましたけれども、ちょっと休憩願います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       ９時53分 休憩 

 

                       ９時55分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 中学校で部活そのもの、部がないところがありますけれ

ども、あるところに校区を越えてそこの部に入部して指導を受けながらした

いという希望があるということもありますけれども、それに対して具体なも

のとしては部活動推進事業交付等を活用して何か考えられるでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 越境して部活動に参加するという場合は、かつてもあったケ

ースではあるのですが、送迎に対する保護者の負担はかかってしまうのです

が、その学校にその部活がなくてというような場合につきましては、相談の
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上そういうふうなことがやれるという可能性はあります。 

  また、この部活動の推進事業を用いてというふうなことでありますと、例

えば陸上部がない学校におきまして、その学校で陸上部という名前はないの

だけれども、例えば総合部というような形の部活を置いてそこに所属してい

るような場合について、その総合部に外部指導者を派遣してもらって、陸上

を指導するというふうなケースは考えられなくはないと思います。ただ、そ

の学校でそういうふうな形でこの外部指導者を活用するかどうかは学校の問

題なものですから、ここでそれが必ずしもできるというふうなことは言えま

せんが、可能性としてはあると思います。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ほんんものとふれあう学習事業の交付金、そのお金を出

しているという各小中学校それぞれ10万と15万というふうなことですけれど

も、具体的には事業そのもののキャリアなり文化、芸術は何を新年度はやろう

とするのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 新年度の事業につきましては、各学校、この時期からどのよ

うなものをやったらいいかということについては、時期とかその内容につい

ては選定していく段階にありますので、この時点ではまだ決まっていないと

ころが多いのではないかというふうに考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） では、参考のために30年度はどういうことをされたので

しょう。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 幾つかの例を紹介いたします。例えば黒板アートを行った小

学校、夏休み明けに黒板アートをして、高校生や大学生、美術大学生に来て

いただいたという例、それからアスルクラロ沼津の選手とのサッカー交流、

また芸術鑑賞や音楽鑑賞ということで、劇団たんぽぽであるとか、和太鼓、

それからパーカッションのアンサンブル、パントマイム等を行ったところ、

それから中学校のほうではキャリア教育が多いのですけれども、職業講話を

矢崎の人に来ていただいてやったもの、それからやはり職業講話でわざチャ

レンジ、それからスポーツ選手等につきましては、東レアローズの選手に来

ていただいたりとか、あと市のほうと共同してチームブリヂストンのサイク

リング、自転車の教室を開いたりとか、あとやはりキャリア教育の講演会と

いうことで、高校とか高専の方に来ていただいて、いろんなお話を聞いたり

という、そのようなことがあります。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 
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〇委員（土屋秀明） 155ページに遠距離通学の補助金がありますけれども、小

学生が３キロ、中学生が５キロ以上ということですけれども、今のこの対象

になっている中学校、あるいはその人数、小学校の、あるいは人数はどのぐ

らいでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 来年度のことでよろしいでしょうか。 

            （「はい」の声あり） 

〇学校教育課長 平成31年度の見込みとしましては、富一小学校と須山小学校

で合わせて39人、それから富岡中学校と須山中学校で合わせて81人を見込ん

でおります。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） これはバスの定期券を購入することによって具体の数字

としてはいくのでしょうか。それよりほかに通学のバスを利用せずに、路線

バスを利用せずに保護者が車での送迎という場合には対象にはなっていたの

でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 小学校３キロ、中学校５キロというその基準を超えて通学す

る場合につきましては、バス通を原則とするのですけれども、特に中学校等

で部活動等ももあってなかなかバスの本数も少ないということも現状として

はあります。どうしてもその辺保護者の送迎ということも出てくるわけなの

ですが、そのような保護者負担に対しての遠距離通学への支援という形での

補助というふうに考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 今のバス定期券でなく保護者が車で送迎すると同様の額

が交付される、そういうことですか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 基本的にはバスの定期代での計算で補助するのですけれど

も、現実的にバスだけを利用して、それ以外のもの利用しないというふうな

のは余り現実的ではありませんので、それについては許容として認めており

ます。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 私はむしろ現実的ですごくいいと思います、それは。事

情によってバスを利用できないのだとか、あるいは今路線バスそのものがい

つまで存続するかというようなことも現実の問題ありますから、今の考え方

で補助対象にしてもらったほうがいいと思います。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 
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〇委員（土屋秀明） あと、先ほど来ているのですけれども、非常勤講師の派

遣で資料31年度の予定が示されていますけれども、１年前の30年度の予算審

議の際に非常勤講師の数が大きく減るということで、当時の委員会でもいろ

んな意見が出ました。30と31というのが数字が若干違うだけでほぼ同じ内容

ですけれども、30年度１年間やることによって、前年度、29年度との子ども

たちが受ける影響のようなものも加味して31年度はこういう予定にしている

のでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 人材配置につきましては、当然多ければ多いほうがより手厚

くできるという現状はあるとは思うのですけれども、ただ現在いろんなさま

ざまな要件の中で30年度やってくる中で学校の様子いろいろ１年間見てくる

中で子どもたちがこれによって取り立てて大きな問題につながってしまった

ということはないのではないかなというふうには考えてはおります。ただ、

先ほど来申し上げているように不登校の児童生徒というのは非常に多くいる

ものですから、来年度はその不登校児童生徒が新たに出ないように、そこに

力を注ぎたいということ、それから特別支援対象の子どもも増えてきている

こともありますので、特別支援に対する早期対応をして、二次障害等につな

がらないように、ひいてはそれが不登校等につながらないようにというふう

なことを考えての配置を考えました。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 事業名でふれあい教室事業というのがありますけれども、

それは今の不登校児対策ということですか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 ふれあい教室は、学校に足が運べない子どもたちがその間を

つなぐものとして通う施設ではあります。実際そこに通っている子どもたち

も大勢いるのですけれども、ただ一方でふれあい教室にも行けていない子ど

もたちもいるものですから、なお一層そこには力を注いでいきたいなという

ふうに考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ちょっと休憩願います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時05分 休憩 

 

                       10時08分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  勝又委員。 
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〇委員（勝又 豊） 育英奨学金貸付事業が減額ということでお聞きしたいの

ですけれども、先ほど応募者が減っているので減額ということなのですけれ

ども、優秀な人材を育成することを目的とするということで育成奨学金貸付

事業があると思うのですけれども、ちょっとそういった応募者が少ないとい

うことに対してどのような見解を持っているかをお聞きしたいです。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 応募者につきましては、新規広報する中で受付は毎年してい

るわけなのですが、今まで大学生を10人分という形で予算化していたものを、

実際に大学生ばかりではなくて、応募してくる中には高校生であるとか、専

修学校等も入ってくるものですから、実際に今までの実績として10名そのも

のの大学生を新規として受けたということが最近ここ数年間なかったので

す。ニーズとしてはいても予算としては大学生10人分の予算はとらなくても

済むという状況があったものですから、したがって大学生８人分の予算でや

れるのではないかというふうなことで予算計上しました。 

            （「ちょっと休憩でお願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時10分 休憩 

 

                       10時11分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  ほかは。 

  岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） 済みません。153ページ、休憩…… 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時12分 休憩 

 

                       10時12分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） 要望として、増員の要望は出したのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 増員というか、講師に関しましては、先ほど申しましたよう

に向田小学校については、他の同規模の学校と同じ講師の数でやっていける

というふうに見込みまして、その分をと言ったら変なのですが、特別支援と、

それから不登校対策にということで、そこに手厚くするというふうな方向を

考えました。 
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〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時13分 休憩 

 

                       10時13分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  学校教育課長。 

〇学校教育課長 講師の数につきましては、現状に見合った形でよりよいもの

を求めてということで考えて、特に増員については出しておりません。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） 子どもたちの影響のところをお話しいただきましたが、

教職員に対する多忙化のところでは影響というのもなかったということでよ

ろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 確かに市の講師の方は、10時間程度の単独授業を持てるとい

うふうな状況もありますので、その分については授業を県費の教諭のほうが

その分を持つというふうなことで、正直その時数に関しましては、10時間分

を学校全体で持たなければいけないというふうな状況は生まれますので、減

員してしまった学校については、その分は背負う形になるのですが、裾野市

以外ではなかなかこれだけ多くの市の講師を雇用しているところはないもの

ですから、他市町の状況にちょっと近づいてしまったというふうな状況はあ

るとは思います。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） わかりました。先ほどから不登校の子どもたちのお話が

出ています。今現在小中学校不登校の子どもたちの人数の把握はされていま

すでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 小学生が今年度23名、中学生が60名です。済みません。補足

します。２月までの不登校ということで小学生が23名、中学生が60名です。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） 以前にお伺いしたときにも長期の不登校の子どもたちが

増えたというお話がありましたが、現在長期で不登校になっている子どもた

ちはどのぐらいいるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 欠席日数が100日以上の児童生徒は小学生が３名、中学生が28

名となっています。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 
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〇委員（岩井良枝） 156ページのところで、生徒指導対策交付金ということで

予算がついています。その中に不登校の子どもたちを減らすためのさまざま

な活動するためのところに使うお金だということでしたけれども、具体的に

不登校の子どもたちに対する対策というのは来年度何か考えていらっしゃい

ますでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 １つは、不登校の推移を見ていくと、小学６年生から中学生

になったときに、中学校に入ってからの不登校者が非常に多く増えていると

いうのが現状で見受けられます。したがいまして、小学校から中学校への引

き継ぎをする段階で小学校のときに６年生の卒業時点だけではなく、以前に

不登校の傾向があった子どもたちに対しての引き継ぎ、そういうふうな不登

校歴がありましたよというようなことに対することを中学校に丁寧に引き継

ぎをして、中学校でもその子が、例えば欠席があらわれたときとかに素早く

対応していく、もしかしたらというふうなことを常に考えながら対応すると

いうことで、まずは未然の防止に力を注ぎたいということ。それから、不登

校の中にはやはり人間関係であるとか、ふだんの生活が充実していないこと

等もあると思うので、魅力ある学校づくりに取り組むこと、それと後先ほど

申しました不登校になってしまった後の適応指導教室の相談体制を充実させ

ること等を考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 最初のときに教育長の31年度の教育方針の中のお話の

中で、がん教育を推進していく旨のお話がございまして、この31年度の予算

の中ではどんな措置がされているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 今回は、予算措置はしておりませんが、南小学校と深良中学

校のほうを指定校とさせていただきまして、１年間試行をさせていただきま

す。その中で既に６月、ちょっと今日にちがはっきりしないのですが、６月

に南小学校のほうで鹿児島のほうからがん教育の先進校の先生を招いて、そ

こで授業等を行ってもらう予定が立っております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） そうしますと、深良のほうはこれから内容が決まって

くるということですか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 そのとおりです。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 推進のほうよろしくお願いいたします。終わります。 
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〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） やっぱり講師のところでお伺いしたいのですが、再来年

の４月、2020年の４月から会計年度任用職員が導入されるということなので

すけれども、それについては人事課のほうから何かお話は来ていますでしょ

うか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 正直言って今ここについては検討している段階でして、市の

講師支援員等については、フルタイムではないということなものですから、

パートタイマーのカテゴリーに入るのではないかなというふうに思うのです

が、ちょっと会計任用職員につきましては、私ども今研修中でして、この辺

についての対応については今後検討していくというふうなことで、現在のと

ころはまだそういう段階でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） 済みません。休憩中でいいのですが、ちょっと会計年度

……休憩中で。 

〇委員長（杉山茂規） 休憩してもいいですか、今。 

〇委員（岩井良枝） はい、休憩で。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時20分 休憩 

 

                       10時21分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  以上で委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑をお受けいたします。１人１つ、３回まででお願いい

たします。 

  増田委員。 

〇分科会外委員（増田祐二） 済みません。教育総務課のほうでも少し伺った

内容なのですけれども、プログラミング教育について、31年度どのような方

向で進むかということを教えていただきたいです。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 プログラミング教育につきましては、主に小学校の学習指導

要領の中に述べられているところをもとにしながら推進していく考えでござ

います。具体的には今まで教育機器研究委員会というのがあったのですけれ

ども、それを３年間休止しまして、プログラミング教育推進委員会というふ

うに名称を変えて、まずは組織立てをしまして、でもってその委員会のほう

でプログラミング教育の導入についてどのようなことができるかというふう
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なことを検討していく考えでございます。今現在考えていることにつきまし

ては、学校のほうと市内の小中学校のパソコン教室のパソコンにＳｃｒａｔ

ｃｈというソフトを入れて、そちらのほうを運用していく考えはあります。

それからあと、今年度も沼津高専さんのほうの協力を得まして、プログラミ

ング教育の講座のほうを夏休みに実施していきたいというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 増田委員。 

〇分科会外委員（増田祐二） これで最後にします。 

  教育総務課のほうの予算でタブレット型のというか、液晶部分が脱着でき

るパソコンを購入されるというふうなお話がありましたが、あれは直接今ま

だ活用される段階には来ていないというふうな格好で認識してよろしいです

か。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 現在各学校には６台のタブレットが支給というか、されてい

まして、それは現在いろんな授業等で、主に写真や動画等を撮って、それを

振り返りに使ったりとか、拡大してそれを授業の中で生かしたりというふう

なことは使用しているのですけれども、今後そういうふうなことを含めて、

切りかえていく中で広げていきたいというふうには考えてございます。 

〇委員長（杉山茂規） 佐野委員。 

〇分科会外委員（佐野利安） 154ページの負補交、人間ドック検診負担金136

万2,000円これ対象者は。 

〇委員長（杉山茂規） 〇学校教育課長 障害 

〇学校教育課長 ちょっと暫時休憩。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時24分 休憩 

 

                       10時24分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  学校教育課長。 

〇学校教育課長 来年度108人を予定しています。 

            （「ちょっと待ってください」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時24分 休憩 

 

                       10時24分 再開 
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〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  学校教育課長。 

〇学校教育課長 人間ドックは、年齢の指定がありまして、35、38、41、42、

43、44…… 

            （「ゆっくり言ってください」の声あり） 

〇学校教育課長 ゆっくり言います。35、38、41、42、43、44、46、47、48、

49、52、53、54、56、57、58及び60歳以上の希望する教職員となっておりま

す。 

〇委員長（杉山茂規） 佐野委員。 

〇分科会外委員（佐野利安） わかりました。この人間ドック検診負担金って

市の職員はこの負担金ってないのですけれども、なぜここで負担金出してい

るのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 これは、共済組合のほうから検査費用として１人３万円が負

担してもらえまして、共済組合に市のほうから負担金として１万895円を１人

支払って、残額は受診者が支払うという形になっております。 

〇委員長（杉山茂規） 佐野委員。 

〇分科会外委員（佐野利安） わかりました。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  二ノ宮委員。 

〇分科会外委員（二ノ宮善明） お願いします。156ページの育英奨学金貸付で

ございます。現在の鈴木忠治郎育英基金総額教えてください。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時26分 休憩 

 

                       10時28分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  学校教育課長。 

  暫時休憩します。 

                       10時28分 休憩 

 

                       10時28分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  学校教育課長。 
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〇学校教育課長 済みません。今ちょっとわからないものですから、後ほど提

示をいたします。申しわけございません。 

〇委員長（杉山茂規） 二ノ宮委員。 

〇分科会外委員（二ノ宮善明） 大体１億1,000とか2,000の残が毎年あるので

すけれども、これの貸し付けが大体10分の１ぐらいしかの貸し付けなのです

が、あと９割有効でかつ効果的な使い方を考えたことがありますか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 済みません。暫時休憩。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時28分 休憩 

 

                       10時29分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  学校教育課長。 

〇学校教育課長 この基金に関しましては、裾野の、現在もそうなのですが、

未来にわたる子どもたちのために有効に活用していくというふうな視点で捉

えてはおります。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

（「いや、まだ今答えてもらっていませんけど」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時30分 休憩 

 

                       10時31分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  質疑取り消しということで。 

            （「質疑を取り消します」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 二ノ宮委員。 

〇分科会外委員（二ノ宮善明） それでは、先ほど委員のほうからもありまし

た、日本学生支援機構の奨学金という話がありましたけれども、奨学金でな

くて私はこれはブラック教育ローンだと思っているのですが、そういうもの

を借りている方にこの忠治郎育成基金のほうに乗りかえていただくというよ

うな広報、先ほど広報という話が出ましたけれども、そういうようなのはい

かがでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 今のところそういうふうなことはやっておりませんという

か、考えはいないのですけれども。 



92 

 

〇委員長（杉山茂規） ほか、次の方。 

  賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） 済みません。委員からも少しご質疑出たのです

けれども、今日いただいた市講師の配置の件です。今年度平成30年度は市講

師のほうを各学校約１人ずつ削減したことで非常に大きな影響があったのか

なというふうに思っているのですが、この31年度の予算を組むに当たって各

学校に対する聞き取りというのはまず行われましたか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 現状についての把握はしていたつもりなのですけれども、講

師等についての取り立てた、取り上げてそのことに関してだけの希望という

のは特には聞いてはおりません。予算措置への希望は聞いております。 

〇委員長（杉山茂規） 賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） では、予算措置への希望ではどういったご意見

がありましたか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 人材の配置の充実ということについてはありました。 

〇委員長（杉山茂規） 賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） でも、現状維持をしていただいたことは最低限

必要かなと思っていましたので、かつ今回不登校への対応と特別支援の対応

を大きくしていきたいということなのですが通級教室に関しては来年度の体

制はどのように考えていらっしゃいますか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 通級指導教室に関しましては、従前からあったことばの教室

の東小に関しては以前と同じように幼児の部と、それから県のほうの学童の

部があります。それから、西小学校に本年度配置されていました特別支援の

通級指導教室につきましては、非常に通級者の対象者も多くなってきたこと

もありまして、正式にもう一学級通級指導教室を富岡第一小学校のほうに配

置をいたしまして、ただ全市をまたぐものですから、富岡第一小学校を拠点

としながら、向田小学校にサテライトという形で週１日ないし２日を向田小

学校のほうにも指導員が来ていただいて、そちらのほうにも開設をするとい

うふうな形で考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 次の方お願いします。 

  井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） 学びの森のことなのですけれども、平成31年度

の学びの森の事業の中で、市配置される学びの森を除く56名の市講師のうち、

学びの森で教育力を高められる該当の方って何名ぐらいなのですか。 
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（「済みません。ちょっと暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       10時35分 休憩 

 

                       10時35分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  学校教育課長。 

〇学校教育課長 来年度につきましては、今後学びの森のほうと各学校のほう

とで調整をしていくのですが、30年度でもよろしいでしょうか。30年度…… 

〇分科会外委員（井出 悟） 31年度をどうするのですかと聞いているのです

けれども。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       10時36分 休憩 

 

                       10時36分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  学校教育課長。 

〇学校教育課長 31年度の市の講師の配置がされた後、校長、それから本人の

指導力等を見まして、学びの森のほうにつないで、年３回程度の指導訪問を

受ける対象者を決めていったりします。何人になるかというのは配置された

状況を見ないとわからないものですから、誰が来るかとかによっても変わっ

てくるものですから、市の講師もそういうふうな形で学びの森の指導訪問対

象にはなります。 

〇分科会外委員（井出 悟） 県職員と市の職員、市の講師とで割合があると

思うのですけれども、県の講師の部分に対して、例えば県の教育等から財源

をしっかり獲得してくるとかいう、そういうのはご検討というのはされてい

るのですか。31年度に関して。31年度の予算に向けて。暫時休憩お願いしま

す。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時37分 休憩 

 

                       10時37分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  学校教育課長。 

〇学校教育課長 例えば30年度の例で申しますと、小学校市の講師は12名のう

ち校長が対象外とした者を除外した４名が訪問を受けて、各校の希望や実情
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に合わせて、年１回から３回訪問指導を受けました。中学校の講師につきま

しては、８名中校長が対象を除外した者を除いて３名に対して訪問し、やは

り各校の希望や状況に合わせて年２回から３回ずつ実施をしております。そ

れ以外に、市の講師研修というのを１回行っております。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） そういう意味だと、先ほどの質疑でも繰り返し

てしまいますけれども、県の職員等の指導等も十分されると思うのですが、

そういう部分に対して県の財源等を要求するとか、そういうような政策等の

検討はなかったですか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 県の職員に関しましては、既に県教育委員会の地域支援課等

によって訪問研修があったりとか、あるいはセンターに行っての研修会が企

画されておりまして、悉皆研修、もしくは自主研修等で行っておりますので、

そのような形で研修の充実はしております。 

            （「それ違います」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時39分 休憩 

 

                       10時41分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  学校教育課長。 

〇学校教育課長 今までそういうふうな視点での要望というのはしていなかっ

たものですから、今後そういうふうな形で研修の支援という形を県のほうに

要望していきたいと思っております。 

〇委員長（杉山茂規） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 156ページ、先ほど委員からも質疑がありました

部活動等推進事業交付金、これ実際には、例えば深良中で陸上部がないから

富岡の中学校行って陸上の練習するというようなことに対して教育委員会は

どういう対応をしているのですか、進める立場ですか、いや、関与しない立

場ですか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 基本的には学校間でのやりとりになって、保護者、事故等も

含めて保護者負担もかなりあるものですから、その辺の共通理解をもってす

れば、それについては教育委員会がそれに対して何かをするとか、あるいは

とめるとかというふうなことは特にないのですけれども、現状やっぱり子ど
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もたちの部活動を活動をさせてあげたいという思いはあるものですから、そ

れをサポートする側にはなると思います。 

〇委員長（杉山茂規） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） サポートする側にはなるかもしれないけれども、

サポートしているかどうか、そこのところはどうですか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 具体的なサポートを何かしているかと言われたら、そこにし

ては具体的な形でしているわけではないので、それを……特に何かしている

かと言われたらしていません。 

〇委員長（杉山茂規） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） チームスポーツは、中体連なんかで今学校ごと

の出場になっていると思うのですけれども、つまり陸上なんかは富岡行って

練習しても深良中学校の所属で試合に出れますよね。だけれども、野球なん

かは所属学校単位の出場になっていると思っているのですけれども、そうい

うことに対してはやっぱり教育委員会のほうで一生懸命サポートしていかな

いと、例えばクラブチームで出場を認めてくれというふうに動くとか、ある

いは深良と富岡で、どこでも一緒でいいのですけれども、合同チームでチー

ムで中体連出れるように、試合に出れるようにしてくれとか、そういうサポ

ートをしていってほしいのですけれども、どうですか。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長。 

〇学校教育課長 既にそういうふうな形で中体連に出場しているところもあり

ますので…… 

〇分科会外委員（小林 俊） それは県内で。 

〇学校教育課長 もちろんです。ですので、今年もそういうのありましたし、

例えば今で言えば深良富岡合同チームという形での参加はできます。 

〇分科会外委員（小林 俊） それを進めていってほしいのです。 

〇学校教育課長 そういうふうな声があったら進めますけれども。 

〇委員長（杉山茂規） よろしいですか。 

  以上で分科会外委員の質疑を終わります。 

  以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はございますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の意見はございますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終
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わります。 

  以上で学校教育課の質疑を終わります。 

  以上で、教育部関係の議案の質疑を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

 

 

 

 

 

学校教育課（答弁漏れ） 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課より答弁漏れについて発言の申し出があり

ましたので、これを許します。 

  学校教育課長。 

〇学校教育課長 午前中回答を保留いたしました鈴木忠治郎育英奨学金の基金

残高ですが、１億1,600万円でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 学校教育課長の説明は終わりました。 

  委員の皆様よろしいでしょうか。 

            （「はい」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 二ノ宮委員もよろしいですか。 

            （「はい、ありがとうございます」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で答弁漏れについて終わります。 

  暫時休憩いたします。 

                       13時25分 休憩 

 

                       13時25分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 
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健康福祉部 

健康推進課 

〇委員長（杉山茂規） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） よろしくお願いいたします。96ページの19節負担金、補

助及び交付金の不妊・不育治療助成というところなのですけれども、こちら

の予算なのですが、昨年の29年度の実績から見るとちょっと予算が今年度、

31年度少ないといいますか、ように感じるのですけれども、何か根拠があっ

ての予算の見方なのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時25分 休憩 

 

                       11時26分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  健康推進課長。 

〇健康推進課長 不妊治療につきましては、29年度は増えておりますけれども、

30年度実績見込みから27年度程度の件数、金額ではないかということで積算

をしております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） それはなぜといいますか、その27年度にしたという理由

は何かありますか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時26分 休憩 

 

                       11時26分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  健康推進課課長代理。 

〇健康推進課課長代理 27年度ベースというよりは、予算を立てる時期に前年

度の実績を取りまとめをしたところ、およそそれくらいの金額で来年度が見

込めるのではないかという判断を担当がしました。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） そういう意味からすると、27年というよりは、まだ出て

いないですけれども、今年度、30年度と言えばいいのですか、の実績ベース
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で立てたというニュアンスのほうがいいということでしょうか。認識でいい

ということですか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課課長代理。 

〇健康推進課課長代理 おっしゃるとおりです。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 続けて197ページの委託料のところで、食育と…… 

〇委員長（杉山茂規） 97ページですね。今197と言いましたが、97ですか。 

〇委員（浅田基行） 197と言いましたか。 

〇委員長（杉山茂規） 197と言いましたけれども、97。 

〇委員（浅田基行） 済みません。97。 

〇委員長（杉山茂規） 97で。 

〇委員（浅田基行） 97の13節の委託料、食育と生活習慣アンケート調査委託

というところが新しく今回31年度計上されていますが、この委託は、済みま

せん。説明あったかもしれませんけれども、お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 平成32年度に健康増進プランの見直しが控えております。そ

れに先立ちまして、平成31年度につきましては、食育と生活習慣に関するア

ンケートを調査したいと考えておりまして、こちらの分を委託として計上し

ております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） これ対象というのはどういった方が対象ですか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 アンケートにつきましては、無作為抽出で1,000名程度を予定

しております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） それをアンケートした後はどういうことに、嘱託という、

具体的に何か活用というか、事業といいますか、生かすのはどういう形にな

るのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 平成32年度の健康増進プランに反映するための基礎資料とし

て使う予定でおります。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） その下の19の負担金、補助及び交付金で、31年度はヘル

シーパークの無料券利用が廃止するということで、全市民といいますか、こ

れまで場合によって特にお年寄りの方などはこれを楽しみに配付されて使っ
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ているということ聞く中で今回廃止になるのですけれども、これにかわる何

かサービスみたいなもの、もしくはどうしても廃止しなければいけない、済

みません。一問一答になっていないですね。まずは廃止になった理由といい

ますか、どういう形で廃止という判断をしたのか教えてください。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 12月にも報告をさせていただいておりますけれども、利用率

が毎年25％前後で推移してきております。市民全体に行き渡っているといっ

たようなことがちょっと見受けられなかったものですから、これを廃止とい

う判断といたしました。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 全体25％は難しいところかもしれませんけれども、やっ

ぱりその中でもこれを楽しみにされているという市民の方がいる中でいきな

り廃止という一つの決断かもしれませんけれども、何かかわりのものという

お考えはしなかったのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 新たなサービスの創設というところは今回これを廃止すると

いう意味合いに反してしまうため、サービスの創設ということは考えません

でした。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 要望でいいです。できればやっぱりヘルシーパークを使

っていただくということが大事だと思うので、また何かその辺のかわったも

ののサービス、出るようぜひ考えていただければなと思います。これは要望

だけで。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） では、同じくそのページの下の予防事業費の中の13節委

託料なのですけれども、インフルエンザのワクチンの予算、接種委託の予算

が31年度減っているのですが、これはどういった理由でしょう。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 平成30年度の実績をもとにして計算をしております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） これは実績で計上したというか、どれぐらい、母数とい

うのですか、どれぐらいをやはりインフルエンザをしている率みたいなのが

あるのですか。実績が高い低いみたいなの教えてほしいのですけれども。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時32分 休憩 
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                       11時34分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  健康推進課長。 

〇健康推進課長 接種率が50から60ぐらいで推移してきております。その中か

ら前年度の摂取率等を加味しながら今回の金額を計上しております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 50から60％ということなのですけれども、それを上げる

といいますか、接種率の向上をさせるというようなお考えはあるのでしょう

か。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 広報等にもちろん掲載はしておりますし、インフルエンザの

予防接種、対象者には全部通知を個別に発送を行っておりますので、そうい

う意味では周知は十分されているのではないかというふうに考えています。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 97ページですか、98ですか、高齢者肺炎ワクチンの見直

しがされたということを先ほど言われていましたけれども、どの点を見直さ

れたのか。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       11時35分 休憩 

 

                       11時36分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  健康推進課長。 

〇健康推進課長 予算編成時点では国から示された高齢者肺炎球菌ワクチンの

接種の継続等が不明瞭であったため継続の一部中止といったところを加味し

ながら計上をしてございます。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） そうすると、増額になる、予算よりも増えるという可能

性があるということでよろしいのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 その可能性はございます。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 健康マイレージ事業の見直しということで、位置づけ的

には廃止というふうなことでこれから推移するかと思うのですけれども、そ
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の辺の見直しの内容お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 健康マイレージ事業の見直しにつきましても、12月に報告を

させていただいておりますけれども、健康マイレージ事業につきましては、

国保年金課、国保のインセンティブ制度の一部となっておりますので、マイ

レージ事業自体の廃止は行いません。ただ、マイレージ事業の達成者へヘル

シーパーク裾野、もしくはグリーンカフェ花麒麟の利用可能な500円分の利用

券は配付してきておりますけれども、この配布は中止させていただくといっ

たことにより減額をさせていただいております。また、マイレージ事業につ

きましては、県事業のふじのくに健康いきいきカードの配付につきましては、

従来どおり行ってまいりたいというふうに考えております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 今のマイレージですけれども、配付そのものをやめると

いうことで、各種事業にインセンティブでこれつけてやっていますよね、今

まで。それそのものは継続するということなのですか、マイレージ。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 健康マイレージカードの１枚目の達成者につきましては、従

来どおり県のふじのくに健康いきいきカード、これ各種割引が受けられるよ

うなカードになっておりますので、こちらのほうを付与することでインセン

ティブにかえられるというふうに考えております。また、２枚目以降の達成

者につきましては、事業者のご協力いただきまして、景品等を提供していた

だいております。これにつきましては、今後も事業者等に協力を仰ぎまして、

引き続き景品等を提供していただいて、達成者には抽せんで景品をお渡しす

るといったことを続けていきたいと考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ちょっと私頭があれなのですけれども、そうすると行財

政改革のこれに廃止の事務事業の幾つかの中に主なものとして入っているの

は金額は入れていないにしても。これは32万3,000円でしたっけか。その事業

は予算的にはやめるのだけれども、基本的な取り組みは今までの従来と変わ

らずにやっていくと、そういうことなのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 おっしゃるとおりです。事業自体は引き続き行ってまいりま

す。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 同じ廃止の中に先ほどヘルシーパークの割引無料券廃止
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がありましたけれども、裾野市は冠に健康文化都市という冠をつけて、その

象徴としてヘルシーパーク、お湯の事業に取り組んできていて、ヘルシーパ

ークをさらに運営していく中で少しでも利用券を多くということはきっと今

までのヘルシーの無料券の配布の事業の一つだったと思いますけれども、利

用率が20％を切っているからということで、それだけでやめるというよりも

逆に言うと利用率が低いのは利用率をもっと上げるようにしていた施策の、

それはどちらが抜けていたということではないですか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 利用率ですけれども、ここ五、六年ですけれども、やはり25％

前後を推移してきております。ヘルシーパークのこの無料利用券なのですけ

れども、実際に使われている方の傾向を見ますと、リピーターの方がほぼ利

用されているという形になっておりまして、なかなか新規の方がヘルシーパ

ークの利用をしていただけないといった状況が続いておりました。また、ヘ

ルシーパークの無料券掲載されました広報紙が出ると、広報紙、ふだんは広

報紙を要らないといっているような方がその広報紙をとりに来るといったこ

とも多々見受けられましたものですから、そういうことを鑑みまして、廃止

やむなしというふうに判断をさせていただきました。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 無料券を廃止することは、逆に言うと費用的なものは別

にしまして、ヘルシーパークの利用者をさらに少しでも多くしようという別

の考え方のような、策のようないろいろは新年度考えているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 指定管理者との話し合いの中で少しでも利用率を上げるよう

な事業を打っていこうということは話はしております。ただ、なかなかお風

呂につきましては飽和状態といったような状態でございますので、指定管理

者とはお風呂以外の部分、主にはプールの利用なのですけれども、プールの

利用率を上げていただきたいといったことで企業等にも働きかけるようにと

いう話はしております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 別の項目ですけれども、95ページに裾野赤十字関係の各

種の補助金がありますけれども、新年度は従来とはまた別の新たなメニュー

のようないろいろはこの中に入っているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 赤十字病院の補助金につきましては、前年度と同じ内容、同

じ額で計上してございます。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 
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〇委員（土屋秀明） 今までのこういう予算等の審議の中にも赤十字病院に出

している補助金に見合うだけの成果が上がっているのか、あるいは期待でき

るのかということが幾つかありましたけれども、先ほど新たなメニューはな

いということですけれども、従来の今までと同様な内容で市民が赤十字病院

をより多く使おうというような気持ちに変化を起こすようなことにできるの

でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 医療費整備の補助金につきましては、診察に必要な医療機器

等を新たに購入したりしておりますので、そういう意味では市民サービスは

十分できているのかなというふうに考えます。また、医師確保等支援事業費

ですけれども、こちらにつきましては、医師に事務補助をつけるような形で

今使っておりますけれども、これによりまして、医師への負担が少しでも減

ればその分医師も確保できるのではないかというふうに考えておりますの

で、引き続き補助を行ってまいりたいというふうに考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 94ページに新生児の聴覚、耳の検査の費用出ますけれど

も、これまだ比較的新しい事業だと思いますけれども、まずこの委託料の想

定している対象の子どもの数というのは何人ぐらいですか。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時45分 休憩 

 

                       11時46分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  健康推進課長。 

〇健康推進課長 新生児聴覚検査２種類ございまして、ＡＰＲ、こちらの検査

２４０人を、それからＯＡＥという検査につきましては、160人を見込んでお

ります。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 合わせると400人ですか。これは新生児そのものの全てを

という、そういう想定ですか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 想定としては、新生児全てに聴覚検査を行うといった形にな

ります。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 生まれてすぐの赤ちゃんの場合にはたしか耳の聴力なん
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ていうのは脳波か何かで検査するのでしょうけれども、早く病気を見つける

ことによって、要するに難聴等にならないのが早く手を打てて、全治という

か、よくなるという、そういうことなのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課課長代理。 

〇健康推進課課長代理 全治といいますか、早くに対応することによって、専

門の相談機関と連携しながらその子の療育を早く進めるということで、社会

生活がスムーズに送れるような状況を目指すという形になります。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） その検査の結果ということもあるのでしょうけれども、

扶助費に22万円載っていますけれども、これはその要するに低所得者に対し

てということですか、それとも該当する子ども全てのものがこの対象と、そ

ういうことですか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 新生児聴覚委託というのは、あくまでも委託契約をしてござ

いますので、その委託契約以外、例えば里帰り出産等された方につきまして

は、戻ってきてから申請していただくというような形で聴覚検査を行ってお

ります。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） このページの中でいいと思うのですけれども、つい先ほ

ど新生児の虐待の事件が市内でも取り沙汰されましたけれども、その際に健

康推進課のほうで訪問をしていた中でその赤ちゃんは特に異常はなかったよ

というような話だったのですけれども、生まれた子ども、あるいは妊産婦、

お母さん等の、生まれた直後等に回っている中で、多少の、これはというの

は、ちょっと正常ではないよというようなのは大体何％ぐらいあるのでしょ

うか。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時49分 休憩 

 

                       11時52分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  健康推進課課長代理。 

〇健康推進課課長代理 約１割ぐらいは気になるお母様方はいると思います。

実際には妊娠中から気になる方がおりますので、もう少し数は増えてくるか

と思います。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 
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〇委員（土屋秀明） 最後ですけれども、福祉保健会館の改修の関係ですけれ

ども、先日現場に行きまして、先ほど31年度は主に空調、現場に行ったとき

もそういう話ありましたけれども、今の福祉保健会館の中にお風呂、浴槽も

含めてですけれども、そこは改修をするような、とりあえずはそういうあれ

は過ぎているということですか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 お風呂につきましては、健康推進課の予算ではなく、社会福

祉課の予算のほうで運営をしておりますので、社会福祉課のほうで判断する

かなというふうに思います。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 先ほどの委員の質問の中でヘルシーパーク無料券の廃止、

それにかわるものは考えていないという発言でしたけれども、割引、いきな

り廃止ということでなくて、割引券を配布するとか、そういうふうな検討は

なされなかったのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 割引券のその割り引いたものをどこが負担するかというよう

な問題にもなってございます。例えばそれを指定管理者側のほうで割り引い

た分負担しますという話であればそれはそれでいいのですけれども、それに

つきましてはまた指定管理料等を見直す必要も出てまいりますので、なかな

か割引券を出すといったことはすぐにできないといった状況でございます。 

            （「暫時休憩でお願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時54分 休憩 

 

                       11時55分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） ヘルシーパークを利用してもらうということに対しての

考えはありますか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 ヘルシーパーク利用につきましては、割引券の利用等も一部

考えたのですけれども、割引券の割り引いた分を指定管理者側のほうで負担

するのか、市のほうで負担するのかという結論が出なかったものですから、

今回は見送らせていただいております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 
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  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 102ページのほうです。こちらで11節の需用費のところ

で乳がん検診用の啓発品の購入というお話がございましたですけれども、ど

のようなものを購入される予定ですか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 乳がん検診の対象者年齢が変わりました。従来対象者であっ

たものにつきましては、乳がんのセルフケアができるようにブレストケアグ

ラブ、それからリーフレット、これを送付しまして、啓発を行う予定でおり

ます。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 啓発品のことについてはわかりました。毎年行われて

いるこのがん検診の受診率という、向上に向けてやはり31年度も取り組まれ

ていかれると思いますけれども、この31年度受診率向上に関してはどのよう

なふうに進めていかれるお考えでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 受診率の向上につきましては、広報、それから街頭での啓発

等により行っておりますけれども、なかなか受診率が上がっていかないとい

ったような状況ではあります。今後なのですけれども、個別勧奨等もしてい

く必要はあるのかなといったように考えてはおります。県の政策としまして

は、一時の受診率よりは精検受診率を上げなさいというふうに言っておりま

すので、精検受診率のほうも合わせて上げていきたいというふうに考えてお

ります。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） 102ページ、負補交のところで伺います。健康アンバサダ

ー養成講座のところで、認定料がかかるということで予算化をされたという

ことですけれども、今年度初めての事業でよろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 平成30年度から始めた新しい事業になります。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） 昨年11月に多分90人定員で行われていると思うのですけ

れども、受講の数はどうだったのでしょうか。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       11時59分 休憩 
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                       11時59分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  健康推進課長。 

〇健康推進課長 受講者は、30人程度、済みません。正確な数字はちょっと今

持ってこなかったのですけれども、30人程度というふうになっております。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） この講座について、多分講師の先生なんかに来ていただ

いているのだと思うのですけれども、今後も認定料だけの負担金ということ

で事業は続けていかれるということですか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 健康アンバサダーにつきましては、認定料以外にも健康アン

バサダー通信というものを送らなければならないといったようなこともござ

いまして、それらの発行も引き続き行っていきたいというふうには考えてお

ります。 

            （「休憩でいいですか」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       12時00分 休憩 

 

                       12時00分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  健康推進課長。 

〇健康推進課長 講座の開催につきましては、予算等は必要ないというふうに

なっております。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） 96ページ、これも今年度から始まっているのだと思うの

ですが、委託料のところで産後ケア委託というところが若干金額が増えてい

ます。中身的に宿泊型のケアをするということで、市内にはそういう場所が

ないということでしたけれども、利用された方はいらっしゃったということ

でよろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 平成30年度につきましては、ショートの利用が２泊３日でご

ざいました。それからデイの利用、宿泊を伴わないものですけれども、３日

間利用がありました。 

〇委員長（杉山茂規） いいですか。 

  岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） 産婦検診委託のところがちょっと金額のほうが減ってい
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るのですが、これはその要因というのは何でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 出生数が若干減ってきているのと、産婦検診を委託以外、先

ほども申し上げましたけれども、里帰り出産等で委託した医療以外のところ

で受けた方は扶助費のほうに盛り込ませていただいております。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） 済みません。その下の扶助費については、里帰りという

ことの金額でよろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 はい、おっしゃるとおりで、こちらのほうは委託以外の医療

機関等でやられた方、受けられた方に対します扶助費、償還払いというよう

な形になります。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） 済みません。85ページで伺います。ちょっと休憩お願い

します。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       12時03分 休憩 

 

                       12時04分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ここ数年来風疹の流行している、あるいは最近はしかも

多いのですけれども、予防事業の中で予防接種で新たな変化のようなものは

この中に入っているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 先ほども少し申し上げましたけれども、風疹の予防接種につ

きましては、国の政策が出てきたのが１月以降となっておりまして、今現在

も県や国に詳細を聞いておりますけれども、まだ詳細が判明していないとい

ったような状況で、どのような形で実施するかということは決まっておりま

せん。ただ、定期予防接種化に向けて動いているのは間違いございませんの

で、行く行くは対象の年齢、抗体率の低い方につきましては、定期予防接種

化していくような形になると思います。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） インフルエンザ、今年もかなりはやりましたけれども、

ワクチンがなくて行っても接種できなかったという年寄りも結構多かったの

ですけれども、その辺は医療機関頼みで市のほうとしては何らかこういう改
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善策とかって、そういうものはないのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 ワクチンの保有数につきましては、各医療機関ごとにこちら

のほうも把握していないのは事実でございます。ただ、医療機関には厚生労

働省のほうからも通達が出ていると思いますので、その辺は医療機関のほう

である程度確保していただいているのではないかというふうに考えておりま

す。市民からの問い合わせがあった場合各医療機関のほうに問い合わせをし

まして、在庫がある医療機関のほうを随時お知らせしているといったような

状況でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はございますか。 

  増田委員。 

〇分科会外委員（増田祐二） 済みません。１点お願いします。健康増進プラ

ン、ページで言うと97ページのほうです。食育と生活習慣アンケートの調査

委託をされるのが健康増進プランの改定に伴うものだということでお話を伺

いまして、食育推進計画のほうも同年度に期間としては改定になろうかと思

います。これに向けてそのための調査をするということはわかるのですけれ

ども、現段階で動いているアクションプランと推進計画の実行に向けて31年

度は何かやられる事業というものはありますでしょうか。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       12時07分 休憩 

 

                       12時08分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  健康推進課長。 

〇健康推進課長 ５年間の計画に基づきまして、食育のほうは進めているので

すけれども、来年度につきましては、企業との連携を少し密にしていこうか

なという形で、今年度もやってございますけれども、それ以上に進めていけ

ればなというふうに考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇分科会外委員（勝又利裕） 済みません、１点だけ。行財政構造改革で次年

度以降の取り組みということで借地の解消というのがあって、これ市全体の

ことなのでしょうけれども、健康推進でもヘルシーパークと福祉保健会館持

っているのですけれども、その辺の新たな取り組みを考えていたら教えてく

ださい。 
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〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 今現在につきましては、このまま賃借を続けて行く予定でい

るのですけれども、今週末の賃借の関係課長の打ち合わせもございますので、

その辺を踏まえながらまた検討していきたいというふうに思います。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇分科会外委員（勝又利裕） ありがとうございます。よろしくお願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） 96ページの委託料に関してです。出産日以降の

検診で、規定の回数を超えた場合に今裾野市では自費分を助成ということが

やられていると思いますけれども、それは今年度で終了しますというような

広報がされているのですが、これはどういう廃止理由なのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       12時10分 休憩 

 

                       12時10分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  健康推進課長。 

〇健康推進課長 おっしゃっているのは14回を超えるものに対しての助成とい

うことでよろしいでしょうか。国の母子保健課長の通知の中で、公費負担に

当たって望ましい検診回数等が示されております。それらの国の基準に従っ

て受診した場合の回数が14回というふうになっておりますので、この基準に

合わせて上限を14回までというふうにさせていただいております。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） それでは、今まで15回はやられていたわけです

よね。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       12時11分 休憩 

 

                       12時12分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  健康推進課長。 

〇健康推進課長 14回を超えるものにつきましては、市の単独事業として補助

を行ってまいりました。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） それでも実際には金額的にはどのくらいの助成

だったのでしょうか。 
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〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       12時12分 休憩 

 

                       12時12分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

健康推進課長。 

〇健康推進課長 平成29年度で35人、金額にすると14万円になります。 

〇委員長（杉山茂規） ほかの方。３回まででもう終わりましたので。 

            （「３回まで」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） ３回まで。 

  二ノ宮委員。 

〇分科会外委員（二ノ宮善明） お願いします。97ページ、予防事業費のとこ

ろの医薬剤医療費でございます。31年度の購入品目というのがわかりますで

しょうか。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       12時13分 休憩 

 

                       12時13分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  健康推進課長。 

〇健康推進課長 期限の切れました救護所用の医薬品というものが主になりま

す。内容につきましては、専門的なもので申しわけないのですけれども、各

種薬、それから器官内に挿入するチューブ、それからあとは処理をする際の

業務用のエプロン等の購入になります。 

〇委員長（杉山茂規） 二ノ宮委員。 

〇分科会外委員（二ノ宮善明） ありがとうございます。この医薬材料費は５

年計画で充足させることになっておりまして、平成31年度は４年目になりま

すが、今ご説明があった期限切れになって廃棄するというようなものを購入

していくということは、５年計画でやっていたのですが、もう既に充足をし

ているというお考えでよろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 充足をしているというふうに考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） 84ページ、ヘルシーパークの管理運営の件です

けれども、暫時休憩お願いします。 
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〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       12時15分 休憩 

 

                       12時15分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

〇分科会外委員（井出 悟） 今市でもデータ利活用とか、エビデンスに基づ

いた政策立案というのが推進されているのですが、31年度、ヘルシーパーク

の運営に関して入場者の市内、市外の状況とか、光熱水費の状況とか、その

ような部分で何か改善を図ったりとかいうような部分はどのようになってい

ますでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 市内外の利用状況につきましては、今のところ市内外等の区

別なく入場料を取っておりますので、今のところ区別ができていない状況に

なっております。ただ、指定管理者側のほうとも今後話し合いを持たなけれ

ばならないと思いますので、市内外の入場者数がわかるような形、アンケー

トのような形をとるのかなというふうには思いますけれども、少し統計情報

をとっていきたいなというふうには考えています。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       12時16分 休憩 

 

                       12時16分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） 光熱水費のほうは、プールと温泉の部分を確認

するという部分についてはどのようになっていますでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 

〇健康推進課長 プール、それからお風呂の光熱水費の区分けにつきましては、

今現状ではなかなか難しいものがございますので、できていないといった状

況でおります。 

〇委員長（杉山茂規） 井出委員。 

〇分科会外委員（井出 悟） 特に運営をするような部分は、経営者というの

ですか、経営するという観点では光熱水費の確認をするというのが非常に大

事だと思うのですけれども、そういう部分を指定管理する以上必要ではない

かと思うのですが、その部分について、31年度どのようにするか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康推進課長。 
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〇健康推進課長 プール、お風呂の区分なく利用している光熱水費につきまし

てはデマンド等で指定管理者のほうが管理しておりますので、例えば電力が

使い過ぎているといった状況ですと、使っていないところを探して消すとか、

細かな節電対策等はしております。また、プールにつきましてもプールの温

度が下がらないようにということで、夜、夜間につきましてはシートをかけ

るなど省エネ対策等も行っておりますので、これらをもう少し推進しながら

経過を見守っていきたいというふうに考えます。 

〇委員長（杉山茂規） 賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） 済みません。１点だけ。今のヘルシーパークの

件ですが、平成31年10月に消費税の改定が見込まれていますが、利用者への

入館料の見直しを来年度中は考えていらっしゃいますか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長 消費税が引き上げられるタイミングで料金改定をまず、これ

は消費税の転嫁分は考えております。それ以外の料金の見直しについては平

成31年度に内部でまた検討してみたいと考えています。 

〇委員長（杉山茂規） 以上で分科会外委員の質疑を終わります。 

  以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はございますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の意見はございますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

  以上で健康推進課の質疑を終わります。 
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介護保険課（第１号） 

〇委員長（杉山茂規） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 23ページの先ほどご説明いただいた16款１項３目の１

節の中の介護保険低所得者保険料低減の負担金の関係です。今後何か条例で

すとか補正もというお話があったのですけれども、その辺のところもう少し

詳しくご説明願えますでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 介護保険料は、政令でその金額等が決められている部分がご

ざいます。その政令開始が今月中が予定されているというふうに連絡を受け

ております。その政令の結果をもちまして、介護保険料の料率の改定、これ

は介護保険条例で金額を定めておりますので、その条例を改正するという議

案、さらに当然ですが、その減額分に対する補填分の関係の補正予算案を同

時に出す予定でおります。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） そうしますと、時期的には６月議会とかそのぐらいの

時期になりますか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 はい。６月を予定しております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑をお受けいたします。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で、第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 
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介護保険課（第４号） 

〇委員長（杉山茂規） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） まず、済みません。基本的な、257ページで先ほども第

１号被保険者保険料の増額の件では加入者の方の増ということで、全体的に

やはり介護保険に必要とされる方々が全般的に伸びているということの予算

立てということで。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 はい、そのとおりです。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 次です。259ページです。ここの３款２項の９目、保険

者機能強化交付金、これはつい先だっての補正のほうでもちょっとお話伺っ

たのですけれども、平成30年度から始まったということで、この31年度の国

の指標といいますか、そういったものはいつごろ示されると予想されますか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 先週ですけれども、案ということで、提示がなされておりま

す。ただ、その項目が何点かというところまではまだ数字が抜けている部分

もありまして、確定はしておりませんが、国のほうはなるべく来年度早く確

定したものを出したいというふうに事務連絡では入っておりました。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） たしかいろんな項目等があったかと思いますけれども、

その示されている案の状態のものですが、何か増えているものとかの変化は

ありましたか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 新規の項目もございますし、ＰＤＣＡサイクルにのっとって

実績を問うもの等が増えているように感じております。以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 先日のご説明ですと、ポイントによって交付金が決ま

ってくるというお話をお聞きしていますので、またぜひその辺は31年度しっ

かりと進めていただきたいと思います。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 債務負担のコンビニ収納ですけれども、これは３年間ま

た向こうへ延ばすということですけれども、これを受けてコンビニ収納の手
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数料はどのくらい、１年間に何件くらいなのでしょうか。取り扱い件数は。 

            （「暫時休憩」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       13時46分 休憩 

 

                       13時47分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

   

 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 １年2,200件と見込みまして、１年間で15万円程度を３年間を

見込んでおります。以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 266ページに認定調査の関係ですけれども、ここにある賃

金は何人分ということですか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       13時47分 休憩 

 

                       13時48分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  介護保険課長。 

〇介護保険課長 現在13名の調査員がおり、件数に比例する形で支払いのほう

を見込んでおります。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 267ページの２市２町の負担金ですけれども、この割合と

いうか、２市２町の中のこの負担金の歳出根拠というのはもとから何から来

ているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 休憩願います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       13時48分 休憩 

 

                       13時49分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 
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  介護保険課長。 

〇介護保険課長 当初見込み件数で拠出をし、次年度実績に応じて精算をして

おります。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 認定審査会の委員に市内の医師も入っていると思うので

すけれども、全体の中からすると審査会の会員というか、審査会の委員のメ

ンバーの何割ぐらいが裾野市に居住しているというか、市内にある医療機関

から行っているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 現在資料を持ち合わせておりませんので、後ほど調べて回答

するということでよろしいでしょうか。 

            （「いや、休憩でいいです」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       13時49分 休憩 

 

                       13時50分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  介護保険課長。 

〇介護保険課長 医師の内訳につきましては、医師会のほうで調整をしており

ます。その部分につきましては、人口等を勘案して医師会のほうで割り振っ

ているというふうに聞いております。以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 介護給付費の特徴として、裾野市の場合には他の１市２

町に比べてちょっとこんな特徴があるとかって、そういうものってあるので

しょうか。 

            （「暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       13時51分 休憩 

 

                       13時53分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  介護保険課長。 

〇介護保険課長 県の平均と比較しますと、訪問系が少なく通所系が多いとい

う特徴があります。また、単独世帯も県平均よりかなり低くなっていること

から、在宅でどなたかいらっしゃってサービスをうまく使っているというふ

うに考えております。以上です。 
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〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 特養を初めとして、施設の入所、あるいは利用希望者の

今はかなり充足をされているということなのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       13時53分 休憩 

 

                       13時54分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  介護保険課長。 

〇介護保険課長 給付実績から見ますと、ほぼ同程度の人数の方が施設サービ

スを利用されております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） そうすると、特養が部屋そのものが空いているところが

多いような話、多いというか、そんな話を聞くのですけれども、実態として

は市内の特養の施設はフルでなくてかなり空いているというところも多いの

でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 市内施設ですと、11月に初めて待機者が出たというような施

設もあったというふうに聞いておりますが、現在のところある程度やはり待

つというふうに聞いております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかにいかがでしょうか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） お願いします。確認だけ。予算の中で265ページの一般管

理費の13委託料なのですけれども、法改正対応システム改修委託というのが

30年度当初よりちょっと減額になっているのですけれども、その理由という

のは何かありますか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       13時56分 休憩 

 

                       13時56分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  介護保険課長。 



119 

 

〇介護保険課長 新年度は、今年度ほど大規模な改修が見込まれないため金額

が低くなっております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 同じような質疑で済みません。その下の使用料及び賃借

料で、これも削減なのですけれども、使用料というのが160万強あったのが今

年度、31年度はこれ廃止なのですか、もうなくなった、何かなくなったので

しょうか。 

            （「暫時休憩」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       13時57分 休憩 

 

                       13時57分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  介護保険課長。 

〇介護保険課長 14節にもっておりました庁内のコンピューターの使用料が、

財政のほうから統一的な取り扱いということで19節に動かすように指示があ

ったため金額が変更になっております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 19節の電算利用負担金2,004万4,000円の中に折り込まれ

たという認識でよろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 電算利用負担金が最初は14節のものが19節から支出するとい

うことになりましたので、この負担金をつけかえたものになります。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 済みません。初歩的かもしれない。これは節が変わると

いうのは何か理由があるのです。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 節はそれぞれ、それにふさわしい支出内容ごとに節が分かれ

ております。今まで14節に載せていたのですけれども、ほかの会計等では19

節のほうが支出するというような例があったものですから、財政のほうが統

一的な扱いをしてくださいということで19節のほうに移したものです。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 271ページの介護予防ケアマネジメント事業費ということ

で予算がありますけれども、これはケアマネに対するものなのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 
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〇介護保険課長 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターがやる

ことになっておりますので、包括支援センターに支払いをするものになりま

す。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 介護をされる方、それぞれ認知度も違えば、いろんな状

況がありますけれども、それを一番把握しているのはケアマネかなという感

じがするのですけれども、その人に合った利用計画というのを立てるかと思

います。ですけれども、いろいろと日々介護の技術だとか、補助具だとかい

ろんなものが進化する中で、ケアマネに対してそういった情報提供するなり、

講習会をするなり、そういった費用というのはあるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 地域調整会議という関係事業者等が集まる会議がありまし

て、そこでさまざまな研修をしております。ただ、それは予算のかからない

形でやっておりますので、この予算書等には計上されておりません。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） 273ページ、負補交の認知症初期支援集中チーム員研修負

担金というのは新たに入ってきているのではないかと思うのですけれども、

この中身は何でしょう。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 法でこの集中チームをやることが義務づけられております。

このチーム員には必修の研修がございます。その研修の負担金になります。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） 集中チームになられる方というのはどういう方なのでし

ょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 現在一定の研修等を受けたサポート医という医師が１名、そ

れから包括支援センターの職員が１名、あと市の保健師が１名、これが各包

括ごとに２チーム現在置かれております。人事異動等のため保健師が異動し

たことも予想されますので、研修費用を掲載しております。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 介護施設、先ほどもちょっと答弁にありましたけれども、

市内、市外でも結構増えてきているということで、介護施設ができてきてい

るかと思うのですけれども、その介護施設がちゃんと運営されていて、利用

者がそのサービスを十分に受けているかどうかと、そういったことを市のほ

うで調査なり指導なり、そういったことってされているのでしょうか。 
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〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 市の指定権限がある事業所については当然立ち入り指導をす

る義務が市のほうにあるものですから、県の立ち入り等とあわせて指導をし

ております。また、それ以外にも介護保険サービスにつきましては、市内全

施設につきまして相談員の派遣事業というのを行っております。おおむね３

カ月に１度なのですけれども、２名の調査員が訪問して、実際に利用者とお

話を聞いたり、事業者とその利用者の間の橋渡し役などを務めております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはありますでしょうか。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 予算書で言いますと、272ページの13節の委託料のとこ

ろに市としていろんな介護予防の関係の委託の項目が上がっているのですけ

れども、介護保険課として平成31年度介護予防の事業をどのような工夫とい

いますか、新たにこういったことを取り組むといったものはありますでしょ

うか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時05分 休憩 

 

                       14時06分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  介護保険課長。 

〇介護保険課長 高齢者を外に連れ出すような政策を中心に考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） そうやって目指されていることはわかりました。その

ことを可能にするために、例えば地域の方の参加、そういったことが必要に

なってくる場合もあると思うのですが、そういうことに対しての働きかけと

いうことに対してはどう取り組まれますか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 先ほど言いました、例えばラジオ体操、ああいうものをきっ

かけに一つはやっていきたい。それから、あとサロンにつきましても新規の

立ちあげの支援なんかもしておりますので、そういう形でいろいろな面で地

区の方の力もかりながらやっていきたいというふうに考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） 272ページ、委託料のところで運動教室の委託料のほうが

かなり減額になっていると思うのですが、その要因を教えてください。 
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〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 まず、とにかく安くしてくださいというお願いを事業者には

しております。それから、一部他の、例えば保健師がかわりにやるとか、日

赤さんの人材を活用する等で仕様の見直し等も進めております。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） そうしますと、教室の数、開催の数なんかは減らしたい

わけではないということでよろしいでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 今年度と同じように４コースを計画しております。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） 267ページで伺います。認定審査会のところですけれども、

かなりの数が増えるのではないかと思うのですけれども、何件ぐらいを予想

しているのでしょう。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 現在1,800弱程度の認定者がおります。ただ、委員のほうは、

例えば１回幾らという単価になっておりますので、そこで１件審査しようが

20件審査しようが経費は同じということで、それを頭、件数割で精算という

ことになります。そういうような関係で件数とはちょっと比例しないのです

けれども、審査会事務局で予測をしたところこの程度ということで支払いの

ほうを組んでおります。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） 平成29年度のときに１万5,000件程度という数字を聞いて

いるのですが、この数字というのは年間でということになっていたのでしょ

うか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 恐らくで申しわけないのですけれども、審査会全体での件数

ではないかというふうに考えます。 

〇委員長（杉山茂規） よろしいですか。 

            （「はい」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） ほかはよろしいですか。 

  それでは、以上で委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑はございますか。 

  中村議員。 

〇分科会外委員（中村純也） 273ページ、包括支援事業の委託料なのですけれ

ども、在宅医療・介護連携相談窓口を31年度どういう体制で行こうとしてい

るのかお聞かせください。 
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  暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時11分 休憩 

 

                       14時11分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  介護保険課長。 

〇介護保険課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時11分 休憩 

 

                       14時12分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  介護保険課長。 

〇介護保険課長 同じ体制でおります。そのため非課税ということでしたので、

250万で見積もって委託用として計上してございます。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） 先ほど消費税の増税に対応して低所得者の方の

保険料の軽減対策は拡充されるというお話がありましたけれども、その内容

はどのような形に、今のところ。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 現在の第１段階だけではなく、第２段階、第３段階の非課税

世帯に拡充します。また、料率も今よりも低い料率で済むような内容になっ

ております。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） それでは対象の方も増えて、額もそれなりにア

ップするということでよろしいでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 はい、そのとおりです。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） 今福祉センター佐野に裾野包括支援センターが

ありますけれども、センターの解体という問題が出てきておりますけれども、

それに対して、31年度はどのような取り組みをされますでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 富岳会さんのほうからは、自己の施設の利用も考えていると
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いうふうなお話を伺っている状況です。 

〇委員長（杉山茂規） ほかの方。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 273ページ、さっき出た地域包括支援センターで

すけれども、地域包括支援センターに関する何かいろいろ国の資料とか見る

と、介護保険だけではないイメージなのですが、裾野は介護保険に特化して

いるような気がするのですけれども、そんなことないですか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 当然65歳以上の方でしたら、事由は問いませんので、そうい

う部分も対応しますし、また当然障がいのほうとも連携を取って仕事は逆に

しなければならないというふうに考えておりますので、障害に関する勉強会

等も実施したりなどレベルアップを図っているところです。 

〇委員長（杉山茂規） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） その障害に関してはこの運営委託で丸投げして

しまっているので、予算の使い方というところで介護のほうに偏っているよ

うな気がするのですけれども、そんなことないですか。 

〇委員長（杉山茂規） 介護保険課長。 

〇介護保険課長 介護保険の包括支援センターですので、当然介護が中心に動

いていることは間違いございません。 

〇委員長（杉山茂規） 以上で分科会外委員の質疑を終わりといたします。 

  以上で第４号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第４号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はございますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の意見はございますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で第４号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

  以上で介護保険課の質疑を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

                       14時16分 休憩 

 

                       14時24分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 
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国保年金課（第１号） 

〇委員長（杉山茂規） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 79ページに国保の特会への繰出金がありますけれども、

先ほど説明を受けたと思いますけれども、前年度に比べて2,200万円ほど下が

っていますけれども、これは理由は何でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時39分 休憩 

 

                       14時40分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  国保年金課長。 

〇国保年金課長 事業費の見直しをしまして、保険事業とかそういったものを

見直しのほうさせていただいて、減額という形になっております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 行財政改革の中で一般会計からの繰出金が減るという額

が最初の計画に比べると当初、当初というか最初の提案のとき700万円だった

のが、結果的には約1,600万円削減ですけれども、これはまた次のところでお

話があるということなのでしょうか。なぜ削減が多くなったのかなという。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 計画では３年でというお話で2,100万という形だったのです

けれども、１年ずつ700万円という形で計画はしているのですけれども、でき

ることはできるだけ縮小しようということで、1,600万という形になりまし

た。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 一般会計から繰り出して、特別会計が繰り入れで受ける

話ですから、出すほうが出す額を減らすと、今度受けるほうの額が少なくな

るわけです、国保の。受けられるということはどういう事業の仕組みなので

しょうけれども、特別会計の事業の中の事業見直しでかかる経費が少なくで

きるという、そういうことですか。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 見直しをして、その他一般会計の繰入金を見直し、保険事業

とかそういうものをもう一度見直して、作成のほうさせていただきました。 
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〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 予算書だと103ページの19節の負担金なのですけれども、

これは広域連合のほうからの算定といいますか、そういった金額で載ってい

るという理解でよろしかったでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 はい、国保連合会からの通知によって作成のほうしてありま

す。 

  発言を訂正します。広域連合からになります。済みません。 

〇委員長（杉山茂規） ここで一旦暫時休憩をさせていただきます。２時46分

黙祷ということで、済みません。ちょっと時間ありますけれども。 

                       14時43分 休憩 

 

                       14時47分 再開 

〇委員長（杉山茂規） それでは、再開いたします。 

  質疑はありますでしょうか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で委員の質疑を終わります。 

  次に、分科会外委員の質疑をお受けいたします。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の質疑を終わります。 

  以上で、第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

 

国保年金課（第２号） 

〇委員長（杉山茂規） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 217ページです。済みません。暫時休憩してください。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 
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                       15時03分 休憩 

 

                       15時05分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 217ページの雑入のところなのですけれども、こちらの

診療分の期間からまたずれるという意味だと思いますけれども、なぜこの収

入が雑入で取り扱われるのかというのがちょっと。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 こちらのほうが出納整理期間の決定が４月になるということ

で、次年度になるということで、31年度、そこに入るものはどこに入るかと

いうと県のほうから雑入に入れなさいという指示というか、連絡があったも

のですから、雑入のほうに入れるような形にします。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） そうすると確認させていただくと、県の指示でこのよ

うな歳入項目は雑入ということでよろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 はい、そうです。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 少し戻っていただいて、215ページのところです。ここ

で、７款１項１目の１節の説明のほうなのですけれども、医療給付費分と後

期高齢者支援金分、それぞれ30年度までは退職の項目もそれぞれあったので

すけれども、これをなくした理由を教えてください。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 30年度は医療給付費分ということで退職の医療給付費分

1,000円と、あと退職後期高齢者支援分1,000円という形の科目設置という形

でありました。ここが30年度から新しく変わったということで、つくるのに

退職分が該当するという形ではつくったのですけれども、実際上この基盤安

定というのは、一般被保険者のみが該当になりますので、退職分は該当には

ならないということで、昨年は科目設置という形で頭出しのほうはさせてい

ただいたのですけれども、１年間やって該当ではないということで削除のほ

うさせていただきました。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） そうすると実績で使用する、この項目に当たるものが

なかったという、そういうことでよろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 
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〇国保年金課長 はい、そうです。 

〇委員長（杉山茂規） では、勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 国民健康保険の被保険者が減少しているということで、

予算的にも減少していると思うのですけれども、この減少傾向というのは今

年だけではなくて、年々そのような傾向にあるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 やはり国民健康保険は、移動が転入、転出とか社会保険に加

入したということで結構多いです。やはり今一番多いのが75歳になりますと

後期高齢者医療保険のほうに自動的に移ってしまうものですから、年々少な

くなってくるような状況でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 裾野市の人口減少との関係というのもあるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 それまで精査したことはないのですけれども、人口自体は減

っていますので、多少は影響はあると思われます。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 少し説明はされたのですけれども、ちょっと理解が進

まなかったもので、216ページの財政調整基金繰入金、これは今年は項目立て

にしたというその理由は何でしょうか。項目立てだけにしたという。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 財政調整基金繰入金でよろしいでしょうか。 

〇委員（三富美代子） はい。 

〇国保年金課長 こちらが昨年度は、歳出を賄うため歳入で国保の財政調整基

金のほうを取り崩すという形で1,000万円をこちらのほうに入れてあります。 

            （「暫時休憩してください」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時12分 休憩 

 

                       15時12分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  国保年金課長。 

〇国保年金課長 今年度は、1,000円という形で計上のほうしているのですけれ

ども、財政調整基金のほうは使用しないということで予算のほうは作成させ

ていただきました。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） そうしますと、国保の財政的に賄えるという予想のも
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とでということの理解でよろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 はい、賄えるという形でつくらさせていただきました。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 済みません。別のほうです。214ページ、５款２項１目

の財政安定掛金支出金、こちらのほうも少し先ほど説明はあったのですけれ

ども、前年が約1,400万ぐらいの予算立てで、31年度はこれはこれも項目立て

ということの、なぜそうなったかということ。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       15時13分 休憩 

 

                       15時14分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  国保年金課長。 

〇国保年金課長 昨年度は、県のほうから借り入れるという形で予算のほうつ

くらさせていただいたのですけれども、31年度は県から借りることなく財政

運営ができるということで、科目設置にしてあります。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 全体的に被保険者は減少、減少と、先ほどもちょっと質

疑出ましたけれども、具体の数字からすると過去何人だったのが今回の見込

みで何人だとかという数字で教えてください。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       15時15分 休憩 

 

                       15時15分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  国保年金課長。 

〇国保年金課長 予算をつくるときには１万3,000人で予算のほう、１万300で

す。済みません。１万300人でつくってあります。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 31年度予算は１万300人を見込んでということですけれど
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も、その前は。減少しているということですから、前はどのぐらいの数が１

万300人に変化するのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時16分 休憩 

 

                       15時16分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  国保年金課長。 

〇国保年金課長 昨年の予算をつくるときの、済みません。現人数ということ

で、１万580人です。その減少を見ながら31年度予算を出させてもらいました。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） はい、どうも。 

  収入も被保険者が少なくなることによって見込みも減額していますけれど

も、出すほうの医療費関係もすごく減ってきている、それが行財政改革の見

直しの一般会計からの繰入金のところには同様の理由で減るということなの

でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       15時17分 休憩 

 

                       15時18分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  国保年金課係長。 

〇国保年金課係長 被保険者数が減ったことが繰入金として影響するものとし

ては基盤安定繰入金は被保険者数の減少にかかわってきます。事業見直しを

した部分と、内容を精査することで金額を減らしたのが事務費繰入金とその

他一般会計繰入金です。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） そうすると、今の事務費繰入金2,312万1,000円ですけれ

ども、見直しをした結果というのですけれども、中身としてどういうものを

見直しをして、その結果2,312万1,000円に幾らから下がったということなの

でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時19分 休憩 
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                       15時20分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  国保年金課長。 

〇国保年金課長 事務費繰入金は、180万円ほどを見込んでおります。一般消耗

品などの減になります。あと、その他一般会計繰入金は大体1,700万ほど、こ

ちらのほうは事業見直し、もしくは検診の数を精査のほうさせていただきま

した。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 30年度から保険者が県になってくるのですけれども、県

への出す負担金と別に今の事業見直しそのものは市独自でということでよろ

しいのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 はい、市独自でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 数字ちょっとあれなのですけれども、今回国保税の限度

額が改正の今条例がもう既に可決されましたけれども、その保険者が県にな

ったのですけれども、収入源の税は各市、町がということでやっていますが、

要するにサービスそのものは県で一律とこまでいかないのでしょうけれど

も、基本的にはほぼ同様のサービスだというときに国保の加入者が出す税そ

のものがアンバランスだとおかしいと思うのですけれども、今裾野市はほか

の県下で見ますと、国保税という税の負担の度合いからするとどの辺になる

というか、なんかそういう資料のようなものって、分析したものありますか。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時22分 休憩 

 

                       15時23分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  国保年金課長。 

〇国保年金課長 負担方式とか、そういう部分は確認のほうはしてありますけ

れども、全体としては確認のほうはしておりません。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 前からも言われていますけれども、例えば保険税の中の
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資産割、固定資産をもとにしてというところ、隣の三島市の場合には資産割

はたしかないというような、極端に行くと、ように、大きく市、町によって

違うのかもしれませんから、それは少なくとも新年度でということにはいか

ないのでしょうけれども、これからの中ではサービスに見合う負担というこ

とに取り組んでもらいたいというふうに思います。 

  最後に１つです。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 217ページの雑入、先ほども委員からもちょっとあります

けれども、質疑が、２月診療分が決まるまでの間に歳出のほうで3,000万円で

したっけか、それをある程度見込みで出しますよという、ですからこの２月、

31年の２月の診療の分については今回の予算のこの3,000万円を新年度にな

ったら仮の形で出すよ、そういうことですか。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 30年度でお金のほうは支払います。支払って決定してから、

概算で払うものですから、決定分を雑入として国保連合会から入るような形

になります。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） そうすると、雑入の3,010万3,000円というのは、これは

確定値が入るということでそういうことなのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 いえ、確定値ではなく、見込みで払った分から確定分を引い

た差額分が入ってくるような形になります。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       15時26分 休憩 

 

                       15時31分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  国保年金課長。 

〇国保年金課長 まず、確定値ではございません。雑入の中に２月診療分保険

給付費返還金3,000万円と、あとその他雑入が10万3,000円入っております。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） ないようですので、委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑をお受けいたします。 

  小林議員。 
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〇分科会外委員（小林 俊） 済みません。委員長、この４ページの資料の国

保の、３ページ目のところでちょっと聞きたいのですけれども、国保税は10

億7,000万、約11億入ってきて、県の支出金は31億ありますよね。給付費が30

億あって、国保事業納付金というのが13億あるのですが、ここの出て、入っ

たりする関係をちょっと説明してもらえませんか。どこから来てどう行くの

か。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 まず歳入の部分、国民健康保険税は歳出の国民健康保険事業

納付金のほうに全額充てられます。それ以外にも県支出金等を充てて納付金

のほうを払うような形になります。 

  以上です。 

〇分科会外委員（小林 俊） それで。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時34分 休憩 

 

                       15時35分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  国保年金課長。 

〇国保年金課長 国民健康保険税が納付金に直接いきます。足りない部分は県

支出金等で補っております。あとは、県支出金のほうから歳出の保険給付費

等をお支払いのほうをしております。 

〇委員長（杉山茂規） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 212ページの国保税10億7,000万あります。これ

って国保税を取れた分、取れたというか入ってくる分をこのような項目に分

けたということであって、取るほうの、例えば均等割だとか、４種類ありま

すよね、それで言うとどういうことになるのですか。その数値ってあります

よね。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時37分 休憩 

 

                       15時37分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  国保年金課長。 

〇国保年金課長 賦課方式の４方式というのがあるのですけれども、そちらの

ほうこの予算をつくるのにそちらのほうではなく、１人当たりの金額と、あ

とその人数と、あと収納率を掛けて予算のほうを作成してあります。 
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〇委員長（杉山茂規） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） １人当たりの金額というのは、少なくとも過年

度分か何かでそういう積み上げをしてみて決まる額ですよね。それ積み上げ

がないと、１人当たりの金額ってどうやって決まるのですか。平均的な値。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 現年、過年で分けてありますので、現年分、過年分という形

に分けて作成のほうしています。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） 滞納世帯に対しての督促事業というのも今年度

も取り組まれておりますけれども、その中で18歳以下の子どものいる世帯の

滞納というのはありますか。どんな状態でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 あるとは思うのですけれども、済みません。詳しいことはち

ょっと税務課のほうに、滞納額というのはちょっと税務課のほうになるので

すけれども、やっぱりあることはあります。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） ずっと、全国自治会で子どもに係る均等割を軽

減措置をしたらどうかというような要望もずっとされていまして、それらに

関して、31年度の中で裾野市の国保のほうで何か考えられたようなこととい

う部分はありますか。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 31年度に関しては特にございません。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） 静岡県のほうでも均等割の軽減は、市の条例で

独自に対応できるよというような話もあるみたいなのですけれども、その辺

でどうでしょうか、そのことについては。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 現段階では検討のほうはしておりません。 

            （「委員長」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） ３回目なので、済みません。 

  ほかは。 

  土屋主久委員。 

〇分科会外委員（土屋主久） 先ほど小林議員のほうから収納関係のお話が出

ました。212ページで見れば医療給付費分、滞納繰越分とかという形で3,000

万とかという形であるのですけれども、これってこれ予算たぶん国民健康保



135 

 

険税の現年分と滞納繰り越し分ということで、収納率についてはそれぞれ多

分29年度の実績を見て、30年度の今の状況で、それからの見込みをして予算

組んであると思うのですけれども、現年、過年の収納率、どのぐらいで予算

編成したのか、お伺いしたいと思います。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時41分 休憩 

 

                       15時42分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  国保年金課長。 

〇国保年金課長 現年分は徴収率93％で計算のほうしてあります。滞繰分に関

しては今までの実績等を見ながら作成のほうしてあります。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋主久委員。 

〇分科会外委員（土屋主久） いずれにしてもこれ数字の世界ですので、滞繰

についても、例えば20.何％とか、多分そういう形での予算編成をしてあるの

ではないかと思うのですけれども。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 おおよそ20％、約20％で作成のほうしてあります。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋主久委員。 

〇分科会外委員（土屋主久） 関連するかどうかわからないのですけれども、

214ページに、先ほど説明があったと思うのですけれども、保険者努力支援分

ってありますよね。ここって多分その辺も含まれているのかなと、項目をど

んなものが含まれてどこを頑張ると交付金が金額を増えるのかという形ちょ

っと知りたいので、項目ちょっと教えていただけるとありがたいです。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 保険者努力支援分、一部ですけれども、保険者努力支援分と

いたしまして、特定健診の検診率によって変わってきます。あと、国民健康

保険税の収納率、あと国民健康保険だけではなく、健康推進課が実施してお

ります歯周病検診、あとマイレージなどが該当になります。下の特別調整交

付金分になるのですけれども、こちらのほうは特定健診未受診者対策事業と

いいまして、特定健診を３年間受診していない方に勧奨するということの事

業をやっております。あと、重症化予防、こちらのほうは…… 

〇分科会外委員（土屋主久） 細かいところはいいです。また…… 

〇国保年金課長 済みません。あと、非自発的減免ということで会社を自分の
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意思ではなく退職したという方の減免になります。都道府県繰入金２号分と

いうのがこれは県の運営方針に該当するものでございまして、24時間電話相

談とか、医療費通知、高齢者受給者交付会などが該当になります。 

〇委員長（杉山茂規） ほかは。 

            （「委員長」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） もう３回終わりましたね。 

            （「わかりました。ありがとうございました」の声

あり） 

〇委員長（杉山茂規） それでは、以上で分科会外委員の質疑を終わります。 

  以上で第２号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第２号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はございますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の意見はございますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で第２号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

 

国保年金課（第３号） 

〇委員長（杉山茂規） 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 被保険者が国保の場合には減少しているということで、

後期高齢者は増えているということですけれども、何人ほど見込んでいるの

でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 6,157人です。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） １年とか２年前でわかる数字がありましたら、どの程度

増えているかというの、それをちょっと数字を教えてもらえますか、何人か。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時50分 休憩 

 

                       15時50分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  国保年金課長。 
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〇国保年金課長 ちょっと前はわからないのですけれども、約１年後、この３

月８日なのですけれども、大体6,411人です。 

            （「ちょっと休憩で」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       15時51分 休憩 

 

                       15時52分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  国保年金課長。 

〇国保年金課長 予算で見込んでいるのが6,157名でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時53分 休憩 

 

                       15時55分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  国保年金課長。 

〇国保年金課長 予算を当初つくるベースといたしまして、当初の人数は４月

１日現在で6,157名、それから31年度予算をつくるに当たりまして、6,400人

程度で予算のほうつくらさせていただいております。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇委員（岩井良枝） 31年度予算は、6,400人程度で見込んでいらっしゃって、

３月８日の時点で6,411人というお話だったのですけれども、そうすると31年

度の予算のところではもう全然足りなくなっているという判断でいいのでし

ょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 まだ今後増えるのですけれども、マックス増えるのではなく、

高齢者の方がいらっしゃるものですから、変な話お亡くなりになったりして、

減少することはないとは思うのですけれども、多少のぶれはあると思います

ので、その辺は予算内で対応できると思っております。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 6,400人で見込んでおりますが、その中での予算で対応できる

と思っております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 済みません。収入の税が1,300万、これ被保険者が増とい

うことで、今度出すほうの、歳出のほうの納付金がほぼ同額の1,300万円増や

しているのですけれども、これも収入と同じ理由で歳出を見込んでいるとい
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うことでしょうか。別の要因というのはあるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 保険料が増えたことにより納付金も増えるという形の部分で

す。同じです。特にはございません。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑をお受けいたします。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 保険料ですけれども、245ページの特別徴収と普

通徴収の内訳わかりますか、4,600人で。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時58分 休憩 

 

                       15時59分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  国保年金課長。 

〇国保年金課長 特別徴収保険料は61％です。普通徴収が39％になります。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） そうすると、１人当たりの保険料の額で言うと、

結構７万円とかそういう額になるのですけれども、戻って申しわけない、国

保税は10万ちょっとなのですよね、１人当たりで言うと。１万で10億だから。

こっちは、５億円で6,000人なのだけれども、７万ぐらいになるので、それっ

てこの年金生活をしている人にとって負担になっているという話はないの。

もう決められているからしようがない。 

〇委員長（杉山茂規） 国保年金課長。 

〇国保年金課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       16時00分 休憩 

 

                       16時00分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  国保年金課長。 
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〇国保年金課長 後期高齢者医療保険と国民健康保険のまず大きな違いと言い

ますと、賦課方式の違いがございます。国民健康保険は４方式で、後期高齢

者医療保険のほうは２方式という形なものですから、そこの部分、率はやっ

ぱり違うのですけれども、後期高齢は均等割と所得割という２つの部分にな

っております。こちらのほう後期高齢は静岡県内同一の率なものですから、

変な話どこへ行っても一緒という形です。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） その賦課方式が違うということが年金生活者７

万5,000円で、国保は10万ちょっとだということがそれでいいということの理

由づけになっているのですか、それとももう決まってなるからしようがない

という、そういう話ですか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       16時01分 休憩 

 

                       15時03分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  国保年金課長。 

〇国保年金課長 国民健康保険は、条例によって決まっております。後期高齢

も条例で決まっているものですから、変な話動かしようがないというか、条

例に沿って賦課等をしております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で分科会外委員の質疑を終わります。 

  以上で、第３号議案に関する質疑を終わります。 

  これより第３号議案について意見を伺います。賛否に関する意見はありま

せんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で第３号議案に関する意見を終わります。 

  以上で国保年金課の質疑を終わります。 

  以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  これをもって散会いたします。 

 

                       16時04分 閉会 
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裾野市議会予算決算委員会 厚生文教分科会 平成31年３月12日（火） 

 

                       ９時00分 開会 

 

〇委員長（杉山茂規） おはようございます。ただいまから本日の会議を開き

ます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりであります。 

  審査の方法は、昨日と同様に当局の説明を求めてから質疑に入ります。発

言の際には録音の関係上必ずマイクをご使用願います。 

先日に引き続き健康福祉部関係の審査を行います。 

 

保育課 

〇委員長（杉山茂規） 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） エアコン工事の説明があったのですけれども、89ページ

のエアコン工事というのは保育園でよろしいでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 89ページのものについては、こちらは保育園のものでございます。

保育園の予算になりますので、保育園の費用となります。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 保育園の場所と台数というのはわかりますか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 こちらの金額になりますので、一応今予定しておりますのが、東

と深良ということで予定しております。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       ９時55分 休憩 

 

                       ９時55分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  保育課長。 

〇保育課長 東保育園が１台、深良保育園が２台ということで計画しておりま

す。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 同じくエアコン工事で172ページ、こちらは幼稚園かと思

うのですけれども、同じようにちょっとお願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 
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〇保育課長 こちらは幼稚園費でございます。いずみ幼稚園、こちらを２台交

換をする予定でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） この工事は今年の夏までに間に合う工事なのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 それを目標にやっていきたいと思っております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 済みません。よろしくお願いします。ちょっと歳入のと

ころで、21ページの…… 

〇委員長（杉山茂規） もう少しマイクを、ちょっと近づけてもらっていいで

すか。 

〇委員（浅田基行） よろしいでしょうか。15款１項の３目、民生使用料の２

節のところで、保育所使用料が昨年の当初予算に比べて金額が上がっていま

す。ご説明の中で多子の制限、何か抑えるという意味合いですか、制限とい

う、このところもう一度ご説明お願いできますか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 時限的に実施しておりました、東部のこのエリアでやっていまし

た多子軽減を拡大して実施するというものを国の基準に基づいてもとに戻す

というようなところの数値による増ということでご理解ください。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 済みません。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       ９時57分 休憩 

 

                       ９時58分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  ほかはいかがでしょうか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 済みません。88ページの歳出のところでございます。子

ども保育総務費で、31年度13節の委託料のところ、第２期子ども・子育て支

援事業の計画を策定ということなのですけれども、こちら、31年度新たに予

算取っているということで、これ次の計画の話だと思うのですが、この辺も

う一度ご説明お願いできますか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 こちらにつきましては、法定の計画でございまして、来年が策定
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年というようなところのものになります。こちらの計画については、ニーズ

を把握した上で施設の整備等を実施をしていく、何らかの形で量の確保、受

け入れ側の確保をしなければならないというような計画を練るものでござい

ます。今年度補正予算で通させていただきまして、ニーズの部分の調査は現

在進行しております。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） これは期間といいますか、１期というのは31年度、来年

度という形でしたっけ。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 第１期の計画につきましては、27から31年度の分でございます。

来年度は１期の期間中であるのですけれども、２期に向けて来年度計画を策

定するということで、５年ずつの見直しをどんどんしていくというようなス

パンで国のほうは制度設計しております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 済みません。先ほどいただいた職員の人数の資料の

ほうでちょっと伺います。細かいことは、来年度のことについてはまだお話

ができないということも伺っているのですが、全体でいいのですけれども、

正規職員、また臨時職員の方の定数、必要な人数は何人になるのか、その合

計のところで教えていただければと思います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時01分 休憩 

 

                       10時02分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  保育課長。 

〇保育課長 先ほど説明しました全体の人数が必要とする人数とご理解いただ

きたいと思います。正規職員と臨時職員の配置につきましては諸事情あるの

で、そちらについては総計で何人ということでご理解いただきたいと思いま

す。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 済みません。そこに出ている88人は、昨年の４月１

日現在でいらした人数だと思うのですけれども、それで間違いないでしょう

か。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援監。 
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〇子育て支援監 88人につきましては年度当初の人事異動の数字から拾ってき

ておりますので、その人数に間違いはございません。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） それでは88人、昨年いらしたのですけれども、定数

としては何人足りなかったのでしょう。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援監。 

〇子育て支援監 ちょっと休憩で。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時03分 休憩 

 

                       10時04分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  子育て支援監。 

〇子育て支援監 定数という話でございます。定数にはいろんな考え方、条例

上の定数等々ございますけれども、必要な人数ということで言えば、昨年30

年度、少ない人数ながら何とかやってきたということがございますので、定

数というか、園運営に支障がない定数で行ったということでございます。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょう。 

  岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 今のことで休憩でいいですので、今…… 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時04分 休憩 

 

                       10時05分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） それでは、昨年は正規の職員さんの給料のところで

40人分が出ていました。今年37人分になったという要因は何だったのでしょ

うか。 

            （「どっちですか」の声あり） 

〇副委員長（岩井良枝） ごめんなさい。88ページです。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時06分 休憩 

 

                       10時09分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 



144 

 

  子育て支援監。 

〇子育て支援監 給与等は、例えば２節、３節、４節給与、それから手当、共

済、賃金につきましては、所管が人事課の管轄になりますので、こちらで全

てを把握しているわけではございませんので、そちらでお聞きしていただく

のがいいと思います。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 88ページ、13委託料のところで伺います。先ほどニ

ーズの調査を今しているというお話でしたが、以前にお話しいただいた未就

園児家庭のアンケートがそのニーズ調査に当たっているということでよろし

いでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 未就園児を対象とした調査、それから就学後の小学生を対象とし

た調査等がございまして、そちらが今回の子ども・子育て支援事業の前段と

なるニーズ調査というようなところでご理解いただきたいです。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 89ページで伺います。病後児保育事業の委託が若干

上がっているのですけれども、これについては人数が増えるということでし

ょうか。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       10時10分 休憩 

 

                       10時11分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  保育課長。 

〇保育課長 箇所数については増えておりませんが、単価の変更によるもので

ございます。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） ３カ所でよろしかったでしょうか。２カ所。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 ２カ所でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 病後児保育、市が委託をしているのですが、つまり

その園に通っていない子どもたちを通える状況というのをつくっていかない

といけないのだと思うのですけれども、その辺今まで確認をされていないよ
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うなのですが、ちょっと園外からの子どもたちの状況についても今後確認を

していただきたいと思うのですが、その辺についてはいかがでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 そのようにさせていただきたいと思います。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 今年なんか半年ほど１園で受け入れができなかった

というお話がありましたが、来年度についてはそちらのほうも解消をしたと

いう確認をされているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 現在は、人員が配置されておりますので運営できております。今

後もこの状況が継続することを説明に願う限りでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 90ページで伺います。認証保育所制度事業費助成金

が削減をされるということですが、補助の実態から削減ということなのです

が、その中身について伺います。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 昨年、その前も800万円であったのですが、昨年というか、30年度

当初予算については、就園費の、保育料の負担軽減ということで市で徴収す

る金額と同等の額まで下げる分を負担しますということで考えていたわけな

のですけれども、実際それと同等もしくは、金額が低い金額で運営がされて

いたために今回その支払いの実態がなかったというところでありますので、

もとの金額に戻させていただいたというところでございます。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 歳入、35ページ…… 

〇委員長（杉山茂規） 済みません。マイクをもう少し。 

〇委員（土屋秀明） 民生費の雑入で認証保育所の返還ですけれども、180万円、

これはあと何年度残っているのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       10時14分 休憩 

 

                       10時15分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  保育課長。 

〇保育課長 そちらにつきましては、後ほど正確な数字を示させていただきま

す。 
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            （「休憩で」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時15分 休憩 

 

                       10時16分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 88ページ、先ほども質疑出ましたけれども、第２期の子

ども・子育ての支援事業の計画策定がありますけれども、10月から消費税の

税率の変更で保育だとか幼稚園の基本的な無償化という流れの中で、公立の

幼稚園そのものは基本的には市が全額負担するのだよというの中で、要する

に私立のほうに少しでも運営を任せる、あるいは私立の保育園、幼稚園にす

ることによって、市から出す金が少なくなるというようなことを当然この計

画の策定の中では、そういう方向に持っていくようなことを計画としてはい

くのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 このご指摘の計画につきましては、本来需給関係を見るためのも

のであります。それに加えてご指摘の内容につきましても課題となっており

ますので、そこも何らかの形で取り込むことができたらというふうには思っ

ております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 子ども・子育て会議の、先ほど説明の中で会議の委員が

15というのですけれども、15名の内容というのはどういう、例えば中学校の

教員だとか、小学校の教員だとか、あるいは保育幼稚だとか、保護者の代表

も入っているというような、なんかそういうのが。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 こちら会議の構成員につきましては条例のほうで示されておるの

ですけれども、主立ったところでいいますと、公私立の幼稚園、保育園の保

護者さん、それから事業を実施している方、それから企業の雇用の関係に携

わっている方、これはワークライフバランスの関係を審議する内容に必要に

なってきますけれども、あと学識経験ということで数名入れております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ちょっと違う項目ですけれども、御宿台保育園の指定管

理の委託料が入っていますけれども、御宿台保育園は現在は指定管理ですけ

れども、民営化にすることを前提にしてたしか動いていると思うのですけれ

ども、今年度以降のスケジュールはどういうことになるのでしょうか。指定
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管理が何年までだと、あるいは。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援監。 

〇子育て支援監 指定管理につきましては３年間の指定管理ということで、30、

31、32と３年間の指定管理をしていますけれども、現在モニタリング等、３

者協議という形で保護者、それから行政代表、事業者ということで３者協議

というのをやりながら事業者にはモニタリングをしていただいていると。モ

ニタリングは、通常年１回のところですけれども、年２回開いてということ

でございますので、そのモニタリングの結果を見ながら民営化に向けた方策

を練っていくというような形で考えてございます。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 先ほど要するに幼保の保育料等の無償化、国の流れの中

で、裾野市からこれが民営化に向けての一番今先を走っているような事業で

すけれども、今までのところはほぼ計画どおりに、特に支障はないというふ

うに判断されているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援監。 

〇子育て支援監 支障はなく進んでいるというふうに考えております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 172ページの負補交のところですけれども、先ほど課長の

説明の中でちょっと聞き逃したのですけれども、何々会となんか組織から脱

退をするというような話を受けましたけれども、もう一度お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 ちょっと暫時休憩。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時21分 休憩 

 

                       10時21分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  保育課長。 

〇保育課長 こちらにつきましては、公立幼稚園の園長会という組織、これの

関連関係も含めてなのですけれども、こちらのほうを30年度末をもちまして、

脱退というようなところで幼稚園の協議会の中の園長会で決定をさせていた

だきました。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） それは裾野市だけというか、あるいは広域でこの周辺と

同様の同調だということですか。 
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〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 こちらにつきましては、30年度末の脱退と、我々が確認している

だけで磐田市、袋井、裾野、熱海、森、あと浜松なんかの大都市は既に脱退

しているということであります。加入自治体が少なくなっていくということ

で、かなり負担が大きくなっていくというところがございます。特に役員に

なったときの負担が大きいということで、園児数等の割り振りの負担金の支

払いの負担もかなり大きいということで脱退を園のほうでは決めていただき

ました。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 入会をしていると最新の情報だとか全体の動きだとかい

ろんなものは入ってきたのでしょうけれども、特に脱退をして支障がないと

いう考え方ですか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 研究会等の出席が主だったわけですけれども、そちらのほうは減

ります。ただ、ほかの研修等でそれは補えるということで判断をしたようで

ございます。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 最後ですけれども、臨時職員の、先ほども質疑出ていま

すけれども、人事課といわれたらそこまでなのですけれども、いずれにして

も臨時職員の必要とする数が今のところ充足していないと、当初予算で予算

を取っても結果的には最後の部分まで…、そういう中で新年度には臨時職員

の賃金等で少しでも実数が上がるように中身を改定、値上げするような中身

というようなものというのは予算的には入っているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援監。 

〇子育て支援監 お金についても人事課の話ですので、余り詳しいはわからな

い部分はありますけれども、一応30年度で幼稚園につきましては実施済みと、

31年度につきましては人事課のほうの予算の関係ですので、こちらのほうで

お答えのしようはないということでございます。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 済みません。90ページの19節の負担金、補助及び交付金

で昨年児童福祉施設補助金小規模保育処分という形で計上されていたのが、

31年度は廃止ですか、計上されていないというのが、計画施設がないのでし

ょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       10時25分 休憩 
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                       10時26分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  保育課長。 

〇保育課長 こちらにつきましては、同じ項目の括弧で小規模保育所とついて

いない部分ありますけれども、こちらのほうに含まれてしまうという形で計

上してございます。全くなくなったというわけではございません。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 児童福祉施設補助金の中に盛り込まれているというふう

に。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 そのとおりでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） わかりました。 

  その下、20扶助費ですが、ご説明の中で４月、31年度から小規模の保育が

新しくという形のご説明ありましたけれども、これ４月から開園ということ

ですが、準備状況って今どうなのでしょう。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 今こちらにつきましては施設整備のほうを行っておりまして、ほ

ぼそれが完了が見えているところでございます。今月中に予定としまして認

可申請、これは市の認可になりますけれども、出していただいて、４月認可

を目指しているというようなところでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） まだおりていないものですから、目指すという表現でほ

ぼ大丈夫なのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 審査によることになりますので、今この場で大丈夫とかというの

はちょっと差し控えさせていただきたいと思います。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） その件で、対象のゼロ、２歳とか、３、５歳とかという

のはどういう年齢でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 こちらにつきましては小規模保育所事業という形になりますの

で、ゼロ歳から２歳までのお子さんを預かる施設となります。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 定員というのですか、は何人ぐらいを予定しているので
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しょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 現在相談を受けている内容では19名ということになります。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） わかりました。 

  先ほど多子世帯子育てというところで、これ行財政改革の項目の中で多子

世帯子育て支援事業というの8,304万8,000円という事業費を31年度は財政の

中では廃止という形でうたわれているのですが、これは廃止という形でよろ

しいのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 こちらについては、９月末をもって廃止ということで我々考えて

ございます。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） では、９月の間では予算計上されているということでよ

ろしいのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 済みません。暫時休憩。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       10時29分 休憩 

 

                       10時30分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  保育課長。 

〇保育課長 授業料と保育料の軽減になりますので、歳入のほうでその辺は計

上している内容となります。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） わかりました。 

  では、ちょっと待機児童のことで確認させてください。今年度、30年度は

保育士というのですか、先生方を増員するということで保育の充実を図って

きたということを確認しているのですけれども、育休退園制度の充実をしな

がら年間通しての待機ゼロを目指すというお話があったかと思うのですが、

今年度はどういう状況だったのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 残念ながら年度の中では県報告値等では待機児童は発生してしま

っている状況にあります。保育士の確保なかなかかなり今難しいところでご

ざいますので、その辺も影響してというところでございます。 
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〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） そういった状況で、31年度は今人の話も含めましてどう

いう取り組みをしようと考えていますか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 保育士、幼稚園教諭も含めてなのですけれども、昨年の10月から

登録制度も開始させていただいておりまして、登録をしていただいて、そち

らにお声がけするということもさせていただいております。取り組みとして

いろいろ考えられることはなるべくいろんなことを考えながら確保に向けて

努力していこうと思っております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） ぜひよろしくお願いいたします。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 予算附属説明書の43ページの新制度私立幼稚園運営費等

補助金275万9,000円とありますけれども、予算書のほうですと、ちょっと名

前が違うのですけれども、172ページの私立幼稚園運営費等補助金と一緒なの

でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       10時33分 休憩 

 

                       10時33分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  保育課長。 

〇保育課長 こちらにつきましては、表記の揺れということでご理解いただき

たいと思います。同じものでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 新制度というところが違いかと思うのですけれども、新

しい制度ということで理解してよろしいのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 新制度と書いてあるのは、子ども・子育て新制度に基づいた運営

をされているところというご理解でいただきたいと思います。それと、今私

立幼稚園につきましては並行して旧制度、いわゆる私学補助で運営している

幼稚園というのがございますので、私学補助の幼稚園と子ども・子育て新制

度で動いている幼稚園、そこら辺の違いということで区分けとして新制度と

いうような形で表記をさせていただいておるところでございます。 

            （「ちょっと休憩でよろしいですか」の声あり） 
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〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時34分 休憩 

 

                       10時37分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  ほかはいかがでしょうか。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 予算書89ページです。13節委託料の中の一番下の御宿

台保育園等指定管理委託ですけれども、最初のご説明で法定価格ですとか、

加算項目というお話がございましたが、加算項目は幾つぐらいあるのでしょ

うか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       10時37分 休憩 

 

                       10時38分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  保育課長。 

〇保育課長 加算項目につきましては、多岐にわたっておりますので、一つ一

つをご紹介することはちょっと難しいと思うのですけれども、例えば園長先

生が専任であるとか、事務職を雇い上げているとか、そういうものから始ま

って、職員の処遇改善の部分が実行されているかとか、そういうような話に

なります。その内容として３歳児配置改善とか、あと主任保育士という、職

員のレベル、研修をどれだけ受けているかとか、そういうような内容のもの

になります。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） そういった加算項目が多いということですと、この指

定管理として運営されていることが状況的に大変いいというような判断がで

きるものなのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 こちらについては、そのような解釈でもよろしいかと思います。

結果としてグレードの高い保育がされているというような解釈ができること

かなと推測されます。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 今の件はわかりました。 

  それの今の２つ上です。地域子育て支援センター事業委託、これ約30万円

ほど増額になっておりますけれども、これの主な要因を教えてください。 
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〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 こちら単価の変更によるものです。箇所も変わっておりませんの

で、単価の変更です。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） わかりました。 

  同じ委託料の中でＡＬＴの委託があります。これはまた31年度の契約はど

のようなふうに考えておられますでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 31年度につきましても、できれば担当課サイドとしては慣れてい

る先生が行っていただいたほうがよろしいかとは思いますけれども、その辺

は新年度の執行のほうに任せたいと思っております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 171ページにも同じくＡＬＴの委託がありますが、暫時

休憩してください。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時40分 休憩 

 

                       10時41分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 保育園と幼稚園と両方ＡＬＴ委託がありますが、どの

ような方法で行われるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 契約の形としては、幼稚園、保育園含めた形で契約をさせていた

だいております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 暫時休憩してください。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時41分 休憩 

 

                       10時43分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  ほかはいかがでしょうか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑をお受けいたします。 
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  佐野委員。 

〇分科会外委員（佐野利安） 済みません。171ページの予算書の幼稚園費です。

役務費の中で手数料でピアノの調律、浄化槽ということでしたけれども、こ

の浄化槽ってどういうような手数料なのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 浄化槽の清掃ということになります。引き抜き等の費用になりま

す。 

〇委員長（杉山茂規） 佐野委員。 

〇分科会外委員（佐野利安） そうしますと、13節委託料に浄化槽保守点検委

託って入っていますけれども、そこでやってもらわないのでしょうか。 

  保育課長。 

〇保育課長 保守点検は点検でして、これは委託になります。引き抜きにつき

ましては、清掃になりますので、こちらは役務費ということで従来やってお

ります。 

〇委員長（杉山茂規） ほかは、いいですか。 

            （「はい」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 土屋主久委員。 

〇分科会外委員（土屋主久） 聞き間違いだったかもしれませんけれども、ち

ょっと確認させてください。88ページなのですけれども、燃料費のほうが車

２台分ということで、そしてこれは今年度は車検はございますでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 車検は今年度はないことになっております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋主久委員。 

〇分科会外委員（土屋主久） 車を買いかえるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 その予定はございません。 

〇分科会外委員（土屋主久） あと、自動車重量税って自分の認識違いかもし

れませんけれども、車検時にたしか払う形になると思うのですけれども、27

節の公課費自動車重量税ということで乗っているのですけれども、こちらは

去年車検をしていますので、多分編成のときにちょっと間違えているのでは

ないかなと思われますけれども。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       10時45分 休憩 

 

                       10時46分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 



155 

 

  土屋主久委員。 

〇分科会外委員（土屋主久） 今の質問は全て取り消させてもらいます。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  勝又利裕委員。 

〇分科会外委員（勝又利裕） ちょっと休憩してください。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時46分 休憩 

 

                       10時47分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  保育課長。 

〇保育課長 今ご指摘の内容につきましては、今後の契約等に…… 

            （何事か声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長。 

〇保育課長 今ご指摘のとおり、説明の中から削除させていただきます。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       10時48分 休憩 

 

                       10時48分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  保育課長。 

〇保育課長 説明の中からエアコンの幼稚園、保育園それぞれの額につきまし

ては、記録のほうから削除していただけるようにお願いいたします。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。いいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で分科会外委員の質疑を終わります。 

  以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で、第１号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で保育課の質疑を終わります。 

  暫時休憩いたします。 
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                       10時49分 休憩 

 

                       10時58分 再開 

〇委員長（杉山茂規） それでは、おそろいですので再開いたします。 

 

 

保育課（答弁漏れ） 

〇委員長（杉山茂規） 保育課より答弁漏れについて発言の申し出がありまし

たので、これを許します。 

  保育課長。 

〇保育課長 認証保育所保育ルームつぼみの建物の建設補助金の返還について

答弁漏れがありましたので、回答させていただきます。こちらにつきまして

は、返済総額が1,000万円、返済開始が29年７月からとなっております。返済

回数は67回で設定しております。１回の返済額は15万円、月ごととなってお

ります。30年度の末時点で21回が完了の予定となっております。そこでの返

済額は315万円となります。一番最後のお支払いにつきましては、35年１月末

ということになっております。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 保育課長の説明は終わりました。 

  委員の皆様よろしいでしょうか。 

            （「はい」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で答弁漏れについて終わります。 

  暫時休憩いたします。 

                       13時09分 休憩 

 

                       13時10分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 
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子育て支援課 

〇委員長（杉山茂規） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） よろしくお願いします。86ページの13節委託料のみんな

で子育てするまちの推進事業という事業委託でございますが、これ60万円で、

これ30年度は100万円という、事業費の中で、これ長泉町と一緒にやられてい

るということなのですけれども、これは減額した理由といいますか、歳入の

ところでも20万で、18万か、という形で減額していると思うのですけれども、

その辺というのはなぜ減額したのでしょうか。いい事業だなと思っていたの

ですけれども。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 こちらにつきましては、あくまでも長泉町との共催という

形になりますので、長泉町の意向とこちらの意向を踏まえて協議した結果で

ございます。こちらの事業31年度で５年目となりますけれども、フレンドシ

ップの補助金が来年度までという形になりますので、一つの区切りの年にな

ります。なので、事業を広く展開するというよりも、これまでの経緯を踏ま

えた中で少しまとめ的な事業をやりたいねというふうに長泉町とは協議をし

たところでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 別の何かを、形ということですか。拡大ではなくまとめ

るというのはどういう意味合いですか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 事業を集約するとかということではなくて、５年間の実績

をちょっと確認するような、要は検証というわけではないのですけれども、

シンポジウム的なものでこれまでの取り組みの成果とかを発表するような形

をちょっと考えていきたいなと。ただ、事業そのものとしては新年度になっ

てもう一度協議をしますので、まだ具体的に今の段階では決まっているわけ

ではないです。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） ぜひそういった意味でみんなで子育てをというところで

広げていただくようにやっていただければと思います。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 済みません。その下の20扶助費でございます。こども医

療費の補助金が、これが31年度増額されていますけれども、これ対象が増え

たということなのでしょうか。説明をお願いいたします。 
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〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 こども医療費が増えた部分につきましては、こちら高校生

医療費も含んでおります。高校生医療費30年度から始まっているのですけれ

ども、30年度は４月からスタートという形になるので、国保連からの請求は

２カ月おくれで来る関係があって、６月から支払いがスタートという形にな

ります。通常であれば４月から支払い始まるのですが、それが２月分が４月

に請求が来るという形になるので、それで12カ月分なのですけれども、30年

度の４月からスタートしていますので、30年度は高校生医療費が10カ月分の

予算だったものが、今回31年度からは12カ月分という形になるものによるも

のです。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） わかりました。 

  済みません。ちょっと１個戻って19節の負担金、補助金で31年度から交通

安全の用具の補助金という形で50万円の、今回もう廃止ということを決めら

れて、この辺の対象になる市民の方への廃止しますよという伝達というのは

どのようにやられているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 まず、２月に入った段階でホームページ、それから子育て

アプリでの発信をしております。あと無線放送をあいている日には入れてい

ただくというような形で流し続けております。あとは、３月１日号の広報紙

へのお知らせ、掲載という形で進めさせていただきました。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） それは既にもう流されていて、そういうことで特に市民

の方から苦情ではないのですけれども、お問い合わせというか、というのは

特になかったのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 苦情という形の問い合わせは特にございません。いつまで

の申請なら間に合いますかみたいな問い合わせはありましたけれども。そう

いった問い合わせ対応させていただいております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） わかりました。 

  済みません。92ページの扶助費で児童扶養手当の金額、予算が計上が上が

っていて、これはご説明の中で年３回が年６回だから２カ月に１回になるの

ですか。このときだけ15カ月という話、これちょっともう一度説明といいま

すか、お願いできますか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 
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〇子育て支援課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時17分 休憩 

 

                       11時17分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 先ほどの質疑は取り消します。 

  ほかはいかがでしょうか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） あと１点だけ、済みません。同じく92ページの母子家庭

の自立支援給付金が、この予算が、落とされていますが、計上が減っている

のですけれども、これは何で減ったのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 例年３人程度を目安にしているのですけれども、今年度の

予算を作成する段階でその時点でちょっと相談を実際に受けているケースが

五、六件昨年あったものですから、去年は５名分という形で計上させていた

だいたのですけれども、結局今年度相談されていた方の申請なかったのです

けれども、そういった形でちょっと多目に去年はというか、30年度は上げさ

せていただいたのですけれども、ことしはそういった動きも特にないもので

すから、ちょっと減らさせていただいたという形です。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） それでは、通年といいますか、昨年はちょうどそういう

要望があって増やした予算で、今年度は通年に戻したという認識でよろしい

ですか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 そのような形になります。 

〇委員長（杉山茂規） ほかは。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） チャイルドシートの補助金を、先ほども出ましたけれど

も、廃止、50万円ですけれども、裾野の場合にはこういう福祉関係のところ

へ予算計上していますけれども、ほかのところでは交通安全という考え方で

予算を今まで計上していたところも聞いていますけれども、今回の廃止につ

いて交通安全対策のほうとは何か話し合いとかされたのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時19分 休憩 
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                       11時20分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 もともと30年度に移管される前は、危機管理課のほうで交

通安全対策という形で実施をさせていただいた部分を子育て支援課のほうに

移管した経過がございます。なので、そちらの部分につきましては特に今回

は交通安全の担当課のほうと協議等はしてございません。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 先ほど済みませんでした。 

  今までの実績、補助件数は何件、今までというか30年度。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 まだ途中という形にはなりますけれども、現在把握できて

いる件数が30年度は51件となっております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 金額もさることながら、どちらというと乳幼児、児童、

そこが対象の命をというところで守るという、件数もさることながら、これ

を廃止するという最大の理由は何をもってやめるということでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 チャイルドシート自体が法律で義務化されたのが平成12年

だったのですけれども、それに合わせてそのチャイルドシートの装着の徹底

とか普及を図るために補助金を創設したという経緯がございますけれども、

それから年数が経過しまして、こちらのほうの装着義務というのは既にもう

定着しているというふうな判断ができますので、そこの部分が判断の中の大

きな部分でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 行財政改革で、チャイルドシート、別の件ですけれども、

高校生医療費の助成を、この資料ですけれども、計画よりも数字が削減を、

少なくしているのですけれども、これは県費補助か何か入るということで、

財源での、一般財源が少なく済むよということで減らしているということで

しょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 そのとおりでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） あと、具体のものの予算計上の話ではないのですけれど

も、今の児童虐待が非常に問題になり、市内でもそういう実例がありますけ
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れども、他市においては児童相談所を県だけでなくて、自らという人のとこ

ろが結構動きとしてあるようですけれども、新年度の中にはそういうような

ことも含めて何か検討された中でも今回の予算計上になっているのでしょう

か。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 制度とか体制とかというところで予算に反映させている部

分はございません。そちらにつきましては、虐待等ニュースに実際になって

いる部分もございまして、進めていく上での強化というのはしていかなけれ

ばならないというふうには考えておりますけれども、あくまでも人的な部分

での対応が今のところは、相談業務も含めて大きいかなというふうには考え

ておりますので、予算の中での反映、施設とか体制に対する反映はございま

せん。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 水窪でああいうちょっと事件が起きたのですけれども、

市内全地区で、要するに虐待に対する情報だとか、相談だとか、年間にどの

ぐらいのものがあるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 相談とかというケースで考えれば、昨年度、29年度では

2,900件ぐらいの相談対応しております。30年度につきましては、恐らくそれ

を超えるのは間違いないというふうに把握しております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 予算書では85ページになると思います。先ほどの事業

の報告の中にもありますけれども、地域における子育て支援体制強化事業が

これ継続の事業なのですけれども、これは子育て相談支援員の配置というこ

とで、人数的には１名ということなのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 子育て相談支援員をお願いしているのは６名でございま

す。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） その６名の方はどのような体制でこの事業に動かれる

のでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 基本的に一番多いのが健康推進のほうで行っています母子

関係の検診ですとか、そういった部分なのですけれども、そういったときに

は通常２人で、あとちょっとイベント的なことでこちらのほうでお願いする
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ような場合には協力いただける数だけ協力をしていただくというような形を

とっております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 特に相談をお受けになるようなときは、福祉の、健康

推進のほうとの連携が必要と思いますけれども、その辺は具体的にはどうさ

れていますか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 済みません。休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時26分 休憩 

 

                       11時27分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 子育て相談支援員さんが相談の中で受けたものにつきまし

ては、健康推進の保健師、あるいはこちらのほうの家庭児童相談室のほうに

連絡を入れてくださるというような形で支援が必要になればこちらのほうで

今度入っていくというような形をとっております。 

            （「暫時休憩してください」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時27分 休憩 

 

                       11時28分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 済みません。先ほど出たのですけれども、92ページの児

童手当の件なのですけれども、３カ月プラスでもっと多くなるということな

のですけれども、その原因、ちょっともう一度ちょっと済みません。説明お

願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 すごく単純に言いますと、４月、８月、12月の３回の支給

なのですけれども、来年度については４月、８月までは今までのながれなの

ですけれども、その後の支給が２カ月に１遍に変わりますので、11月、１月、

３月という形になります。そうすると、今まで12月に支給をしていて、その

次はもう新年度の４月の支払いになるのですけれども、来年度に関しまして

は３月まで支払いの月があるので、要は年度内中に払えてしまうという月が
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３カ月分増えるという形になります。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） とすると、受け取る側としては３カ月に１度が２カ月に

１度になって、分割されて受けられるという解釈でよろしいでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 ４カ月分を１回にというのが２カ月分を１回という形にな

ります。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 別の件なのですけれども、先ほどチャイルドシートの件、

定着しているというご返答だったのですけれども、その根拠、警察からの統

計とか何か統計で定着しているという判断をされたのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 そういった数字的なものの把握はしておりません。ただ、

社会通念上もう既にそういったものは定着しているだろうという判断でござ

います。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 予算書で言いますと、91ページの19節負補交の中の地

域活動事業補助金、こちらが30万円ほど前年度と比べて減額をされておりま

すので、この理由をお願いいたします。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 30年度は一応母親クラブ加盟団体、５団体という形で予算

づけをさせていただきました。ただ、今年度既に実際に活動できているとこ

ろが２団体という形になってしまっておりますので、来年度も今の活動して

いる２団体に対して予算を確保したということでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） そうしますと、活動していただいている方々への活動

しやすいような環境づくりといいますか、そういう団体で興して活動しやす

い環境づくりという点では担当課としてはいかがお考えなのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 なかなか母親クラブで活動してくださるお母さん方、やは

りだんだん働いているお母さんが増えてきているということもありまして、

そもそもそういう活動が難しい、それから役員のなり手もいないという状況

もございまして、なかなか盛り上げていくというところは難しいところでは

あるのですけれども、ただ南児童館を中心に幼稚園や保育園、それからイベ

ント等々して母親クラブの会員募集とかということは職員のほうが出向いて
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やったりさせてはいただいております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） それでは、引き続きそういったご努力をよろしくお願

いいたします。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 85ページの12節役務費の手数料の、これ、こちらも減

額されているのですけれども、この減額された主な理由をお願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 手数料の減額につきましては、30年度人材派遣会社より職

員を派遣をお願いしておりました。そちらが臨時職員に切りかわる形で考え

ておりますので、ここが減ります。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 済みません。先ほどちょっと聞くの忘れたのですけれど

も、92ページの先ほどの児童手当の件なのですけれども、13節の委託費で児

童手当システム改修委託という項目があるのですけれども、聞き漏らしたら

申しわけないのですけれども、この、先ほどの支払いが変わることによって

システムの変更があるということの解釈でよろしいのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 92ページの児童扶養手当のほうですよね。こちらについて

は、支払い回数の変更、それからマイナンバーへの対応等を含めてシステム

改修が入るものでございます。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 済みません。86ページで伺います。負補交のところ

でファミリーサポートセンターのまかせて会員の交付金というのがあります

が、内容を、どういうあれをお支払いをするのかというのをお願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 こちらにつきましては、一応利用料が、お願い会員から任

せて会員に払う利用料が１時間600円という形になっておりますけれども、こ

れに240円ほどをプラスさせていただきまして、というようなイメージになり

ます。基本的には最低賃金の金額程度を目安にその差額を補助してあげよう

という制度でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） その上で伺います。賃借料のところで子育てアプリ

が今回子育て支援課のほうに移ってきていますけれども、この金額の内訳と
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いうのはどういうになるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 こちらにつきましては、この子育てアプリのソフトの使用

料という形になります。なので、これを12回に分けて月額幾らという形で支

払うものになります。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 子育てアプリのほうなのですけれども、情報の更新

とかというのはもう委託をしてやっているということですか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 これはあくまでもソフトの使用料になりますので、情報の

更新等は基本的にお知らせの発信とかというのは今戦略広報課のほうで実施

しておりますけれども、そういった流れは今までを踏襲する形になります。

あと、こちらのシステムの管理とか、そういった部分につきましては子育て

支援課のほうで今度実施するという形になります。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） せっかく子育て支援課にこれが来たのですけれども、

情報の発信というところではこれまでどおり戦略広報課でというお話です

が、その辺はどうなるのでしょう。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 基本的には各課でこちらのほう更新できるような形にはな

っております。スポットでお知らせを投げたり、プッシュ通知とかをするの

が戦略広報課という形になりますので、全庁どこからでも情報の更新はでき

るというような形にはなります。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 子育てアプリなのですけれども、内容の見直しとか

というのは検討されていますでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 基本的には今の形がベースにはなると思います。ただ、充

実させていく方法というのは検討していきたいと思います。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 済みません。全く予算のところには出てきていない

と思うのですが、子育て支援という意味ではせっかくこの子育てアプリも子

育て支援課のところに来たということですし、子育て支援課としてのホーム

ページをもっと充実をしていく方向というのは今考えられていますでしょう

か。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 
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〇子育て支援課長 済みません。暫時休憩…… 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時39分 休憩 

 

                       11時39分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 予算上そういった部分は考慮してございません。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 休憩してください。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時39分 休憩 

 

                       11時43分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  ほかはよろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑をお受けいたします。 

  賀茂委員。 

〇分科会外委員（賀茂博美） 済みません休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       11時43分 休憩 

 

                       11時44分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  子育て支援課長より訂正の申し出がありましたので、それを許します。 

  子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 先ほど母親クラブの件で説明をさせていただきました部分

につきまして、２団体というふうに申し上げたのはこちらが補助金を出して

いる団体の数になります。それ以外にこちらの補助金は交付対象になってお

りませんが、活動している団体があることは把握をしているところでござい

ます。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  岡本委員。 
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〇分科会外委員（岡本和枝） チャイルドシートの問題で、裾野市の場合は第

２子から対象ということで、当初は子育て世代の負担軽減というのが目標で

はなかったかと思うのですが、この点についてはいかがお考えなのでしょう

か。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 そもそもの導入は、先ほど申し上げましたとおり交通対策

という形での導入になっております。対象が子育て世代になりますので、そ

ういった意味合いもあるかと思いますけれども、導入のそもそもの目的は交

通対策という形になります。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） それならば本当第１子から対象とすべきであっ

たと思うのですが。それはいいとして、長泉なんかでは補助と同時にレンタ

ルという形で、当初このスタートするときもその話もあったのですが、廃止

をするけれども、レンタル事業とかに取り組むというようなお話というのは

なかったのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 子育て支援課長。 

〇子育て支援課長 特にそういったことは検討しておりません。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） これに関して、先ほど休憩の中で事前の周知と

いう部分でお話がありましたけれども、市の広報で市長の名前で見直しとい

うのが出されて、その中で市の方針を決定して、これは議会で審議をして決

まりますというような文言が入っているのです。それを考えると、予算と方

針という部分はやっぱり議会の審議があってその後で決定ということだと思

うのですけれども、そういう点ではやっぱり一言議会の審査の後はこうなり

ますというような文言が一言入るべきだと思うのですが、その点はいかがで

しょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長 条例等が改正が必要なものであればそこでの審議というもの

は考えられます。それから、事業の個々の実施に当たって先ほど予算審議が

必要なもの、減額等であれば当然その中身について審議の対象となってまい

ります。しかしながら、廃止ということで予算計上していないものについて

予算の審議が追加という形で及ぶということは想定しておりませんので、廃

止の事業については先ほど申したとおり事前の広報が必要である、そのよう

に考えております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかの方いらっしゃいますか。 

            （「なし」の声あり） 
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〇委員長（杉山茂規） 以上で分科会外委員の質疑を終わります。 

  以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で第１号議案の関係部分に関する意見を終わりま

す。 

  以上で子育て支援課の質疑を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

                       11時48分 休憩 

 

                       13時08分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 
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社会福祉課 

〇委員長（杉山茂規） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ちょっと課長の説明が早過ぎてほとんど書き取れなかっ

たから、多分同じことまた質疑の中で出すと思いますけれども、よろしくお

願いします。 

  まず、細かく説明があった敬老会の事業の見直しの関係ですけれども、も

う一度お願いをします。敬老会80ページでしたか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       13時31分 休憩 

 

                       13時34分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） わかりましたというか、変更の内容はわかりました。 

  それ以外のところですけれども、ちょっと…… 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       13時34分 休憩 

 

                       13時36分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 高齢者医療費の助成が約2,900万円、新年度から廃止とい

うか、予算計上もないのですけれども、やめるに至った一番の理由はどうい

うことでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 この事業につきましては、過去に事業評価を行っておりまし

て、その場で廃止するという方向が出ておりました。それらの結果と今後高

齢者の方々が多くなってくるということで、予算の面で賄っていけるかどう

かということで、それらを踏まえて廃止するということと、あとこの制度に

つきましては後期高齢者医療費制度が開始され、医療負担の増加の緩和をす

るための事業として行われたものですけれども、事業開始しましてから10年

たっておりまして、激変緩和措置を行ってきたのですけれども、ある程度目

標は達成されたということで廃止の方向となりました。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 
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〇委員（土屋秀明） 今の市長の前任者のときから、ある意味裾野市の行政の

サービスの一番シンボル的なものだったのですけれども、財源が少なくなっ

てきての減少というのはある意味全体からするとやむを得ないところあると

思いますけれども、いわゆる子育て支援に非常に国も裾野も重点を置いてい

るのですけれども、高齢者対策という意味で、先ほどの敬老会もそうですけ

れども、これをやめることによって、高齢者の感情的なようなものという何

か推測などされたのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 推測は行ってはおりません。ただ、この廃止の方向が決まっ

てから老人会の連合会に出席いたしまして、５地区の老人会長のおられると

ころでこういう方向でということで説明はさせていただきました。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 当初予算の審議ですから、ちょっとずれるかもしれない

ですけれども、今のご説明、老人会のほうにお話をされたということで、そ

の場で何か反応はあったのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 事業自体に対する質問ではなくて、裾野市の経済に関するこ

とが出ました。企業の動向について出ましたが、それにつきましては私のほ

うでは承知しておりませんので、答えることはできませんでした。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ちょっとほかのほうに行きます。80ページの委託料の中

に、下から２つ目に計画策定の調査委託がありますけれども、具体にその調

査をするのはどういうことを調査されるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       13時40分 休憩 

 

                       13時40分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 高齢者保健福祉計画介護保険事業計画に関するアンケート

調査でお話をさせていただきます。こちら一般高齢者1,000人を抽出しまし

て、そのうち在宅500人ということで、調査方法は郵送で行います。業務内容

につきましては、この内容につきましては今回の計画に網羅すべき内容、そ

れと裾野市独自の調査項目の検討の支援を予定しております。調査結果の報

告書は100ページ程度のものを予定しております。 

  以上です。 
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〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） それは、先ほどの説明のとおり32年度からの５年間の計

画に結びつけるということでいいわけですよね。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 はい、そのとおりです。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 同ページの扶助費のほうに紙おむつの購入費の助成あり

ますけれども、先ほどの説明で補助制度そのものをやめるのではなくて、上

限、上は圧縮するのだよということですけれども、これは利用者が必要とし

て利用している額を圧縮するというのは何か意味はどういうことなのです

か。必要で、利用しないからやめるというだとか…… 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       13時42分 休憩 

 

                       13時44分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 利用限度額を圧縮する内容となっております。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ２割圧縮することになって今までの実績からすると、幾

らぐらいが予算的には必要なくなるということなのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       13時45分 休憩 

 

                       13時45分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 150万円の減額となっております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 済みません。今の関連のところで伺います。介護度

などの区分は変えないでというお話でした。もう少し細かくその金額につい

てお聞きしてよろしいでしょうか。収入のそれでもありますよね。限度額。

その辺もうちょっと詳しく言ってください。 
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            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       13時46分 休憩 

 

                       13時46分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 区分につきましては、介護度１、介護度２、介護度３、４、

介護度５によって区分をしております。介護度３、４、５につきましては、

生計中心者の前年までの所得税が課税の世帯であって、その税額が年額区分

が次である世帯ということで、またそこで５段階に区分されております。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       13時47分 休憩 

 

                       13時51分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 80ページの委託の中で、一番最後の市民後見人実施事

業委託、これ２市２町で養成講座をというお話があったのですけれども、具

体的にはどういう形で開かれる予定なのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 成年後見人の市民貢献制度の利用の促進についてですけれ

ども、平成31年度より近隣の２市２町、沼津市、裾野市、長泉町、清水町と

広域で養成講座を通じて市民貢献制度の利用環境を整備していく見込みであ

ります。それで、主なスケジュールですけれども、講座を２市２町で実施を

まずさせていただくつもりでおります。当市のほうとしましては、募集要項

６月ごろ、公報の掲載等、これは社会福祉協議会の社協だよりのことですが、

も含めてですが、講座の受け付け、それから事前説明会を８月に予定してお

ります。応募者の選定、選考を９月ごろ、10月から翌年の２月ころに市民後

見人の養成講座が開かれると、そんな形です。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） そうしますと、２市２町で１カ所の開催という捉え方

でよろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 はい、１カ所です。 
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〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 予定されているにはどちらになるのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 沼津市です。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 参加対象となる方というのは何かやはり既定といいま

すか、ある程度のそういったものがあっての募集になるのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 その点につきまして、今検討をしているところです。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 裾野市としましては、新たにそういった養成講座を開

催するに当たって、どういうふうに市としては養成講座に向けて取り組もう

というふうなお考えがあるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 専門職だけでなく困った人たちに対応できるような形をと

りたいと思っています。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 市としては、どのくらいの方にという、数字的な目標

とかまだこれから考えるということですか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 はい、これから検討してまいります。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 78ページの19節の負補交のところで、社会福祉協議会

の補助金ですけれども、これは行財政構造改革の関係で100万円の減額という

捉え方でよろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       13時55分 休憩 

 

                       13時57分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 事業見直しによる補助金の減額となっております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 81ページの老人措置費の20節扶助費ですけれども、こち

らが31年度400万で上がっている中のご説明で、定員の変更というお話ありま
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したけれども、これは何名分と言えばいいのですか、何名…… 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 長岡寮湯の家が90名定員から60名定員になることに伴い１

人当たりの基準金額、これ法定決まっているのですが、それが上昇する見込

みのためです。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 60名に減っている単価といいますか、１人当たりという

単価とかいう計算方法ではないのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 はい、単価です。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 60名減った、措置費、何人分の単価という。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 90名は全ての市、町になるものですから、当市では数名が

その対象です。 

            （「何人分」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       13時59分 休憩 

 

                       14時00分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開します。 

  社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 入所数は８人で変わっておりません。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 93ページの生活保護費が８世帯上がった金額というご説

明がありましたけれども、８世帯上がりましたけれども、質疑的にちょっと

場所変わりまして12の手数料というところというのは、ここのご説明をお願

いいたします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時01分 休憩 

 

                       14時01分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 手数料につきましては、生活困窮者の就労支援員の派遣の
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手数料です。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） それは何名ですか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 １名を予定しております。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 先ほど生活保護で世帯が上がったということで、その仕

事的に１名で大丈夫というお考えですか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 手数料のほうにつきましては、生活困窮者ということで、

生活保護の手前の段階でいろんな支援につなげたりする手数料になりますの

で、先ほどの８世帯上がったというのはまた生活保護の需給者が上がったと

いうことになります。 

            （「休憩」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時03分 休憩 

 

                       14時04分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 １人で対応は可能です。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 生活困窮者の方に対する支援の部分なのですけれど

も、社会福祉課のほうに相談に見えなくてもいろんな暮らしの中で、例えば

この間もありましたが、水道料金が払えずに水道止められた家庭が40件市内

であったそうです。そういうときに本来ならばその方たちがどうして……休

憩にしてください。ごめんなさい。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時05分 休憩 

 

                       14時06分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 質疑途中まではしているのですけれども、そういう

方のところ、どんなふうに今までつないできていますか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 
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〇社会福祉課長 社会福祉協議会で行っております生活何でも相談がありまし

て、そこから行政のほうに相談をしていただくような形もとっております。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 庁外の中でそういうことで社会福祉課のほうにお話

があった例というのはたくさん来ていますか。ですので、そうしますと、先

ほどの支援員さんが１人という部分で大丈夫なのかというところなのですけ

れども、その辺のところ別に社会福祉の中で予算づけされるようなものとい

うのはあるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 今相談に来られる方は、支援員１人で対応しておりますけれ

ども、現時点では１人で十分賄っていると考えております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 敬老会で、これ確認で70歳以上の記念品の行事といいま

すか、廃止にしまして、77歳と88歳と100歳には祝金というお話があったかと

思うのですけれども、ちょっと私が調べたところで100歳、101歳以上もこれ

祝金だったと思うのですけれども、101歳以上が廃止されてということと100

歳の祝金というのが変更ない、ちょっといくらかも教えてほしいのですけれ

ども。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 100歳になられた方の祝金については、31年度継続してお渡し

する予定です。金額は１人当たり10万円です。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） これまで101歳以上のときというのは祝金ですか。10万で

はないですよね。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 101歳以上の方には３万円の祝金をお渡ししておりました。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） では、100歳以上は統一してもう10万円という。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 100歳になられた方のみ10万円ということです。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） そうしますと、報償金というのが950、60万ほど減額され

ていまして、こちらが内訳としますと敬老会の今70歳以上で廃止、予算が減

額で800万ほど残っていますけれども、この予算というのはどういうのに使わ

れるのですか。 
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〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時10分 休憩 

 

                       14時10分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 77歳、喜寿の方の記念品と88歳の米寿になられた方の記念品

が報償費になります。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 確認です。では、その下の予算というのは100歳というこ

とですか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 はい、そのとおりでございます。 

〇委員（浅田基行） あと、済みません。111ページの高齢者の市シルバーの人

材補助金が100万ほど初年度よりちょっと減額という形なのですけれども、こ

の減額した理由を。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 シルバー人材センターの補助金の減額につきましては、事業

見直しによる減額でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 具体的にどのような事業を見直したかというご説明って

できますか。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時11分 休憩 

 

                       14時13分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  健康福祉部長。 

〇健康福祉部長 団体の補助ということで、その見直しの対象の中で金額を出

しております。団体の努力を求めるという意味合いもございます。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） とりあえずわかりましたですけれども。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 78ページにあります委託料の中で災害時用支援者避難支
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援事業委託ということで上がっていますけれども、具体的にどんな内容なの

でしょうか。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時14分 休憩 

 

                       14時14分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 社会福祉協議会に委託しておりまして、災害時における要援

護者の方々の避難支援の計画の作成の内容でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 計画というのは今の段階では立てられていないというこ

とで委託して立てるということなのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 既存のものが個別の方々にあります。それを、修正、変更、

または訪問などして新規に作成するということで、個別の方々についての計

画の作成でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） そうですと、それは更新していくということで、毎年か

かっているものなのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 この事業に関しましては、毎年個別の方々につきまして更新

をしております。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 80ページになります。扶助費、老人日常生活用具給付貸

与とありますけれども、この辺はどういったいろいろを想定しているのでし

ょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時16分 休憩 

 

                       14時16分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  社会福祉課長。 
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〇社会福祉課長 日常生活用具ということで、具体的には火災報知機や電磁調

理器、電話などを想定しております。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 結構利用者はあるということでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 29年度の実績ではゼロ件でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 先ほども委員のほうから出ています、紙おむつ２割削減

ということ、この件に関して紙おむつって下着と一緒なのですけれども、そ

れを減らすことによって、ぬれているけれども長く使ってしまおうかとか、

そういったことによって衛生面、そういったものとか、あと湿っているのを

長時間になると褥瘡につながるとか、そういうふうな逆に今度は医療費のほ

うでかかってくる、そういうふうなことも検討したのでしょうという。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時18分 休憩 

 

                       14時19分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 紙おむつの利用方法につきましてまでは検討しませんでし

た。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 78ページの今質疑で出ました社協へ委託している災害時

の要援護者の関係ですけれども、ここにある表記は計画の策定というような

表記ではなくて、支援事業の委託ということになっていますけれども、先ほ

どちょっと計画の策定というような言葉が入っていたと思いますけれども、

その辺の違いはどういうことなのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 委託先が社会福祉協議会に委託を出しておりまして、その計

画というのは個別、一人一人この人はどういうふうな方でどういうふうな支

援が必要だというふうな形での計画、一人一人に対する計画でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時20分 休憩 
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                       14時22分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  社会福祉課課長代理。 

〇社会福祉課課長代理 実際委託は計画の作成とかは個別に社協に行ってもら

っていますが、実際の災害が起きた場合はもちろんその区長をはじめ近所の

方々が真っ先にその避難支援をしていただけると思っております。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ありがとうございました。 

  最後ですけれども、79ページの一番上段に高額療養費の貸付金50万円で、

説明の中で利用実績がないからというような話で、そういう意味合いで減額

をしているようですけれども、この貸し付けの対象者ってどういう条件で貸

し付けるのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 国保被保険者で限度額が使えない場合に対応を予定してお

ります。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 国民健康保険の特別会計の中に高額療養費ありますけれ

ども、それとは違うという種類でよろしいですか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 限度額認定書が発行できない、滞納等の場合に適用する見

込みです。 

  以上です。 

〇委員（土屋秀明） ちょっといやらしいですけれども、国民健康保険に加入

していないほかの保険、例えば一般的な社会保険だとかいろんな保険の中で

も、先ほどのように何か必要なものが納められないというようなケースでこ

れを対象にするということは当初からないのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 要項上国保被保険者となっております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 80ページ、扶助費で伺います。成年後見人の報酬と

いうのが来年もう出ているのですけれども、昨年登録一人もいないというこ

とだったのですが、これについては今の状況はどうでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 
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〇社会福祉課係長 暫時休憩。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時24分 休憩 

 

                       14時25分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 成年後見報酬が出ていますが、その内訳を教えてく

ださい。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 成年後見人報酬については、在宅の方が２万8,000円、施設

の方が１万8,000円となっています。30年度は１名が該当しております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 80ページの下のほうです。８節の報償費、こちらのシ

ルバー生きがい教室の講師の方の謝礼だと思いますけれども、これ回数が減

ということですが、開催回数を減らした理由は何でしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 教室ごとの先生の日程により、予算を組んでおります。教室

の回数を組んでおります。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 今までの実績で参加者数が減ってきたという、そうい

う理由ではないということですか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時27分 休憩 

 

                       14時27分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 教室の中の竹細工につきましては定員を超えております。そ

のほかの教室につきまして、減少しているというお話は聞いておりません。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 30年度当初250回分を計上されていたのですけれども、

31年度は何回分になるのですか。 

            （「暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時28分 休憩 



182 

 

 

                       14時28分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 全教室で213回でございます。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 確認です。ちょっと私が説明で捉えられなかったのです

けれども、80ページの13節委託料のところで一人暮らしの高齢者訪問事業委

託、65歳から70歳に引き上げたという委託事業ってどれでしたっけ。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 一人暮らし高齢者訪問事業委託、乳酸菌飲料の配付の事業で

ございます。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） これは引き上げたというの理由は何でしょう。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長 現在65歳以上の方々にお配りしているのですけれども、65歳

以上、今現在の65歳の方々の現実を捉えまして、65歳ではまだ配付するのに

若いのではないかということで70歳以上ということにいたしました。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはよろしいでしょうか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑をお受けいたします。 

  小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 78ページの災害時要援護者避難支援事業委託で

すけれども、これ社協に委託はしているのはいいのですけれども、社協はど

うやってこれを調べているかはわかっているのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 対象宅を訪問して間取り等の確認をしています。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 小林委員。 

〇分科会外委員（小林 俊） 民生委員がやるような仕事かなと思うのだけれ

ども、社協はそれできるのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 民生委員さんにも同行していただく場合もございます。 

〇委員長（杉山茂規） 小林委員。 
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〇分科会外委員（小林 俊） この計画ですけれども、地域の人がそれを知ら

なければどうにもできないので、それ地域の自主防だとか、そういうところ

に開示されて実際に役立つようにされているのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 区長等に名簿が回るようになっております。 

  以上です。 

            （「暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時31分 休憩 

 

                       14時32分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  ほかに質疑は。 

  中村委員。 

〇分科会外委員（中村純也） 78ページの第３次地域福祉計画策定アンケート

ですけれども、計画が障がい福祉計画ともかぶると思いますけれども、アン

ケートどのような形でやるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時33分 休憩 

 

                       14時33分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 高齢者保険、介護保険事業にかかわるアンケートというこ

とで、高齢者と介護に関するアンケートをとり行います。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       14時33分 休憩 

 

                       14時34分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  健康福祉部長。 

〇健康福祉部長 先ほど高齢者保健福祉計画のというようなことでお答えをし

始めましたけれども、ご質疑の趣旨は各種計画で重複を避けながら効率的な

調査をということだと受けとめましたので、そのように内部で調整をさせて

いただきたいと思っています。 
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〇委員長（杉山茂規） ほかは。 

  小田委員。 

〇分科会外委員（小田圭介） お願いします。社会福祉課の生活困窮者自立支

援に関する業務の範囲をまず確認したいのですけれども、生活に困り事を抱

えた住民が相談に来てからが業務なのか、それとも生活に課題を抱えた住民

を見つけるところからが業務なのか、どこからが業務なのか教えてください。 

〇委員長（杉山茂規） 答弁を求めます。 

  社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 基本的には生活困窮者自立支援窓口を設置しておりますの

で、相談に来る方を対象にしております。 

〇委員長（杉山茂規） 小田委員。 

〇分科会外委員（小田圭介） 法改正と、その法改正に伴う自治会事務マニュ

アルの改定の中で、最も重きを置かれているかなというのが支援のアウトリ

ーチ機能の強化だと思うのです。新しいほうの第８条社会福祉事務所を置い

ている地方公共団体が福祉、教育、就労、税務、住宅等の関係部局において

いわゆる困窮のきっかけ、困窮の可能性のある住民を見つけたら、それを支

援につなげることが努力義務化されていると思うのですけれども、この改定

の前後で何か対応が変わっているというのはあるのですか。 

            （「暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時36分 休憩 

 

                       14時38分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  健康福祉部長。 

〇健康福祉部長 各種連携の中で情報をキャッチするということはこれまでど

おり考えています。しかしながら、この予算の中で直接執行する予算として

訪問をするとかということは、そこまでは想定をしておりません。 

〇委員長（杉山茂規） 小田委員。 

〇分科会外委員（小田圭介） ３回目になります。この生活困窮者自立支援に

関しましては、本当に横連携が必要だと国のほうも通知の中ではアウトリー

チを積極的に行っている自治体とそうでない自治体で大きく差が出ている

と。それがこの法改定にもつながっていると理解をしているのです。会派は

やぶさのほうでは予算要望の中でとにかく横連携、思いを共有するとか、情

報を共有する必要があるので、この案件に関してはともに受けれる研修の機

会などを設けるような要望を出しているのですけれども、そういう勉強の機
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会というのはこの新年度予算の中には含まれているのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長 当初予算の中では特段そういった予算は計上してございませ

ん。 

〇委員長（杉山茂規） ほかは。 

  岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） 先ほど生活保護の保護率が0.33％というお話で

したけれども、31年度のところでは見込みとして140世帯、見込み180人とい

う数字が出ていますけれども、これ高齢者世帯、あと高齢者の割合というの

はどのようになっているのでしょうか。 

            （「暫時休憩」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時40分 休憩 

 

                       14時41分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 高齢者世帯ですけれども、現在資料がないので、正確な数

字のほうはお答えできません。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 

〇分科会外委員（岡本和枝） 全国的な傾向では５割ぐらいが高齢者世帯なの

かなという数字が出ているのですけれども、今回高齢者の医療費の助成カッ

トされた中で高齢者を取り巻く方向、0.33％以上がこれからも伸びていくと

いうようなこと、31年度の段階では何か、そのような推計みたいなものもや

られたのでしょうか。今後の生活保護率みたいな中で。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       14時42分 休憩 

 

                       14時43分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  社会福祉課係長。 

〇社会福祉課係長 過去の実績から推計をして新年度予算の推測値を求めてお

ります。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 岡本委員。 
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〇分科会外委員（岡本和枝） 高齢者の方たちが年金は増えないし、またこと

しの10月から消費税が計画されているというような中で、この高齢者医療費

助成制度というのは市長の言葉で言うと、市の持続的発展のための、本当に

市民にとってとてもいい制度であったのではないかなと思うのですが、そう

いう観点での論議というのはこの31年度予算を立てるに当たっては部内の中

ではなかったのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長 今回の事業見直しに当たって、裁量で独自でやっているもの

というのがまず見直しの対象であるということで、今お話にあったいろんな

意見はございますでしょうけれども、見直しの対象として廃止ということで

ございます。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはよろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の質疑を終わります。 

  以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

〇副委員長（岩井良枝） 事業見直しということで、余りにも多くの社会福祉

の予算が削られているということについて反対の意見があります。 

〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の意見はありますか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

  以上で、社会福祉課の質疑を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

                       14時45分 休憩 

 

                       14時54分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 
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障がい福祉課 

〇委員長（杉山茂規） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） よろしくお願いします。81ページの13節委託料、障がい

福祉計画アンケート調査委託、これが31年度新たにどのようなアンケート調

査を委託されるかご説明お願いいたします。 

〇委員長（杉山茂規） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 これは、再来年計画策定いたします障がい者計画につきま

しての基礎となるアンケートでございまして、1,000人の障がい者の方に障が

い者が抱えている課題等についてアンケート調査を行い、取りまとめを委託

するものでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 済みません。再来年というと32年度ということでよろし

いですか。 

〇委員長（杉山茂規） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 32年度に作成作業をして、事業期間としては33年度からで

す。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 先ほど社会福祉課からも同じような、同じ事業でアンケ

ートをやるということお伺いしたのですけれども、説明があったのですけれ

ども、その辺で、もうこれ要望です。先ほどの課でありましたから、横の連

携をうまくやってダブりのないアンケートというのをやっていただきたいな

と思いますので、よろしくお願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 同じく13委託で、30年の、初年度の予算で障がい者相談

委員委託というのがあったのが、31年度はこれは廃止になったのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 事業見直しを行いまして、相談支援事業所の相談に統合し

たものでございます。したがいまして、この予算については廃止ということ

になろうかと思います。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       15時09分 休憩 

 

                       15時10分 再開 
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〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  浅田委員。 

〇委員（浅田基行） そうしますと83ページ、13の委託料、相談支援事業委託

等の予算金額が30年度の当初と変化がないように感じるのですけれども。 

〇委員長（杉山茂規） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 同額の予算の中でお願いするものでございます。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） それは何か改善されて、見直した何かあるということで

すか。 

〇委員長（杉山茂規） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       15時11分 休憩 

 

                       15時12分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 専門の相談支援事業所の事業の中で行っていただくことに

いたしました。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 82ページの扶助費でございます。同じような質疑になり

ますけれども、特別障がい者の介護者の見舞金というのが80万ほどだったの

が、これは廃止という形でよろしいでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 廃止をいたす予定でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 済みません。廃止をした理由というのは。 

〇委員長（杉山茂規） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 当初の目的を達したというふうに考えているからでござい

ます。休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       15時13分 休憩 

 

                       15時14分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  浅田委員。 
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〇委員（浅田基行） 確認で。その見舞金というのは80万の予算の中で対象者

というのはどのぐらいだったのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 本年度68名の方に１万円ずつ見舞金として給付させていた

だきました。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 最後です。これはどのように伝えたというか、ご理解の

もとというか、了解はもらっているということですか。 

〇委員長（杉山茂規） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 本年度12月にお支払いしたのですが、その中で本年をもっ

て終了の予定ですとお知らせをしましたが、それに関して特段のご意見はい

ただいておりません。ご了解いただけたものというふうに考えております。 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

  土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 82ページの役務費、手数料320万円ですけれども、重度障

がい者とか随分審査手数料ということですけれども、この金額ですと何件ぐ

らいを想定しているのですか。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       15時15分 休憩 

 

                       15時18分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 後ほどお答えいたします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       15時18分 休憩 

 

                       15時18分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 先ほどの事務手数料の件数でございますが、本年度の見込

みで１万9,748件でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       15時19分 休憩 

 

                       15時19分 再開 
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〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 84ページ、扶助費の中で難病患者介護家族リフレッシュ

事業費とありますけれども、家族に対する、その辺内容教えてください。 

〇委員長（杉山茂規） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 これは難病を抱えているご家族が、例としては例えば妹さ

んの運動会に行くのにお姉ちゃんが難病だと、そういうときに一時預かりを

してもらったと、そういう事業でございます。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 障がい者に対してのこの家族への支援というのはあるの

でしょうか。今の場合は難病ですけれども。同じようなものというのは。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       15時21分 休憩 

 

                       15時21分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 例えばその上にあります日中一時支援事業、これらもそう

でございますし、いわゆる放課後等デイサービスとかもございます。一時預

かりの事業はございます。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） そうすると、難病患者の方がそちらのほうの事業を使う

ということはあるのでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 重ならないです。基本的には。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 84ページの扶助費の中の障がい児及び家族等の支援事

業費、こちら30年当初予算にはなかったと思うのですけれども。 

〇委員長（杉山茂規） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 これは、29年度までは職員がやっておりました。ペアレン

トプログラムといいまして、障がいをお持ちのお子さんの親御さんの指導と

いうか、教育とかいうものでございます。休憩お願いします。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩します。 

                       15時22分 休憩 

 

                       15時23分 再開 
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〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） そうしますと、今まで職員の方がされていたことを委

託でというお話なのですけれども、委託先としてはどんなところをお考えな

のでしょうか。 

〇委員長（杉山茂規） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 社会福祉協議会、もしくは手をつなぐ育成会への委託を考

えております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） そういったところですと、いろんなもう経験とか、そ

ういったことが考えられるのでということで、そういう認識でよろしいです

か。 

〇委員長（杉山茂規） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 昨年、おととしと一緒にその教室をやってきておりますの

で、十分熟知はしております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） 別です。82ページの19節負補交の一番最後の心身障害

者扶養共済制度給付金なのですけれども、これ予算額が前年と比べて増額を

されておられますが、これは件数の増を見込んでいるという考え方でよろし

いですか。 

〇委員長（杉山茂規） 障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 受給者の増も見込んでおりますが、本年度脱退者が３名ほ

どおりまして、その分見込んでいなかったので、流用等かけましたので、こ

としは脱退のことも考え、１人、状況により違いますが本年度は７万5,000円

掛ける３名、脱退ございますが、その分を追加しております。 

〇委員長（杉山茂規） 三富委員。 

〇委員（三富美代子） それは今のお話はわかったのですけれども、全体とし

ては加入者といいますか、は何名になるのですか。おおむねで結構です。 

〇委員長（杉山茂規） 暫時休憩いたします。 

                       15時25分 休憩 

 

                       15時25分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  障がい福祉課長。 

〇障がい福祉課長 加入者が約50名、それで、67名で年金を受給している方が

29名でございます。 



192 

 

〇委員長（杉山茂規） ほかはいかがでしょうか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） それでは、以上で委員の質疑を終わります。 

  分科会外委員の質疑をお受けいたします。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の質疑を終わります。 

  以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 分科会外委員の意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を終

わります。 

  以上で障がい福祉課の質疑を終わります。 

暫時休憩いたします。 

                       15時26分 休憩 

 

                       15時53分 再開 

〇委員長（杉山茂規） 再開いたします。 

  以上で、予算決算委員会厚生文教分科会に割り振られました議案の質疑を

終了いたします。 
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自由討議 

〇委員長（杉山茂規） それでは、委員の皆様に申し上げます。発言は１人ず

つマイクを使用し、委員長の指名により発言してくださいますようお願いい

たします。 

  今回、予算審査ということで本日審査のほうを終了いたしました。そうし

た中で、行財政構造改革という取り組みの中で非常に多くの事業、廃止であ

ったり、統合、そしてまた新たに追加されるものはあるのですが、やはり一

番危惧するところはその影響において市民サービスの低下、そういったもの

が非常に招いてはいけない、招かないようにするという、そんな視点がすご

くあろうかと思います。今回のこの審査を通じまして、皆様方いろんなお考

え等ありますので、そういったところを発言をしていただければと思います。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 今回、今委員長からお話がありましたように、行財政

構造改革の取り組みということから、いろいろ、特に厚生文教分科会の担当

している部署は、大変事業見直しが多く載っているところだなというふうに

思っています。特に健康福祉部が非常に一番多いということ、そして福祉分

野、医療分野ということで一番市民の方に身近な事業が多いところかなとい

うふうに思っておりますが、今日予算審査の中でも高齢者の方々への医療費

助成事業ですとか、またチャイルドシートのことも出てまいりましたけれど

も、さまざまの廃止の事業も、敬老会事業のほうもかなり事業費が、要する

に削減をされているということもありますので、ただ市がやっぱり行財政改

革ということで今後の市の財政を考えた上での予算の提示ということで、い

ろんなことはさまざまありますが、全体的な予算に対しては私は可というよ

うな判断をしていまして、ただし担当の分科会として市民に一番身近な事業

が多いということもありますので、そういったことに対する委員長さんの報

告の中にでも入れていただければというふうに思います。多分当局側の方々

も対象となる団体の方ですとか、そういうところには説明なりはもう既にさ

れておられると思いますけれども、例えば高齢者のこの医療費助成制度に対

象となる方、シニアクラブの方々もそうなのですけれども、そういった団体

に所属をされていない高齢者の方もかなり大勢いらっしゃいますので、そう

いったところの周知に努力をしていただきたい。あと理解を得られるような

説明を市民に向けてしていただけるような、そういうことの努力を当局の方

に求めていきたいというふうに感じています。 

  教育の部門のほうですと、やはり教育もかなり見直された事業数が多いの

ですけれども、今回2019年度に絞っていろいろ載せていただいていますが、

私の、質疑もいただいたのですけれども、西中学校の普通教室不足解消事業、
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これが本来ですと31年度、32年度２年間使って準備をするということでスタ

ートを切っていたのですけれども、31年度はそういったことはとにかくなく

て32年度の状況を把握して対応するという、そういうお話もありましたので、

教育の現場のほうもやはりすごく身近な問題でありますので、その辺影響が、

悪影響ですね、影響が出ないようにしっかりと取り組みを推進していただき

たいなというふうに、今回の予算審査では感じました。いろいろと担当部局

の方々もこれだけの削減をやっぱり事業見直しでされてきたので、大変その

辺は苦労をされておられるだろうなということは、それはもちろん感じてい

ますが、一応市民に一番身近な部門であるということもありまして、その辺

意見を入れていただければありがたいです。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） ３日間予算審査で委員会やりました。内容としてはそれ

ぞれの中で可とすべきものだという判断をしたように、自分としては当局の

提案したものについては認めるべきかなというふうに思います。今三富委員

からも話がありましたように、リーマンショック直後では裾野市の基準、財

政調整基金は80億台でした。その後中期財政計画を策定とかいろんな取り組

みをする中で収入増と経費削減を図ってきたのはわかっているのですけれど

も、現実的には財政調整基金を取り崩しながら今までやってきています。今

までの自分が議員になった以降の中でも各議員が一般質問等で行財政改革を

早くしないと気がついたときでは本当にどうしようもなくなっているという

ようなことをいろいろ発言しましたし、私もしてきましたから、今回の取り

組み、行財政改革の取り組みそのものについてはもっと本当は早くやるべき

だったのだなということも含めてやることについては全く異論がありませ

ん。そうでなければ裾野市の将来がどうなるかというところがありますので、

そういうような中で三富委員もおっしゃられましたけれども、当厚生文教委

員会の属している健康福祉部と教育部の削減額が全体の４割を超えていま

す。健康福祉部の事業というのは基本的には福祉の向上、福祉というのは要

するに一般的な生活の福祉、あるいは高齢者等も含めましてですけれども、

そういうような取り組みをしている中で弱い人たちを守るというのがどちら

かというと、この中にきているというふうに考えています。そういうような

中で一番大きいものは、きょうも請願、これ６月には当然ながらそれもしな

ければならないですけれども、請願にありますように後期高齢者の医療費の

削減の問題、あるいは先ほども細かに説明ありました敬老会の取り組み等、

どちらかというと高齢者に直接サービスの影響するような項目と額が多いの

は今回の特徴だというふうに思います。全体の中ではこれやむを得ないと思

いますけれども、そういうようなところからして、ここを担当する委員から
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しまして、少なくても当局側には市民の理解を十分に得るような広報活動を

しっかりするということと、あわせましてサービスの直接の影響が具体的に

出てくる話ですから、金額を伴わない、あるいは金額が少ないような中でも

サービス補充をしっかり取るようにというようなことをぜひとも厚生文教委

員会の委員長報告の中で取り上げてもらいたいというふうに私は思います。

自分としては今の議長という立場のほうからしますと、そういうことを予算

決算委員会の委員長報告の中に言葉としては入れて、最終日の当初予算の採

決の際に委員長報告に文言を入れてもらうことによって議会として31年度予

算については単なる当局側の提案だけではなくて、中身としてはしっかり審

議をしてこういうような条件をつけたのだよということが市民にわかるよう

な、そういうようなところに結びつけてほしいというふうに思います。終わ

ります。 

〇委員長（杉山茂規） 勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 31年度予算、全体的な金額からすると、増額というよう

な傾向の中で、消費税の絡みもあるので、建設関係が伸びがあるというのは

今年度に関して、31年度に関してはしようがないかなという面もあるのです

けれども、医療福祉の関係が大分削られているということに対して、学校関

係もそうなのですけれども、一律に減らされているという、こういう理由で

減らすというのではなくて、何か一律に減らされているという感が否めない

ということもありますし、あとそれを、福祉関係なんかでもそれを減らすこ

とによってどういうふうな弊害が生じるか、それにそういうことは、ただ金

額だけを減らすではなくて、その減らすことによって何か支障がどんな支障

が出るかというところまで考えていてくれているのかなということで、やは

り医療費を削減するということは健康社会というか、老人にしても健康な老

人を増やすことによって医療費が削減されるということがあるので、老人会

とか、そういったところが生き生きと生活できるような予算立てというもの

が大事ではないかなという、そういう最終的には予算を減らせるという方向

に行くような仕掛けですか、そういったものをしてほしいなというのが要望

であります。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） ３日間予算という形で行ったのですけれども、昨年の12

月に行財政改革ということで各課からご説明いただいて私のイメージは、そ

れをもって原案可決が予算を組んだ後に審査というのは廃止にする、減額に

するにしても、例えば廃止は今回廃止ではなくてこうしたらどうですかとか、

半分の減額でもう一年延ばしたほうがいいと、減額もお互いなのですけれど

も、これぐらいの減額の要望に対してもっといける、逆に言うともっと減額
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させてもいいのではないかというとか、そういうやりとりの場がちょっとこ

の予算の期間の中であると思っていまして、今回その予算という中にいろい

ろ行財政構造改革という答えを入れられてしまったものですから、非常にち

ょっとその辺で、私自身ですけれども、ちょっと困惑しながら進みました。

今議長からほか委員とかもありましたけれども、とりあえずというわけでは

ないのですが、やはり市民サービスという意味で非常に本当によかったのか

ということに関してはちょっと不安的要素があるように感じています。これ

を実行する、ただ私も裾野市の財政のこととすると、こういうこと、改革を

やらなければいけないという全体的なことというのは絶対必要なので、やり

始めというか、やるということには賛成なのですけれども、この先、初めて

のことなので、やってうまくサービスが低下する、もしくはというようなこ

とがあるような事業がもしあるようでありましたら、直ちに見直しができる

ような形が取れるよう行政側にもいいながら進められたらなというように非

常に感じました。前向いてやるしかないという部分は理解あるのですけれど

も、ただ本当の意味でよかったのというところに関しては今後進める中で、

そこはしっかりスピードを持った対応というところが大事だと思いますの

で、そういうところを行政側に依頼していただければなと思います。 

  以上です。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 私は、社会福祉課のところで反対の意見を述べまし

た。本来ならば個の厚生文教のところにかかっている、今回行財政改革の中

でいろんな事業が減らされてきたことについては、全てのところでこういう

形でいいのかというのは思っていましたが、特に社会福祉課の予算の削り方、

これは余りにもひどいと思います。行財政改革を進めなければいけないとい

うのはそれはもちろんたしかだと思いますが、こういう形で社会福祉とか子

どもたちの教育の部分とか、私たちの委員会のところにかかる予算がこうい

う形で削られてくるというのは全くおかしいのではないかと思っています。

今、もう細かいことはあれですけれども、高齢者の方たちの暮らしがどうな

っているのかとか、それから介護をしている方たちの暮らしがどうなのかと

か、いろんなこと一つずつ考えてみたらば、一律に減額とか、これは廃止を

しますという事業であってはいけないものがいっぱいあると思うのです。だ

けれども、結局きょうの説明の中でも事業の見直しでもう削りましたという

ような、そういう形で削ってくるということは、これからの裾野市が市民の

皆さんがどうやってこの中で暮らしていくかというときに私はちょっと本当

に信頼をされなくなってしまうのではないかという気もしてきて、もともと

が行財政改革で出してきたもの自体に問題があるので、どこの課がどうとい
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う一つ一つのことではないのですが、全体を通しても私は今回のこの予算に

ついてはやっぱりしっかりと見直しをしてもらうべきだと思って意見を述べ

させてもらいました。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 事業見直しで廃止は把握しているのですけれども、よく

考えてみるとこの事業というのはもともと30年度も含めて過去から行ってい

る事業で、それは議員、あるいは議会としてはよしということの中で事業を

行ってきている話なのです。その一つ一つの事業を捉えるとどの事業が重要

だとか重さというのは非常にそれぞれ皆さん考え方が違うのが当然当たり前

の話ですから、基本的にいい方悪いですけれども、これを議会側で事業選択

というのは現実はできない話ですよね。ですから、提案をしている市部局の

考え方についていろんな考え方を言いながらというところですから、ですか

ら総額から、額からすると福祉関係のものは減額はしているのだけれども、

全体からすると今度は事業の数とかしたときにどうかという考えたことは別

の考え方があると思います。ですから、当局が言っているようにいわゆる近

隣も含めて裾野市が特化していた、いわゆる上乗せをしていたような事業か

らというのが今回の福祉の事業見直しの一番の中心の大きいものはそういう

ことのようですから、思いが皆さんあるにしても、イエスかノーか、白か黒

かをつけなければならない話ですから、先ほど言いましたように議会として

はここまで見た、あとは市民の皆さんがその後のことで判断をすることによ

ってここで事業が消えたものが復活することもそれは当然不可能ではない話

なものですから、そういうようなことを厚生文教の委員会としては十分に議

論をして、これからのことについてもしっかり当局に取り組んでほしいよと

いうことを、ぜひとも、先ほどの話ですけれども、委員長からの中に入れて

ほしいと思います。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 生活困窮者の支援のところなのですけれども、もう

あれができて、私たちも視察なんかにも行ってきたのですけれども、３年か

４年たっているのです。その中で小田議員がずっと言っていたことなのです

けれども、横串を刺して各課でそういう生活困窮なのではないかというか、

そういう人たちに対して社会福祉課と連携を取りながら生活保護に陥らない

とか、そういう部分というのをしっかり連携を取っていってほしいというの

がずっと言ってきていて、できているのかといったらばやっぱりちょっとそ

このところができていないというのも、これは全く予算の部分というか、今

回のあれとは違うところなのですけれども、そういう施策のところで私たち

はいろんな協議をしながら見ていかなければいけないのではないかなという
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ふうにまず１つはそれを今回思いました。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 小田議員は前からも言っていると、私も同じ会派だけれ

ども、その当局の中はそういうような仕組みのようなもの、しっかりしたも

の新しくつくったかつくっていないかというとそこまでいっていない話であ

って、でも現実には仕事の中で当然横の連絡というのはとっています、それ

は。例えば滞納整理に行って、行政に対してこういうようなことがある、で

はこの滞納になったの何だいというようなところで出てきたときには当然そ

この担当者というのは自分のところだけではなく、ほかのところと、それは

あれです。だから言っているのをただ聞いているだけだと裾野の市役所の中

身というのは求めているようなことは何も行っていないではないかというふ

うに聞こえてしまうようなところがあるかもしれないけれども、現実には仕

事している中でそういうことやってる話ですから、ただその制度として横串

のようなものしっかり、今までと違うような、こういう中身にしたというよ

うなことはない話だけであって、言い方悪いですけれども、職員はプロなの

です。職員はこれで職業で本人も家族も養っている話ですから、ですから自

分の仕事に誇りを持っている話だと思うから、それがうまくここについては

そうかもしれないけれども、さっき福祉のときに言ったときもそうかもしれ

ないけれども、中身としては当然ながらやっています。私も昔現役のときに

はそれは十分かどうかは別にしてもそれはやっている話ですから、だから今

回の自由討議ですから言う話ですけれども、この予算の賛否については直接

の影響を及ぼさない話ですよね。 

〇委員長（杉山茂規） 市の取り組みというか、今回の行財政構造改革の中で

の話ということで、多くの委員からはしっかりと委員長報告の中に、予算以

外のところでできること、市民サービス低下が伴わないような形でいろいろ

取り組みができるようにすること、そのように同じようなことが多くの委員

から出ていたと思います。まずその点に関してなのですが、現状として皆さ

ん大体同じような意見、今後のところ、しっかりとそこのところフォローし

ていくべきだという考えについては大方皆さん同じ意見かなと思うのです

が、そこの点について委員長報告として発言を入れたいと思うのですけれど

も、そこの点についてはいかがでしょうか。新年度予算の執行に際して市民

サービスの低下を伴わないような形で市の当局にしっかりと取り組んでほし

いと、そういった内容です。よろしい……。 

〇委員（浅田基行） そのとおりなのですけれども、ちょっとうまく言えない

のですけれども、改革なので、瞬間といいますか、市民サービスというのは

少なからず低下するのです。低下の度合いといいますか、多少なりにという、
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どこまでという線引きもないのですけれども、そこの表現というのが難しい

ところがあるので、そこの表現をうまく。ただ、低下はすると思うのです。

ただ、その低下をするのであれば、その低下という深さがより、深過ぎない

ように、もし深過ぎるような事業になるのであれば、切りかえて、今議長が

おっしゃったように復活もそうですし、かわった、そのかわりの事業という

ところ新たに設けるということをスピーディーにやるべきだと思いますの

で、その辺のところ、委員長、上手に。 

〇委員長（杉山茂規） 市民サービスの低下という中で、当然のことでちょっ

とつけ加えというか、先ほど言わなかったのですが、当然のことなのですけ

れども、まずは市民に対する説明をしっかりすること、現状がどのように変

わっていくか、当然のことながら財政とかも含めてなのですけれども、同じ

共有課題として捉えていただく、やっぱり認識のところ、理解をいただくこ

とがスタートかなと、それは当然あると思います。を踏まえた中で、そうや

っていただく中で、当局が当局としてできること、先ほどありました復活と

いうことも当然視野に入っているかと思います。市民サービス、極度の低下

があって支障が来してしまうということであれば、当然復活することも必要

となります。それがなだらかにうまくいくのであれば、それは理解をいただ

いて、行財政構造改革をしっかり進めていく一助となると、多分そんなよう

なイメージかなと捉えております。ということでよろしいでしょうか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 今市のほうでデータ利活用ということで取り組んでいる

かと思うのですけれども、やはり説明の段階でデータ、それをもってこうい

うことで廃止しますよ、減額しますよというような説明をしていただきたい

ということと、あと今後これが減らされたことによって、市民生活がどのよ

うになっていくのかということの検証、それもまたデータ利活用、データを

もって検証というか、していっていただいて、その次の方向性に持っていっ

てほしいなという。 

〇委員長（杉山茂規） 昨今から市のほうもちゃんと根拠のある政策提案、政

策立案ということを盛んに言われているかと思います。まさにデータに基づ

くということは根拠を示す中で数値であったり、そういったものでやってい

くということは明らかにされております。いろいろ事業評価ということもあ

ろうかと思うのですけれども、そんな中で我々サイドもしっかりそういった

ところも見ながらやっぱりやっていく必要があるのかと。我々自身がチェッ

ク、監視というか、そういうチェック機能をしっかり高めることによって、

その辺のところ、市の取り組みのところもおのずと高まってくるところはあ

ろうかと思いますので、我々自身もやはりそういった意識を持ちながらやは
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り取り組んでいくということが重要ではないかなと、そういった話だと思い

ます。 

  先ほどの１点目につきましては、ちょっと繰り返しになりますけれども、

行財政構造改革の中でサービス低下いろいろあるとは思うのですが、市民に

対してしっかりと説明責任を果たして、ご理解をいただいて進めていくこと、

そしてまたもし何かある場合はまたそのときしっかり考えて今後について取

り組んでいってほしいと、そういった内容で委員長報告に入れたいと思いま

すが…… 

（「サービス低下というの俺も言ったんだけどその言葉は……」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） ちょっと外したほうがいいですか。 

〇委員（土屋秀明） 変えて使ったほうがいいです。どっちみちその事業その

ものやらなくなってしまうものから。だから要するに市民のそういう事業を

やめることによって別の補足するようなものだとか、いうような。 

〇委員（三富美代子） 私もそう思います。やっぱりこれだけ予算も減額で廃

止するということはそれに通ずるわけというか、今までやってきたことがで

きなくなるということにはかわりがないので、そういう言葉というよりも要

するに今市が目指しているものを、全体とは市民の皆さんなのですけれども、

特にこの厚生に関しては高齢者の方々の施策が一番影響を及ぼしているもの

ですから、そこの説明を私は特に求めたいなというふうには、個人的には思

います。 

〇委員長（杉山茂規） わかりました。では、サービス低下という言葉を使わ

ない中で、まずはＰＲというか、理解をいただくところ、そこ…… 

〇委員（三富美代子） 対象者の方。 

〇委員長（杉山茂規） 対象者ですね。 

〇委員（三富美代子） 対象になっている方々、この間婦人会の方々と意見交

換させていただいたではないですか。そのときにも事業がやはり変更になっ

ている場合があるのだけれども、そういうときに事業に該当する方々へ説明

が欲しいという声が結構あったのです、そのとき。なので、そういった部分

で説明をすることによってやはり理解をしてくださるというか、ご協力いた

だけることも増えていくと思いますので、せっかく取り組む行財政改革なの

で、市のためになる改革だと思いますので、ぜひ今後の財政運営に通ずる改

革なので、その辺は十分なご理解を得られればというふうに思います。 

〇委員長（杉山茂規） 土屋委員。 

〇委員（土屋秀明） 高齢者福祉に関して、福祉事業について今回は影響がす

ごく大きいと考えられるから、十分に対象者に対して別の角度での高齢者福

祉をさらに向上させるようにとか、なんかそういうような曖昧としたような
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言葉を入れてほしいね。 

〇委員長（杉山茂規） では、今言われたようなことを盛り込むような形で進

めたいと思います。 

  これについては今議論の中でありました内容ということでよろしいでしょ

うか。 

            （「お願いします」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） あと２点目なのですが、岩井委員のほうから生活困窮

者支援ということで横串の話がございました。土屋委員のほうからは、横串

自身はいろいろ通っていないかもしれないが、実際のところでは連携を取っ

てやっているよと、そんな話だったかと思います。こちらについて皆さんも

しありましたら一言ずついただいてと思うのですけれども。あれば。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） 特に今回の予算審査に絡んでの分科会としての意見と

いうところまでは至らないのかなというふうに私は思うのですけれども。委

員長報告の中に入れるということでなくてもいいのではないかなと思うので

すけれども。 

〇委員長（杉山茂規） 済みません。補足です。委員長報告に入れる、入れな

いというよりもこういうふうな課題が提起されたよという考え方の中で、も

し今までの予算審査、もしくは決算審査等含めて意見があればということで

す。盛り込む、盛り込まないは別です。 

〇委員（土屋秀明） 委員会の委員以外の傍聴している議員からの発言で、会

期の開催の前はここの委員長で、そういう考え方はもちろんあるのだろうけ

れども、少なくともこの委員会の審議の中で同様のことではいろんな意見を

言い合った話ではないですから入れなくてもいいと思います。 

〇委員長（杉山茂規） 岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 質疑の中で私はその話を聞いているのです。今日の

社会福祉の生活困窮者のところで。これってもう国のほうからも生活困窮の

連携を取ってどこのところでもそういう方がいたらばしっかり全体として援

助ができるようなふうに情報を集めてやっていくというのも国のほうからも

来ていることで、今日のお話を聞いている中ではちょっとその辺がまだ足り

ないのかなという部分があったものですから、それについてはもう一度私た

ちのほうでもみんなで学習をしながら今の状況というのを見ていったらいい

のかな。私が驚いたのはこの間の水道なのですが、私は水道というのは止め

られないものだと思っていました。水道は止めないというふうに聞いていた

ような気がするのですが、どれぐらいの時間止めたかわからないですけれど

も、40件水道が止めましたという話が出たのです。それが、ですので、払え
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るのに払わなかっただけではないと思うのです。そのときに生活保護にはな

らないけれども、生活困窮なりその部分があったのではないかということを

担当課のほうでは今までそういうことでは社会福祉のほうにはしていなかっ

たというお話もありましたし、委託業者のほうにもそういう話というのちゃ

んとしていなかったみたいだったのです。そういう意味ではどこでそれに気

づくかという部分というのがすごくやっぱりこれから大事になってくるのか

なと思っています。 

〇委員（三富美代子） いいですか。別にそういうものの必要性を否定するわ

けではなくて、ただ今回のこの３月議会の予算審査の中で特に分科会、分科

会として委員長報告に入れたいという、特化して入れたいというところを考

えたときに今回は特に一番大きな課題としてこの事務事業の見直しというも

のがあるのです。だから、その部分を特化してそれに絡んでこちらの委員側、

議員側とのこういうことを一応予算を通すのですけれどもこういうことを求

めるという、そういう分科会としての意見を述べるということの内容を今話

をしているというふうに私は思っていますので、その必要か、今後そういう

連携の必要性はあるのはわかりますし、わかるのです。だけれども、今回の

この予算審査通して特化して分科会全員として当局に意見をとなったときに

は今回それはどうなのかな。だから、もし入れるとしても、もし他課との連

携というような、本当にそういうざっくりとした言い方は無理ではないかな

というふうに思いますけれども。 

〇委員長（杉山茂規） 済みません。この前提として多分委員長報告に入れる、

入れないは多分入れない方向の中で今後の今回感じた方での問題定義として

皆さんこういうふうなことあったねということで共有しましょうという多分

内容で岩井委員は言われたのかなと思っているのですけれども。そういうこ

とで。 

  三富委員。 

〇委員（三富美代子） でも、結果的にここに出た意見を委員長はその意見を

もとに委員長報告をまとめられるのかなというふうに思えるのですけれど

も、そういうことではないということですか。 

〇委員長（杉山茂規） この話が出ましたよということは触れなければならな

いことだと思うのですけれども、事実なので。しかしながら、委員会として

取り組んでほしいという市に対しての委員長報告という形で要求するものと

いうか、これはやってくださいというものに関してはどう考えても今のとこ

ろ乗らないものというふうな認識でいます。 

〇委員（土屋秀明） ここで出たものを全部委員長報告に入れる必要は全然な

いと思うから、その中でこれを目玉にしたいというのは今回の委員会として
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そういう責任あるからということで、岩井さんが言っている意味はすごくわ

かるのですけれども、それはこれからの話であって、でも完全に最後のここ

のときに自由討議のときに話題に上ったことではなくて、委員会の審査をや

っているときに共通のことは何回か幾つか出て、それぞれ多くの人間がどう

いうような考え方を持ったというならばそう。私はそうではなくて、岩井さ

んの気持ちはすごくわかるし、それからもそれはしなければならない。でも、

今回のまとめに当局側に求める、求めないではなくて、そうではなくて、委

員長報告の中に入れるほどの中で討議は全然なかったと思います。 

〇委員長（杉山茂規） ちょっとほかの発言のない方も意見をちょっと、済み

ません。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又 豊） 今回ちょっと感じたのは、生活困窮者をどう発見するか

ということだと思うのです。１つには水道が止められているという事案があ

って、では何が原因かということで生活が困窮している世帯だなということ

がわかれば市のほうでも対応してくれるという話は伺ったので、あと水道だ

けではないと思うのですけれども、本当は地域でもってそういった方がわか

れば区長なり、そういったところからとか、民生委員さんのほうからとかと

いうのが望ましいのですけれども、多分アパートとか団地とか、そういうと

ころで把握しにくい方が生活困窮者にいるのかなという、一戸建てですと…

… 

〇委員長（杉山茂規） 続けてください。 

〇委員（勝又 豊） 一戸建てであれば家が荒れているとか、そういうことで

わかるかなというようなことで、そういうことをやはり、そういう方が実際

にいらっしゃるということで、それをどういうふうにして発見していくかと

いうことはまだいろいろと考えを出し合って対処していかれたらいいのでは

ないのかなと思いました。 

〇委員長（杉山茂規） 浅田委員。 

〇委員（浅田基行） 非常に難しいと言いますか、言われていた岩井副委員長

のおっしゃっているというのも物すごく話としては理解できるのですけれど

も、今回の予算というところで委員長のお話で入れ込むかどうかという話に

なると、三富委員がおっしゃっているという部分に、とめるといいますか、

しておくという。ただ、岩井副委員長が言った横串というところは今後とい

う、議長もおっしゃったように、これからも継続してやる中での業務、どっ

ちかというと効果という意味合いになるかもしれませんけれども、それは当

然継続して我々も見ていくといいますか、審査するというような形は必要だ

と思いますが、今回予算を決める上という部分、もし要望でもないな、要望
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でもないですよね。そういうところが見受けられた、そういうような横串も

見た、その連携という、効率化という程度に、もし委員長の中に入れるとす

るならば、その程度にするべきか、率直に言うと私はそれはなくてもいいの

かなと思っております。 

〇委員長（杉山茂規） ちょっと時間も時間なものですから。 

  岩井委員。 

〇副委員長（岩井良枝） 私が多分自由討論ということでしたので、気になっ

たこと言いましたが、これが今回の、最初にも言ったと思うのですけれども、

今回の予算の、委員長報告のところに入れ込んでほしいとかということでは

全くなくて、ただ私たち委員会としてこれからもやっていくわけで、そうい

うところで一つこんなことが気になりましたというお話をしたのです。それ

は、ごめんなさい。自由討論というものを全く間違えていたのかもしれませ

ん。ですので、今回の予算審査の中でそれを入れてくださいとかということ

では全くなく、それはもう先ほど皆さんが、私も意見を述べました、それが

全てだと思います。だから、それはもう全く切り離していただいて、入れる、

入れないという問題ではなくしていただいていいと思います。 

〇委員長（杉山茂規） では、ということで皆さんから話のほうもまとまりま

して、課題としては共有するけれども、委員長報告の中には含めない形で進

めていくと、そういった形でよろしいでしょうか。 

            （「はい」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） ほかになければ、以上とさせていただきますが、いか

がでしょうか。よろしいですか。 

            （「はい」の声あり） 

〇委員長（杉山茂規） それでは、以上で本委員会に付託され、本分科会に割

り振られました議案の審査は全て終了いたしました。 

  来たる３月19日の予算決算委員会で分科会委員長報告をいたします。 

  審査にご協力賜りましたことに感謝申し上げまして、予算決算委員会厚生

文教分科会を閉会いたします。 

 

                       16時40分 閉会 

 


